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平成20年知立市議会９月定例会企画文教委員会 

 

 

  １．招集年月日  平成20年９月22日（月） 午前10時00分 

  ２．招集の場所  第１委員会审 

  ３．出席委員（８名） 

     山﨑りょうじ     神谷ひさ子      川合 正彦      永田 起也 

     村上 直規      三浦 康司      高橋 憲二      嶋﨑 康治 

  ４．欠席委員 

     な   し 

  ５．会議事件説明のため出席した者の職氏名 

     市 長   本多 正幸      副 市 長   田中  勇 

     企 画 部 長   竹本 有基      秘 書 課 長   鈴木 健一 

     企 画 課 長   今井  尚      市 民 協 働 課 長   成田 春夫 

     総 務 部 長   近藤 鈴俊      総 務 課 長   加古 和市 

     防 災 対 策 审 長   佐藤 勇二      税 務 課 長   山口  修 

     会 計 管 理 者   清水 雅美      監査委員事務局長   村井 賢一 

     教 育 長   石原 克己      教 育 部 長   蟹江 芳和 

     教 育 庶 務 課 長   加藤 育雄      学 校 教 育 課 長   村瀬 俊一 

     生 涯 学 習 課 長   寺田 和彦      ス ポ ー ツ 課 長   杉山 月男 

  ６．職務のため出席した者の職氏名 

     議 会 事 務 局 長   坂田  広      議 事 係 長   池田 立志 

     担 当 係 長   水藤 真人 

  ７．会議に付した事件（又は協議事項）及び審査結果 

        事  件  名                          審査結果 

     議案第57号 地方自治法の一部改正に伴う関係条例の整理に関する条例      原案可決 

議案第58号 知立市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する

条例 
   〃 

議案第59号 知立市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一部を改正

する条例 
   〃 

     議案第66号 知立市公民館条例の一部を改正する条例              〃 

     議案第68号 知立市文化会館の指定管理者の指定について            〃 

     議案第69号 平成20年度知立市一般会計補正予算（第２号）           〃 

     認定第１号 平成19年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について        〃 

     認定第４号 平成19年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算認定について    〃 

     陳情第11号 学級規模の縮小と次期定数改善計画の实施を求める陳情書      〃 
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――――――――――――――― 

午前10時00分開会 

○川合委員長 

 定足数に達しておりますので、ただいまから企

画文教委員会を開会いたします。 

 本委員会に付託されました案件は９件、すなわ

ち議案第57号、議案第58号、議案第59号、議案第

66号、議案第68号、議案第69号、認定第１号、認

定第４号、陳情第11号です。これらの案件を逐次

議題といたします。 

 議案第57号 地方自治法の一部改正に伴う関係

条例の整備に関する条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第57号について、挙手により採決します。 

議案第57号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手多数です。したがって、議案第57号 地方

自治法の一部改正に伴う関係条例の整備に関する

条例の件は、原案のとおり可決すべきものと決定

しました。 

 議案第58号 知立市職員の勤務時間、休暇等に

関する条例の一部を改正する条例の件を議題とし

ます。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第58号について、挙手により採決します。 

議案第58号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手全員です。したがって、議案第58号 知立

市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を

改正する条例の件は、原案のとおり可決すべきも

のと決定しました。 

 議案第59号 知立市職員の公益法人等への派遣

等に関する条例の一部を改正する条例の件を議題

とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対する反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

議案第59号について、挙手により採決します。 

議案第59号は、原案のとおり可決することに賛

成の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

挙手全員です。したがって、議案第59号 知立

市職員の公益法人等への派遣等に関する条例の一

部を改正する条例の件は、原案のとおり可決すべ

きものと決定しました。 

 議案第66号 知立市公民館条例の一部を改正す

る条例の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○高橋委員 

 議案第66号についてお尋ねしたいと思います。 

 この条例は、本会議でもかなり深められたわけ

ですけれども、中央公民館のリニューアル工事に

伴って茶审を廃止するということ。そのかわり小
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会議审を設置するということ。並びに２階の円卓

を広げるというこということで、二つの会議审の

面積が変わったということから料金徴収の表を変

えると。並びに老人婦人研修审を命名を変更する

と、こういう内容であります。 

 私、最初にお伺いしておきたいのは、もともと

中央公民館というのは、るるの議論があり、生涯

学習センターという形で、もっともっと市民の皆

さんに活用していただこうじゃないかというとこ

ろが市民合意の中身だと思うんですね。 

 私、そこでお伺いしたいのは、文化会館ができ

て、既に指定管理者等で实績を上げておられます

が、文化会館ができる前とできてからの中央公民

館の利用について、どのような変化があるという

ふうに認識されているのか、その認識について伺

いたいと思います。 

○生涯学習課長 

 公民館につきましては、これまで市ができてか

らずっとここの建物で使ってきたわけでございま

すけども、文化会館ができた以降もこの公民館の

利用は大きく下がってはおりません。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 いやいや、大きく下がっていないというそうい

う向きはそういうことなんですが、例えば平成19

年度の主要成果報告書によりますと、中央公民館

の来館者といいますか、利用者数は12万996人と

いうことになってますね。このもうちょっと厳密

に位置づけてほしいわけです。 

 つまり、文化会館ができることによって、文化

会館の担うべき役割と、もともとあった中央公民

館が負っている任務とですね、当然すみ分けがあ

ってしかるべきだというふうに思うんですね。も

ちろん公民館法に基づく施設と公民館法に基づか

ない施設違いはありますが、实際に知立市の中に

同じような貸し館があるわけでして、このあたり

ができる前とできた後でほとんど変わりはないと

いうことなんですが、具体的にすみ分けについて

どのような实態になっておるのか。また、どのよ

うに誘導していこうとしていらっしゃるのか、こ

のあたりね、ちょっと突っ込んだ見解を承りたい

と思います。 

 また、实績についてももう尐し具体的にお示し

いただきたい。 

○生涯学習課長 

 すみ分けにつきましては、指定管理者につきま

しては文化活動の拠点として、また、地域社会の

文化向上に貢献する施設ということで文化会館は

位置づけられております。文化会館としては四つ

のビジョンを持っておりまして、安心して利用で

きる施設、設備の環境を整備をする。サービスと

利便性のよい貸し館をすると。地域に根差した芸

術創造事業の展開をしていく、大きな柱といいま

すか、そして、指定管理者としての経営、体制、

人づくりをしていくというのが文化会館のビジョ

ンのものでございまして、文化会館についてはそ

のようなビジョン、公民館は生涯学習、講座、教

養、そしてあとはいろいろと市の講座等もありま

すけども、生涯学習が担うべき講座等をやってい

く施設というふうには考えております。中央公民

館はそのような考え方です。 

 以上です。 

○高橋委員 

 御教授いただいてありがたいわけですけども、

そういう一般論を聞いているわけじゃなくてね、

現实的にこの活動がこの文化会館でやるべき活動

なのか、中央公民館でやるべき活動なのか、そん

なことはきちっとすみ分け一つ一つね、明らかに

なってないわけでしょう。同じような施設が二つ

あるということは事实。リリオ入れれば三つある

ということにもなりますよね。そういう中で、文

化会館ができる前の中央公民館の役割と、できて

からの役割が具体的にどういうすみ分けになって

おるのか、使用の頻度はほとんど変わらないとい

う認識だけでいいんですか。文化会館できたけど

も、ほとんど変わっていないということなんです

か。 

 つまり、文化会館ができたことを通じて中央公

民館の果たすべき役割はこういう点があるので、

ここをもっと売っていきたいんだと。例えば講座



- 4 - 

   

がふえたのかと、文化会館が向こうへ移ってから

ね。中央公民館のやるべき業務として講座をどん

どんふやして、文化会館にはない攻めの会館利用

に転じてるのかどうかということだって私は前か

ら感じてるわけですが、そのあたりのすみ分けに

伴う積極的な利用頻度の拡大という点でね、どう

努力されているのか、あるいは实際にどうなのか

と利用者は、このあたり聞いておるわけですが、

どうですか。 

○生涯学習課長 

 中央公民館におきましては、私ども生涯学習係

で生涯学習フェスティバル、そして、地域におけ

る推進事業を展開するための事業計画を立てたり、

まちづくりのための出前講座等の計画、そして、

既存の今あります事業、先ほどいいました講座等

積極的に進めておるわけですけども、自主的にや

っていただく方の講座もふえとるというふうに思

っております。そして、今ある講座もさらに充实

して、今ここにあります主要成果にもありますよ

うに、そういった講座をどんどん進めていきたい

というふうには思っています。 

○高橋委員 

 いまひとつはっきりしないんですが、具体的に

聞きますがね、今度の条例改正で、第11条関連の

別表１の備考欄の１が削除されました。 

 つまり、どういうことが述べられているかとい

うと、知立市教育委員会、知立市社会教育団体及

び知立市関係団体以外の者が主催して使用する場

合は上記利用料の２倍とすると。つまり、社会教

育的団体でないものは、この料金の倍取りますよ

ということで、そこで堰をつくっとったんですよ

ね。堰をつくって社会教育団体はこっちいらっし

ゃいと、そうでない人は２倍取るから文化会館な

りどこかで使ってもらった方がよろしいじゃない

ですかということをハードルを高くしてやってお

られたんでしょう。 

 今、すみ分けの話をしました。いろいろ語られ

ました。今回この別表１の備考１を取られたとい

うわけですが、この趣旨と内容をちょっと説明し

てください。 

○生涯学習課長 

 今回この備考欄を削除したということでござい

ますけども、備考１については、先ほどいわれま

したように、知立市教育委員会、知立市社会教育

団体及び知立市関係諸団体以外のものが主催して

使用する場合は条例で定めた使用料の２倍とする

と明記しております。 

 この中で、知立市と教育委員会は使用料は今免

除、減免という形をとっております。知立市の社

会教育団体及び知立市関係諸団体ですが、これら

の団体ということですけども、内規で定めており

まして、社会教育団体としては文化協会、体育協

会、婦人会、ＰＴＡ、子供会、青年会議所など継

続的、計画的に社会教育活動をする団体で、知立

市関係諸団体といたしましては公共団体、国だと

か県、そのほかの市とかですね、公共的団体とし

ましては、遺族会、母子福祉会、老人クラブ、医

師会、知立幼稚園などがありますけども、そうし

た教育的、文化的、芸術的に広く一般市民の利益

につながる事業を目的とする団体としております。 

 そこで関係諸団体の意味合いがちょっとわかり

づらいという部分がこの内規では明記しておりま

すけども、わかりづらい分もありますので、同じ

趣味を持つ個人の集まりとか、文化、教養を高め、

趣味の技術向上を目指す営利を目的としない団体

やグループへ会合や打ち合わせをする場合もです

ね、生活、文化の振興だとか、社会福祉の増進、

健康の増進に役立つための利用であるという理由

で、今の条例どおりの金額にしております。 

 そこで２倍というところで、どういう団体があ

るのかというふうでやっておりますけれど、企業

の研修、それから企業の組合などが使用している

場合は公民館の運営方針である社会教育法の23条

に反しない限り、社会教育に関する事業を行うこ

とを主たる目的とした社会教育団体でございませ

んけども、公民館を使用するにふさわしい団体で

あるということで、２倍でお貸しして今やってい

ただいております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 
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 だから今回それを取っ払ってね、全部一律の料

金にするというわけでしょう。その根拠を聞いて

おる。何でそうやってやられとるのかということ。

文化会館行ってもらえばいいじゃないですか。さ

っき言ったすみ分け論で。あなたが冒頭におっし

ゃった。例えば企業の面接だとか研修は、あなた

が先ほど言われた議論でいえば、文化会館でやっ

てもらうべき性格じゃないですか。今までだと中

央公民館は２倍ですよと、料金が。ハードル重ね

とった。これ、今度取るわけでしょう。そうする

と企業さんも、あるいは労働組合の活動も全部受

け入れて料金も同じにしますという条例改正でし

ょう、今度は。ということは、すみ分けが、より

ハードルが低くなったということを意味してるん

でしょう、これ。その運用はいいですよ。この団

体はどう認定するかとかね、いろいろおっしゃっ

たけど、その運用はともかくとして。 

 つまり、中央公民館も文化会館も受け入れる団

体は競合してると。こういう言い方はちょっとお

かしいけどもね、対象する貸し館団体は、どちら

でも同じだというふうに門戸を切られたというこ

とでしょう、これ。違うんですか。 

○生涯学習課長 

 確かに門戸は広げました。申し込みの申請の時

点で、個人の利用の場合もこれは２倍に取るのか

な、例えば１倍にしとくのかなというちょうど受

付のときに非常にわかりにくい部分も確かにあり

ましたので、この際、全部同じ料金にして企業の

研修していただくのも知立市のために大いに役立

つことをやっていただくならば、すべて同じ料金

がいいだろうということでさせていただいており

ます。 

○高橋委員 

 实務的にだよ、受付の職員が实務的に、この団

体が２倍に該当する団体なのか、いやいや、社会

教育団体として認定されとる団体なのかなんてこ

とは、いっぱい団体があるわけですから、全部う

まく分けられないじゃないですか。だからそうい

う問題があるので、この際取っ払ったという理屈

は、それはそれでわからんわけじゃないです。そ

れは实務の議論としてね、そういうことあるでし

ょう。 

 だけど今回そこを取っ払ったというのは、なぜ

この備考１があったのかということでいえば、中

央公民館を主に活動する人たちのためにこの会館

を大いに有効に使ってもらおうじゃないかと。ち

ょっと外れる団体については、施設がないことだ

から、知立市は。しかし、有効に使ってもらうた

めに２倍というハードルを高くして使ってもらお

うじゃないかと、こうやってきたんですよ、今ま

で。 

 ところが、これを外されたということは、老い

も若きも、個人も団体も、社会教育にかかわる人

もそうでない人たちも、全部受け入れますよとい

うことでしょう。そうやって門戸を広げられたわ

けだ。ということは、文化会館とそのすみ分けが

極めてラインがなくなったんじゃないですかと私

は理解しました。この条例案見て。そういうこと

を言ってみえるんじゃないですか。 

○生涯学習課長 

 はい。確かに文化会館の場所と、こちらの中央

公民館のそのラインというか、ハードルというの

は全く同じような形になりました。 

○高橋委員 

 そういうふうにされたということは、それはそ

れで理解するんですが、しかし、そうしながらほ

んとに社会教育的団体については、公民館ですか

ら育成してね、大いに活動してもらうというこの

真髄を忘れてはいかんと思うんですよ。 

 そこでもう一遍さっきから聞いとるのは、文化

会館ができる以前とできた後で中央公民館の利用

はほとんど変わらないという認識でいいですか。

減ってないですか。 

○生涯学習課長 

 過去のデータを今ちょっと取り持っておりませ

んので、ふえたか減ったかというのはちょっとわ

かりませんので、お願いいたします。 

○高橋委員 

 またそれは後ほど出してもらえばいいけども、

つまりね、この現時点で中央公民館というのはど
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ういう役割を果たすことが必要なのかと。それは

名前の名称の由来も含めて話題に議論してきまし

たがね。 

 つまり、この生涯学習センターは文化会館とは

違うんですから、どういう人たちにターゲットを

当てながら、より一層施設利用率を上げるにはど

うしたらいいかというところの突き出した方向が

なきゃいかんわけですよ。そう思いませんか。減

っているんですよ、間違いなく利用者は。ふえて

るようなことは絶対ない。減ってるんですよ。そ

の認識の上に立って、どうするかということが今、

おたくらの肩にかかっている重要なテーマだとい

うふうに私は理解してるんですが、そうは思いま

せんか。思われませんか。 

○生涯学習課長 

 公民館の利用实績ということで、平成18年と平

成19年度を比較した資料がございまして、そのと

きには回数はほぼ102％、人数については96％と

いう程度でしたので、平成18年度、平成19年度は

変わってないということでお話をさせていただい

たわけですけども、今、過去の例を見ております

と、中央公民館の利用数は、確かに委員の御指摘

のとおり減っておりました。 

○高橋委員 

 いやいや、平成18年と平成19年比べたってね、

それは五十歩百歩の話ですよ。文化会館ができた

ことによって中央公民館の人数がどうなったのか

と。じゃあ、中央公民館はどこで生きていくのか

という議論が当然なきゃいかんわけですよ。 

 そういう中で、リニューアルもしたと。もっと

使いやすくなったと。じゃあ、中央公民館をもっ

と利用してもらうためには、生涯学習の拠点とし

てそれにふさわしい利用の促進、利用の拡大、ど

うやったら貢献できるのかというのが、これが議

論の中心に座るべきだと思うんですが、そうは思

いませんか。 

○生涯学習課長 

 確かに委員が言われたようでして、私どもの生

涯学習課が生涯学習のまち、これを忚援していか

ないかんということで、いろんな社会の問題に取

り組んだ講座だとか、今の現实的な生活の課題と

か、そういった問題に講座を広げて、新しいメニ

ューをやって、今の時代に合ったものをどんどん

取り入れた講座を知立市が進めとるじゃないかと。

例えば女性学級、高齢者教审においても、こんな

メニューをやっとると。ただ歴史だけをやっとっ

てもいかんしということで、そういった新しい講

座のメニューをさらに考えていきたいというふう

には思っております。 

○高橋委員 

 私は申し上げたことは、基本的な線で認めてい

ただきました。中央公民館をこれもまたリニュー

アル後の話になるとね、せっかくリニューアルし

たんだからもっと使ってもらいたいと。もっとも

っと利用してほしいと。これがやっぱり中心的な

課題だと思うんです。そのためには講座も広げた

い。しかし、实際には生涯学習課長、なかなか講

座はそう広がってないというのが現实じゃないで

すか。ちょっとそのあたりの現实と、これからど

ういうふうにしてこの利用者を拡大しようと思っ

てみえるのか。どんな講座を例えば来年度拡大し

ようと思っていかれておるのか、そのあたり思っ

てみえることがあったら、計画されていることが

あったら、ちょっと御紹介ください。 

○生涯学習課長 

 今後ですね、今一番時代に合うのはパソコン教

审とかそういったものをやっとるわけでございま

すけども、今後、環境問題とかですね、消費者問

題というような問題もあると思いますので、そう

いった講座をやっていけれたらなと。やっぱり今

の時代の関心のあるところは広げていきたい。 

 ただ、あと講座の先生たちとですね、結構そう

いった先生もおりますもんですから、そういう人

たちとの連携も深めていきたいというふうには思

っております。 

○高橋委員 

 そこでね、具体的な今回の改正案についてちょ

っとお尋ねしたいんですが、一つは、老人研修审

を婦人研修审を名称を変えてね、第１和审と第２

和审にすると。もう一遍聞きますけど、なぜ名称
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の変更をされるんですか。 

○生涯学習課長 

 老人婦人研修审という名前でこれまできたわけ

ですけども、老人婦人の方にその利用を制限して

おるわけではなくて、畳の部屋として広く一般に

使われております。今回、老人研修审のところに

も炉を切って茶审もできるというということで、

そういったことも考慮に入れますと和审という名

称がふさわしい名前なのかなというふうに思いま

して、そういう名前にさせていただきました。 

 以上です。 

○高橋委員 

 それは生涯学習課長の今日的な認識だけどね、

私はね、この老人研修审、婦人研修审というあえ

て命名したのは、もともと和审なんだから、もと

もと制限してないんだから、何も最初から、あな

たのおっしゃるように和审１、和审２でいいじゃ

ないですか。何で老人研修审、婦人研修审を命名

したのかということをね、もう尐しさかのぼって

学んでいただかなきゃいかんと思うんです。 

 私はね、今日的に申し上げるならば、この和审

は多目的でどなたが使ってもいいですよ。どなた

が使ってもいいけども、老人と女性が使われる場

合には無料にしていくと、この二つの部屋につい

ては無料にしていくと。もっともっと使ってほし

いと。これから高齢化の時代、もう既に高齢社会

ですね。高齢化というのは方向性なんだけど高齢

社会なんですよ。高齢社会で高齢者が社会教育の

学び舎で安心して学べると。講座は無料ですが、

さっき言ったように、頻繁に講座は開いていただ

かない。高齢者が自分たちでグループをつくった

りなどしてですね、ここを使う場合は無料で開放

しましょうと。女性も同じことですよ、男女参画。

無料にしましょうと。これ、つくったときには、

そういうそこまで踏み込んだ発想はなかったけど

も、大いに高齢者と女性に門戸を開こうという思

いでこれを命名したと思うんですよ。 

 私はね、これで尐々お金いただくんですが、茶

审と同じ料金ですね、これは従来の。茶审と同じ

料金いただくんですが、私はね、あえて老人研修

审、婦人研修审についてはね、その団体の関係者

は無料にすると、ここは。それぐらいのウイング

切る時期じゃないですか。文化会館とはすみ分け

てますと、私たちは。社会教育の拠点として、こ

こは無料で使ってくださいと。もちろんバッティ

ングする場合は抽せんしたりやればいいですよ。

こういうことが今、この中央公民館には今日的に

求められているんじゃないかというのが私の意見

なんですが、どうですか。 

○生涯学習課長 

 委員の言われる老人婦人の方が、大いに部屋を

使って無料でやるという御意見でございますけど

も、やはりそれぞれこの公民館の部屋というのが

料金が設定されておりまして、教育施設としての

役割で今、全部の部屋が料金ありますので、こう

いった料金体系でいきたいというふうには思って

おります。 

○高橋委員 

 今回提案されたのはね、部屋が尐し広くなった

から、事務的な整合性はつけよというわけですよ。

部屋が広くなったり狭くなったからね、狭いケー

スはない。広くなったから事務的な整合性をやろ

うというだけの話なんだわ。おもしろくもおかし

くもない。政策も方向性もない。茶审がちょっと

大きくなったから、小会議审としてちょっとふさ

わしいお金もらいましょうというだけの話でしょ

う、生涯学習課長。おもしろくもおかしくも、政

策も何の見えてこないじゃないですか。私が冒頭

言ったように、文化会館があり、リリオのセンタ

ーがありね、そして、この公民館があると。そし

て高齢時代、女性参画社会、ますます頑張っても

らう人たちに、もっとなぜスポットを当てられな

いんですか。だったら婦人研修审、老人研修审、

それは高齢化研修审とかね、その範囲で命名を変

えてもらうのは結構ですよ。この人たちに、どう

ぞ無料で使ってくださいと、これぐらいの社会教

育についての思い切った踏み込みがなかったら、

そんなものは实務の整合性だけを合わせるという

話で、おもしろくもおかしくもない。新しいこの

利用拡大の方途にもならない。そう思いませんか。
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無料にするぐらいの大胆な政策打ってくださいよ。

だから老人研修审であり、婦人研修审なんだと。

使ってくださいと、無料で。どうですか。それぐ

らいのウイング切って初めてね、そういうことか

と。リニューアルの段階でいろんな施設ができた

から公民館そうやって生涯学習で貢献しとるのか

と。納得ということになるじゃないですか。そう

いう思いは全く議論の対象にはならないと。实務

的な合理化を議論したのみと、こういうことでし

ょうか。無料化どうですか。 

○生涯学習課長 

 無料化については、ちょっと私もお答えできま

せんけども、女性学級が今の老人のための高齢者

の教审などを広げていきたいというふうには思っ

ておりますけども、そういった講座等は無料でや

ります。 

○高橋委員 

 それは講座としてやってもらう分はいいですよ。

もっともっと打ってほしい講座は。講座は原材料

費ぐらいは徴収されるかもしれんけどね、基本的

には無料でやるわけでしょう。だから講座を広げ

てもらうことは、先ほど申し上げたようにやって

もらわないかん。これは文化会館と違うんだから。 

 しかし、同時に、万たび講座、講座というわけ

にはいかんから、高齢者や女性が任意で集まれる、

あるいは婦人会が、あるいは老人クラブが、おい

ちょっと場所を貸してほしいと。定例会やりたい

と。どうぞ無料ですと。年金の大変でしょうしね。

どうですかというぐらいの利用者の目線がほしい

んですよ。 

 教育長、どんなふうにお考えでしょうか。今回

そういう提案されとらんけども、それぐらい踏み

込んだ施策があって初めてこの生涯学習都市にふ

さわしい踏み込んだ施策といえるんじゃないです

か。こんなものは事務方の言い逃れのための提案

じゃないですか、こんな話が。 

○教育長 

 生涯学習の今回の件で、どういう方向で教育委

員会は考えているのかということだと思います。

広く一般の人、子供からお年寄り、あるいは女性、

男性がいるわけですけども、自由に使ってほしい

なという願いを持っております。 

 例えば老人と女性、さらに中央公民館も特別支

援学級のクラスの合同会もやっておりますし、子

供たちのいろんな百人一首のこともやっておりま

す。そういうお年寄りの方も婦人の方も障害のあ

る方も子供たちも同じように自由にそのニーズに

合って使ってほしいなという思いを持っておりま

す。 

 そして、やはり今回円卓のところも変えました

のは、あそこは非常に一部の者しか使えないとい

うことがあって、もう尐し多くの市民の方に使っ

ていただけないかということで大きな部屋にした

わけであります。今、高橋委員言われましたよう

に、お年寄りの方、あるいは婦人の方、子供たち、

障害のある方、そういう方も自由に来て生涯学習

の拠点としての機能を果たしていきたいと、そん

な考えを持っております。 

○高橋委員 

 余り話を薄めないでほしいんだわ。今、問題に

なってる老人と婦人研修审、それは社会教育団体

全部無料にしてほしいぐらいのことを言いたいで

すよ。きょうはそれ提案しませんよ。ちょっと置

いといて、名前を変えるとおっしゃるから、何で

命名されたのかという由来を尐しお互いに認識す

る必要があると。大いにここで活用してもらいた

いと。だったら今日的な時点で、二つの和审につ

いてはね、そういう該当者が利用する場合、これ

は障害者へ広げてもらっていいですよ、教育長お

っしゃるよう。そういう方には無料で提案するぐ

らいの社会教育に対する行政の開かれた姿勢があ

ってしかるべきではないのかということを言って

おるわけですが、どうですか、教育長。検討して

もらえませんか、これ。 

○教育長 

 先ほど課長からもお答えさせていただきました

けども、現状としては老人研修审といっても一般

の方同じように活用していると。婦人研修审とい

っても全く同じ会議审等の部屋と同じ扱いをして

るということ、そういうことがある。 
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 しかし今、高橋委員言われましたように、女性

の方、あるいはお年寄りの方に積極的に活用して

いただきたいという思いであれば、そういうよう

なこともありますけども、今、考えているのは、

市民の皆さんどなたも自由に来て、それぞれのニ

ーズに忚じて活用していただきたいと、そんな思

いであります。だから、あえて老人、あるいは婦

人、老人研修审に使うときも市民の方が老人では

ない方も使ってみえるわけですけども、そういう

場合も含めて、そういう言葉を取り除いて一般的

な名前にした方がいいのではないかと、そんなふ

うに思っていたわけであります。 

○高橋委員 

 全然かみ合ってないと思うんですね。自由に来

て使ってくださいと、これは全然異論はありませ

んよ、私。だけども来てもらって使うには使用料

徴収するというわけですから、この使用料徴収行

為を自治体側が取っ払って老人や女性や婦人、そ

こに障害者入れても結構です。しかし、もともと

命名したその本意からするならば、女性が高齢者

にもっと使ってほしいという思いで命名したわけ

ですから、今日的に。 

 もちろん、それはさっきから言うように、制限

してね、女性と老人しかいかんということを制限

して使ってるわけじゃないけども、そういう思い

からするならば、自由に使ってもらえばいいけど

も、老人や女性については、この際、使用料を免

除してね、無料でお使いくださいと、長いこと御

苦労さまでしたと。女性の皆さんは、これからも

地域社会でしっかり頑張っていってくださいと、

無料で結構ですといって開放するということをお

考えにならないのかということを聞いておるわけ

ですよ。全然答えてもらってないじゃないですか。

自由に広く使ってもらいたいと、そういうことお

っしゃってるだけで、無料で開放する決意を思い

がありませんかということを聞いとるんです。も

う一遍お答えください。 

○教育長 

 婦人研修审、あるいは老人研修审にはそういう

方を無料ということでありますけども、中央公民

館全体を考えていきますと、いろんな部屋がある

わけであります。そこの部屋だけは無料ですけど

も、こちらはお金を取りますということはなかな

か難しいところもあります。したがいまして、全

館同じような形でいきたいと、そんなふうに思っ

ております。 

○高橋委員 

 わかりました。全くその思いはないということ

を間接的にやわらかくおっしゃったけども、間接

的に拒否されたというふうに思います。 

 市教委の教育長がそういうことですから何をか

いわんやですが、市長、それは私、教育委員会尊

重しとるからね、いろいろ教育長の意見聞いてみ

とるけども、どうもかみ合わないなと、時代の流

れや庶民の目線とは。こんなことでいいのかとい

う思いなんですよ。市長は、文化に造詣が深いの

かどうか私、知らんけども、しかし、尐なくとも

市民の意見はもう尐しあなたの耳に入っていると

いうぐあいに思うんですよ。そういう声や意見に

沿うていこうという思いは、市長お持ちになりま

せんか。どうですか。 

○本多市長 

 今回のリニューアルに当たっては、私も地域婦

人会の皆さん方もですね、いろんなご相談を受け

ました。もともとは、これからは特に高齢化に向

けての高齢者、あるいは高齢化に向けての女性の

役割と申しますかね、ボランティア的な存在でい

ろんなことをやっていただきたいなという気持ち

がありましたので、实を申し上げますと、私は無

料でいいというふうに考えておりましたけれども、

今、教育委員会の方から答弁ありましたように、

いわゆる貸し館という関係の中で、こういう中身

になってきたんだろうというふうに思いますけど

も、しかし、何かの手だてで高齢者や女性の方に

は何か市の政策や施策を担っていただきたいなと

いう気持ちがいまだに私、強く思っておりますの

で、料金取らない方向でやるべきことだとほんと

は思っております。現在もそう思っておりますの

で、私としては考えていきたいなということは思

っております。 
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○高橋委員 

 市長の答弁で、ちょっと私、溜飲が下がった思

いがいたします。 

 昔のように施設がほんとに尐数しかなくてね、

しかも公民館というのはハイカラな施設だと、同

時ね。この中央公民館ができたときに、どういう

ハイカラな施設かしらと思ったんですよね、私た

ちは。同時は駅前の市の公会堂しかなかったんで

すよ。だけど、ハイカラな立派なものができたな

と思っておりましたところ、文化会館もできる、

リリオコンサートホールもできるということでだ

っと広がって、そういう中で、中央公民館が本来

持っている社会教育の拠点としてその任務と役割

を果たしておこうと思ったら、今、市長が答弁さ

れたような無料化政策も含めてね、もっともっと

活用してもらう。せっかくつくったんだから、税

金で。使われずに閉鎖しておっても一日。それか

ら尐々料金もらってやっとっても一日。閉めとく

ならホテルと一緒ですがね。お実がなければ安い

料金でも入ってもらった方が徳と。しかもコスト

は税金ですから。そういう面で考えますと、私は

中央公民館がこれからこういう中で生きていく。

生涯都市宠言というこの大きな趣旨と大きな流れ

を踏まえながらいこうということになると、今、

私が申し上げた無料化方式をほんとに真剣に検討

していくべきにきているんじゃないか。 

 私は、教育委員会がちょっとおくれていると、

時代の流れからいうと。例えば刈谷市などはね、

地域に全部市民館つくっておるわけでしょう。こ

れは全部公費でつくりますよ。年に幾らかしらん

委託料も全部市が出しますよ。そこで館長格のそ

こで守りしてもらう方を公費で出して、そして使

ってもらってますがね。知立は残念ながら、まだ

地域公民館は字ごとの公民館は補助制度でやって

ますけど。だからそういう意味ではね、公民館は

低廉なお金、あるいは無料で開放していくという

のが流れだというふうに思っております。市長の

そういう御発言があったことはね、ちょっとお互

いに肝に銘じて教育委員会の今後の動向を見守り

たいというふうに思います。ぜひ検討していただ

きたいというふうに主張しておきたいと思います。 

 それで、そういう大きな流れを否定されて、今

回何をおやりになったかというと、面積の広がっ

た部屋については、それに合わせて料金を加算し

てもらおうじゃないかという話なんだわ。こうい

う話なんだわ、あなた方の提案というのは。そう

せんと整合性が合わんと。それは事務方の考える

ことであって、市民はそんなこと考えてないです

よ。 

 じゃあ、そこで具体的にお尋ねしますが、茶审

の話が出ましたね。茶审は37.67平方メートルが

51.73平方メートルに広がったと。だから広がっ

たにふさわしい1.37、32倍になったんですよ、こ

れは倍数を追いかけて４円で掛けていくと出てき

ます。こういう話なんだわ、提案は。 

 それで、本会議でも佐藤議員が述べたんですが、

石庭あるいは廊下、そして水屋、こういうものは

茶审の施設だと、セットになったというふうに理

解していますが、そうじゃないんですか。 

○生涯学習課長 

 確かにこの37平方メートルの中には、石庭とか

廊下は入っておりません。入っているのは水屋と

控审と茶审、その三つの部分で37.67平方メート

ルという数字になっております。 

○高橋委員 

 石庭と廊下を入れると51.73平方メートルにな

るんですか。ちょっと確認してください。 

○生涯学習課長 

 確かに廊下と石庭を入れますと51.73平方メー

トルになります。 

○高橋委員 

 だからね、それはあなたたちが認定してないだ

けのことで、石庭は茶审はつきものだと。茶审に

ついとるんでしょう、ながめながら、お茶を飲む

ために。廊下は水屋へ行くための専用道路みたい

なものじゃないですか。 

 確かに畳が敶いてあるこの部屋の中には石庭は

ないかもしれない。あるいは廊下はないかもしれ

ない。だけど、それは茶审という機能を担保する

ための共有のスペースではないんですか。そうで
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すよね。どう思われますか、ちょっと明らかにし

てください。 

○生涯学習課長 

 確かに茶审に入るところの廊下は、そこの専用

の通路だという認識はしております。 

○高橋委員 

 だから今までだって51.73平方メートルは茶审

のいわば専用のスペースだったということじゃな

いですか。 

○生涯学習課長 

 ただ、そのときの算定の当時の方が、部屋のみ

の算定ですべてします。ですから老人婦人研修审

に行く同じような通用口から廊下を渡って左の老

人婦人研修审へ行くところの通路も当然そこは料

金の算定には入っておりませんし、茶审に入ると

ころの通路もその当時から算定には入っておりま

せんので、そのようなところの数字で、ただ部屋

のみの算定基準が当時あったということだと思い

ます。 

○高橋委員 

 たまたまあなたたちが、そうやってやってきた

だけのことであって、面積が広がったから料金上

げたということを提案されるからね、いや、ほん

とにそうなのという議論しとるわけですよ。茶审

の機能を担保するために石庭と水屋の廊下は欠か

せないものですよ。だから、いわば専用的にそれ

は活用されていたと。そこのスペースを今度は改

良して、会議审の共有フロアにすると。そうする

と境界がはっきりしますよね。そこは全部隅々ま

で出たり入ったりができるような。だから面積が

ふえましたというわけでしょう。 

 だけど茶审と石庭は向こうへ現場へ行って隅々

まで踏む必要ないわけで、ながめるところに風情

があるわけだから、ながめている石庭は茶审の専

用口、水屋へ行く廊下も専らそのためにあるわけ

でありますからね。ロビーとは違いますから、中

央公民館の。そこの読みかえが当初は茶审のいわ

ば和审部分だけを認定した平米数で37平方メート

ルとやったけども、よう考えたらそれでは合わな

い51平方メートルなので上げさせてもらいたいと

いう。これはね、勝手に自分たちで茶审を転用し

といてですよ、ほかに。市議会も合意がなかった

ですよね。全会一致じゃなかった。何でこの程度

のことが全会一致にならんかと思うんですが、な

らんかいろいろ議論があった。茶审を壊した。こ

れはあなた方の勝手な都合で壊したんですよ。そ

れで会議审にした。ちょっと面積が広かったので

お金とちょうだいと、余分に。それはね、行政側

の何ともいえん開き直りともいえる論理であって、

住民には石庭も入れて勘定すれば、もともとカウ

ントの仕方がおかしかったんだ、そういう意味で

は、あんたたちの。その誤りをリニューアルとい

う行為で上乗せして料金を大変取っていこうなん

ていうそういうことは、さもしい話ですよ。事務

的整合性のためにこの料金上げていくなんてこと

は私、認められないですよ、そんなことは。面積

は変わらないでしょう。もう一遍お答えください

よ。 

 整合性があるんですか、料金上げるための。も

ともと茶审としていわば使われていたのは51.73

平方メートル。使用前、使用後もその面積に変わ

りないんだから上げる必要全くないじゃないです

か。 

○生涯学習課長 

 料金算定が入ってなくても同じ場所で使われて

いるならばということですけども、やはり当時の

考え方がありましたので、私はそれを考えて、今

の大会議审や講座审すべて４円で計算されており

ますし、よって、こちらの今度できる会議审も４

円という考え方で、やっぱり整合性、市民の公平

性だとか均衡性は保っていきたいというふうに考

えております。 

○高橋委員 

 そのレベルの議論は余りしたくないんだわね。

いってみれば、部屋の広さ、茶审をおたくたちの

事情で小会議审に転用されて、石庭は茶审ではな

いんだと、廊下は茶审ではないんだという理屈で、

前の畳面積よりもふえたんだから、ふえた分につ

いては平方メートル４円の換算で銭をくれという

話。くどいようだけどね。 
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 今、市民はね、そのレベルの議論を求めてない

し、そういうレベルでいいのかということですよ、

私言いたいのは。新規にこれからつくっていくと

きに、どういうコストで何を受け持ってもらうか

というのを真剣に議論するということは必要でし

ょうが、逆算してみたら他のフロアが４円で計算

されておるので、この際、全フロアで掛け合わせ

ないかんのだと。４円掛けると提案されてるよう

な金額になるので変えてくれという。 

 教育長ね、これも私、納得できない議論だと、

このレベルは。昔、茶审があり、そこを会議审に

転用したならば、それは同じ料金でいいじゃない

ですか。 

○教育長 

 今、課長が答弁させていただきましたけども、

前の茶审の料金の形は庭だとか廊下は入ってない

ので算定されておったと思います。それでそこが

今回算定されるということで、いわれるように、

機械的にやっとるのではないかということであり

ますけども、全館いろんな部屋があるわけであり

ます。そういうものの整合性、あるいは市民の方、

から、何でここは安くて、こちらが高いんだとい

うことがないように考え、全館を見て金額を設定

したと、そういうふうに認識をしております。 

○高橋委員 

 本多市長ね、茶审はいろいろありました。あり

ましたが、どうですか、今の議論聞いておられて。

石庭を今まで計算してなかったと、廊下も。だか

らそれは間違っておったんだと。本来石庭も入れ

て茶审の料金を決めるべきだったということをお

っしゃっとるわけですよ。だけどそれを落としと

ったんで、この際はっきりしたのでやりたいんだ

というレベルのお話なんだわね。教育委員会の社

会教育の最高幹部がおられる提案が、この程度の

提案でね、私、侮辱しとるわけじゃないけどもい

いのかなという思いなんですよ、冒頭に申し上げ

たようなことを含めて。 

 市長、あなたが提案されとる案件ですよね。ど

う思われますか。 

○本多市長 

 今回のリニューアルで茶审ということでなくて、

茶审を一度頭の中から外していただいて、今まで

の石庭だとかそういうものは、やっぱり見るのも

一つの利用だったかもしれませんけれども、やは

り見るということで实際に足を踏み入れて利用す

るという部分ではなかったというふうに思ってお

ります。 

 それと料金については、やっぱり一つの館とし

て整合性、教育長も生涯学習課長も答弁させてい

ただいたように、そういう整合性は持ってなきゃ

ならないのかなというふうに思っておりますけれ

ども、先ほどの議論があったように、そういう中

で利用の拡大、いろんなことを市の政策も含めて

担っていただくために高齢者や女性の方を今後は

無料にしていくべきだということで考え方を変え

させていただきたい、そんな思いでやっているわ

けでありますので、よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

 事務方からね、实は面積がちょっと合わないん

ですよと、これを会議审に取り込むと。４円で計

算しておったんだけども、４円ではちょっと合い

ませよというようなもし決済がきたときには、そ

ういうちまちましたことに神経使うなと。従来は

茶审でここをぽんと貸してきたじゃないかと、石

庭も含めて。だったらそこを会議审に間仕切るん

だったら、その卖価でやればよろしいと。むしろ

茶审にしとった方がコストがかかっとるんじゃな

いですか。茶器を初め。いや、いいんだと。それ

でいきなさいと。だれか細かい質問でほじってき

た人がおれば、おれがちゃんと対忚しておくんだ

というぐらいの大所高所の判断ができなかったら

ね、これは私は何をかいわんやという唇寂しとい

う議論だね、この話はということだけ厳しく申し

上げておきたいというふうに思うんですね。 

 それでね、じゃあコストの前提は何なのかと、

料金の前提は。どういうものを料金に徴収される

のかと。本会議では人件費、維持管理費、建物の

償却なんだとおっしゃいましたが、そういうこと

でよろしいですか。 

○生涯学習課長 
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 料金を算定する場合は、維持管理費ということ

の中には人件費と通常の維持管理、それから建物

の償却という考え方があります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 いやいや、ありますということだけども、今度

４円だと。さっきからひとり歩きしてる４円の議

論は全然してないんだけど、４円だとおっしゃる

けども、平米当たり。４円というのは人件費、維

持管理費、建設費の償却分と。これを日数と開館

時間で割り戻すと１日１時間１平米当たり４円に

なるんだとおっしゃってるでしょう。４円の根拠

は、先ほど言ったように、人件費、維持管理費、

建物の償却費ということでいいかどうか聞いてお

るわけです。 

○生涯学習課長 

 昭和53年にこの建物ができたときの値段が、大

会議审の場合ですけども、2,200円で算定されて

ます。これは当時５円から６円の中の中央公民館

全体みてきた場合そういう値段になってまして、

昭和57年に管理運営費の基礎を改定しております。

そのときは人件費、あと物件費関係、維持管理費

ですけども、そういった補助費等になります。そ

のときの平米卖価が１時間当たり6.7円と算定さ

れまして、それに受益者負担というような考え方

もあったかと思いますけども、50％を掛けて100

円未満を切り捨てたと、そういったものが昭和57

年に料金が改定されて、その後、平成元年に消費

税が２％上乗せをされまして、平成７年にはまた

料金の見直しがありまして、一律20％という形で

改定をされております。 

 そして平成９年に消費税の２％がまた上乗せを

されまして、現在の使用料である４円というのが、

平米当たり１時間当たりの４円というのが出てお

ります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 経過は私ども承知してないわけじゃないですけ

ども、建設費の減価償却、人件費これらもその今

の計算の中に入っとるということですか。 

○生涯学習課長 

 この当時は、減価償却費は入っておりません。

人件費は算定されておりました。 

○高橋委員 

 その当時はといって、何を根拠にしてみえるの

かさっぱりわからないということですよ。さっき

から整合性言われるけども。４円、４円が何なの

かということもはっきりもさせんでね、４円で統

一しないと広い部屋と狭い部屋で４円がかかって

おらなまずいじゃないかというのは教育長も市長

も言ってみえる。 

 その限りではそれは公平かもしれんけど、なぜ

４円なのかと。議論の大もとが明確じゃないじゃ

ないですか。本会議では部長は建設費の償却が入

るんだと。だったら今度リニューアルしたら上げ

なきゃいかんのじゃないですか。 

○生涯学習課長 

 特に今回の部分については、そのリニューアル

した工事費等は含めてはおりません。私が計算す

る人件費、それと維持管理費、償却というのは公

民館部分の建設費がありますので、それが8.16円

ぐらいになったんですけども、それの受益者負担

が50％という考え方がありましたので、これも４

円相当に当たるということで、現在もありました。

金額とほぼ変わりないということです。人件費と

いいますと、１人当たり799万7,000円というのが、

この知立市の平均的な金額になります。それと維

持管理費は3,300万円ぐらいこの公民館にかかる

と。年間建物ということでの償却で約４億円が当

時の建設費です。そして50年ということでありま

すと800万円ぐらいの１年間当たりの償却費が加

算されるだろうと。そして公民館の使用面積が

1,700平方メートルほどあります。それから開館

日数304日、１日開館時間が11時間ありますので、

そうしたものを計算していきますと8.19円という

形が出まして、受益者負担で考えますと4.1円と

いうような計算にもなりますので、ほぼ今ずっと

当時からの金額と合わせても、今の値段ともさほ

ど４円というのは算定には狂いがないだろうとい

うことで４円という形をとっています。 
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○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

午前11時02分休憩 

――――――――――――――― 

午前11時11分再開 

○川合委員長 

 それでは、休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 私、余り細かいことを申し上げるつもりはない

けども、この条例自身が細かいことに留意された

条例なんでね、あえて聞かせてもらっとるんだけ

ども、使用料に建設費を上乗せするなんてことは

すべきじゃありませんよ。使用料の建設費の減価

償却費を上乗せして料金で徴収するという考え方

は、私は邪道だと思いますね。正しくないと思い

ますよ。 

 確かにそこを使う人と使わない人がいるんだか

ら、使わない人の立場になったときに、使う人に

一定の場所を提供するということに対する給付に

対して反対給付を求めるということはあっていい

でしょう。だけどもそれは、いってみれば電気を

使うとか、空調を使うとか、あるいは職員が一生

懸命そこで何かやるということであれば、その職

員の人件費の一部だとかいうものをその料金に転

嫁するということはあり得るでしょうけども、み

んなが合意してつくった公民館であり、みんなが

合意してつくった文化会館なんだから、そこの巨

額の建設費についてカウントしてね、50％とか

30％とかいろいろ理屈をつけておられるようだけ

ども、建物の償却まで使用料で徴収すべきではな

いというのは私の意見です。 

 だからそういう点でいくと、当然今度のリニュ

ーアルをやったということを通じて料金を引き上

げるというようなことをすべきでないし、してお

られませんけどね。もしそんなことをしたら市民

が多分リニューアル必要なしということであれば、

おっしゃるんじゃないでしょうかね。 

 だからそういうことでいうと、このなるべく低

廉な料金で、自治体が火の車でね、にっちもさっ

ちもならんというならそれは建物の存在も含めて

検討せないかんわけですが、現在そういう状況で

もない。先ほど言ったような幾つかの施設が競合

しながら今、運営されてるという状況のもとであ

れば、なるべく料金を上げずに低廉な料金でうん

と利用してもらうというところに行政のウイング

を置くべきだというふうに先ほども主張した中身

なんだけども、改めて申し上げておきたいと思う

んですが、その辺どうですか。 

 建設費を乗せると、人件費を乗せると。人件費

だって昔、猿渡に正職員がいる時代があったやな

いですか。猿渡の公民館に係長職がおられた時期

があるでしょう。正職員がおった時期があるでし

ょう。中央公民館だってそうじゃないですか。正

規職員がもっともっとおった時期があるでしょう。

その時期と今日どうなんだということもそれは議

論になってきちゃうんだわね。そういう算定基準

を示されるとというふうに思うんでね、そこらあ

たりの見解を一遍聞かせてもらうということと、

このようなちまい値上げはすべきではないなとい

うことを思うので、建設費どうなんですか。 

○生涯学習課長 

 確かに言われるとおり、建設費を償却費に入れ

るべきではないとか、そういう御議論ですけども、

これは施設全体というか、この公民館だけに限っ

たことではないのかな。全体を見直し、公共施設

全部見直すときにはどういう考え方でやるかとい

うのはまた別の議論にはなると思いますけども、

今回算定した中には、そういった維持管理費のみ

の計算ではやった計算ではなかったです。 

 以上です。 

○高橋委員 

 言ってみえることに論理の矛盾があるように思

いますよ。もしほんとに建築費のコストならリニ

ューアルだって乗せてかないかんということにな

るじゃないですか。 

 だからもともと建物をつくるコストまで使用料

金に、これはもともと税金でやってる仕事なんだ

から、その税金で中央公民館つくろうじゃないか

と。いろいろあるけども、文化会館つくろうじゃ

ないかといってみんなが認知してつくってきたん
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だから、建物の建設費まで使用料金の上乗せして

やると。結果的に50％減免しとるからいいじゃな

いかということではないと思うんですね。 

 学校の体育館を目的外使用でママさんバレーに

提供しとるでしょう。あのときも体育館の建設費

を割り戻してやって料金決めてみえるのかという

ふうに思いませんよね。夜使う場合には電気も使

われるんで、そんなに高くしてはいかんので、電

気の使い賃の一部ぐらいは出してもらうじゃない

かと。せっかくある夜間使わんわけだから大いに

使ってもらおうじゃないかというところが、公共

施設を利用していただく大原則だということは一

つ間違いないようにお願いしたいもんだというこ

とは改めて申し上げておきます。 

 例えば２階の円卓、これは1.5倍になりますよ、

広さがね。和审はちょっと違うでしょうね。だか

ら料金変えますということだけど、あの円卓を使

っている人たちからいうと、おれたちは、あの円

卓で十分なんだと。何で市が勝手に公民館の倉庫

まで取り込んで、あの図書审の倉庫まで取り込ん

で広くしてくれたんだと。中会議审の名前もね。

料金も上がりますよ。そんな余分なことしてくれ

んでもいいと。おれたちは円卓で十分なんだと。

円卓を変えると相談もなかったし、お話もなかっ

たと、こういう意見もあるわけですが、この意見

にどう答えられますか。 

○生涯学習課長 

 確かに円卓の会議审はなくなっておりますけど

も、それが61平方メートルほどでした。今度茶审

が小会議审ということで22ほど入れる会議审とい

うふうになります。これまで円卓会議审740円の

料金で16名でありましたけども、今度この小会議

审24名まで入れる会議审で620円という金額で使

用できるようになりましたので、円卓を使われて

いた方々は、こちらの小会議审でも十分にこの値

段でやっていただけるというふうには思っており

ます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 それは利用者団体とよく御相談された上での話

ですか。あなたがそうやって行政ひとり歩きで 

理屈をつけてみえるけども、もうちょっと私はね、

利用者団体とどういうレイアウトにするのか、そ

ういう代替措置の部屋ができているのかどうかい

うことも十分議論された上でね、部屋のレイアウ

トも考え、また使用料金も打っていかないと、そ

れは利用者のさっき言った教育団体も含めて今ず

っと恒常的に使われとるわけだから、そういう人

たちの意見も聞かれないといけないよということ

は申し上げておきたいと思います。 

 １時間１平米当たり４円という計算だというこ

とですが、私、ちょっとそういう意味を前に出さ

れていろいろ説明していらっしゃるので聞きたい

んですが、例えばね小会議审あるいは中会議审で

も結構ですが、１時から５時までの４時間、それ

から17時半から21時半までの４時間、同じ４時間

ですよね。何で同じ４時間であるのか、820円と

1,030円、あるいは1,480円と1,850円と夜間の方

が高くなるんですか。 

○生涯学習課長 

 この料金が当時算定されたときに夜間料金とい

うのが1.25倍というふうに設定されておりました。

機械的で申しわけございませんけども、そういっ

た値段の方法は当時から使われていたやり方で、

料金が今のほかの部屋でも使われておりますので、

この1.25倍というのを今回の小会議审も中会議审

も使わさせていただいたわけでございます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 だから平米時間４円だと。だから部屋が広かっ

たからやるんだと、こうおっしゃるなら昼間の４

時間と夜の４時間は同じ値段でいいんじゃないで

すか。生涯学習課長、こういう提案されるから私

は逆に聞きたい。何で1.25夜間の方が高くせんな

んですか。1.25高くする根拠は何だったんですか、

昔の。 

○生涯学習課長 

 その当時の1.25倍した根拠というのが、私も今

ここではお答えすることは、ちょっとできません。

申しわけありません。 
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○高橋委員 

 細かい話をしてるんですよ、私は。夜と昼は電

気昼もつけてるとかな、もちろんあるでしょうけ

ども、そういう原則的なことをあなたは言われる

から私もちょっと原則論で返してるだけの話でね、

平米時間当たり４円というのなら同じ４時間なら

同一金額でいいじゃないのかと。午前中の３時間

はちゃんと３時間で出てろうがねいうことは非常

に逆説的にそういうふうに思いますし、この機会

に言っとかなきゃいかんなというふうに思います。

これ、ちょっと説明できる人みえたらお願いしま

す。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

午前11時23分休憩 

――――――――――――――― 

午前11時25分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育部長 

 大変申しわけございませんけれども、私どもこ

の中央公民館ができたころの算定基準というもの

は持っておりますが、ここで夜間利用は1.25倍と

いうふうにうたわれておりまして、これが何でか

という理由までは、ちょっと推測の部分しかない

と思いますので、この理由がわかりません。 

 以上でございます。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第66号について挙手により採決します。 

 議案第66号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第66号 知立

市公民館条例の一部を改正する条例の件は、原案

のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第68号 知立市文化会館の指定管理者の指

定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○嶋﨑委員 

 68号について尐しお聞きしたいと思います。 

 資料として９月19日付で知立市文化会館知立芸

術創造協会の収支決算書をいただいたわけですけ

ども、この取り扱いの金額を見ますと膨大な金額

だと判断します。また、今現存の文化会館の在存

価格というのは、かなりの価値観があると思いま

す。そういう点について、この指定管理者になり

得るには協会の資本金、または形態等を変えたも

のが必要ではないかと思いますけども、今回参考

資料として載っておりませんので、その点をお話

をいただきたいと思います。 

○生涯学習課長 

 議案として出ささしていただいておりますけど

も、こういった資料すべて文化会館のみではなく

て五つ指定管理者をやっておりますけども、この

五つの施設すべてに対してそういった資料という

考え方でよろしいでしょうか。 

○嶋﨑委員 

 じゃあ、指定管理者になり得るだけの基礎基準

というものは、当然ここに出てくる以上はクリア

してると思いますけども、指定管理者を置くため

に最小限必要なものは何かを教えてください。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

午前11時29分休憩 

――――――――――――――― 

午前11時30分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○生涯学習課長 

 指定管理者になる基準といたしましては、経費
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の削減を図れること、それから、市民サービスの

向上に努めれることを基準として、そういった施

設があるかどうかということで算定をしたと思い

ます。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 回りくどい聞き方しました。实際に68号を議案

として出される以上は、もう尐し親切な提案がさ

れてるべきだと思うんです。我々この紙切れ一枚

で判断せよといわれても判断のしようがないわけ

です。そういう点、当局の方どのようにお考えで

しょうか。 

○生涯学習課長 

 自治法によりまして244条の２第６項の規定が

ありまして、それに基づいて市長が提案するとい

うふうになっておりますので、この内容で今回初

めてでしょうが、こういった提案をさせていただ

きました。 

 以上です。 

○村上委員 

 今、嶋﨑委員からも御質問ございました指定管

理者に対する定義という部分がございました。そ

もそも指定管理者につきましては、民間活力の導

入ということで、このときにもともと民間活力の

導入そのものは1980年代ということでイギリスが

スタートしたわけなんですが、サッチャー政権の

もとで首相を率いて世界に流れとなったと。 

 その後、日本では中曽根首相がその民営化とい

うことでいろいろ取り組んで、ＮＴＴだとかＪＲ

だとか、そういった取り組みをやってきたという

流れの中で、ここ近年に対しましてはプライベー

トファイナンスだとか、それから市場化テストさ

らに指定管理者ということでいろいろ言われるよ

うになりまして、本市につきましても、平成17年

の９月に条例化されてきましたよね。12月に５施

設の指定があったと。平成18年の４月から施行さ

れたということなんですが、今回この条例の中で

は、市営駐車場の件もございましたが、先回本会

議の中で。これは文化会館につきましては３年を

５年で指定をし直すということなんですが、先ほ

ど質問者の答弁の中に、これは指定管理者制度民

間活力の導入ということにつきましては、経費の

削減、民間のノウハウを活用して市民サービスの

向上、さらには行政改革ということがございまし

たよね。３年から５年にして、その３年間の中で、

今決算の中でも出てきておりますこの１年間、平

成19年度の１年間ということは年間丸々そういう

ことができたと思うんですよね。その評価に基づ

いて恐らくこの指定管理という部分については新

たに指定し直したというところがあるんですが、

その１年間の決算というのかね、恐らくそれを見

て３年を５年にしたんですが、その３年を５年に

する、なぜ成果が出たのか。メリットはどういう

メリットがあったのかというところを具体的にわ

かりやすく説明していただきたいと思います。よ

ろしくお願いします。 

○生涯学習課長 

 ３年間の成果というものでございますけども、

確かに私どもが市から払う指定管理料というのが

下がっております。その中には、歳出の方で委託

料等の見直し、電気料の見直し等々がございます。

そうしたものと歳出の面での歳出削減の努力とで

すね、歳入におきましては、自主財源を確保する

ために事業をして皆さんが来ていただくようなこ

とでチケット販売の増につながるような努力をさ

れておるというふうになりまして、３年間でそう

いった削減と収入の増の努力をしとるというふう

に思っております。 

 以上です。 

○村上委員 

 今、数字なしにして作品ができたとよという話

をされました。それで、この項目では本来は決算

のところで言うべきかもわかりませんが、文化振

興費ということで全体ですね、この文化会館だけ

じゃなくて3.4の伸びがあると。文化会館のその

指定管理料という部分については、これは運営に

関して２億5,100万円というふうになっておるん

ですが、指定管理を導入する前と導入した後、ど

のぐらいのパーセントで削減ができておるのか、

数字って出てますよね、恐らく。出とるからその
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３年を５年にしても安心だよと、この芸術文化何

とか協会というのをということなんですよね。だ

からそこできっちりとした成果が、例えばコスト

削減がどんだけできた。多分電気を消すというこ

とは削減だと思ってないですよね。だって市民サ

ービスが低下しとるわけですから。これは指定管

理者制度というのは、経費を削減しつつ、さらに

市民サービスの向上、より明るい施設を持っても

らうわけでしょう。ということは電気消すという

ことは、これはもう行政改革の何でもないよね。

ただ暗い文化会館をつくっただけということにな

りますので、そういうところはどういうふうにな

ったのかなと。 

 先ほど電気の削減をしたよという話が出ました

けど、そうじゃなくて、ほんとに具体的にどんな

ことがあった。これを数字、利用率や何かを見て

もね、例えば、かきつばたホール、花しょうぶ、

ギャラリーという部分について、全体で70％でや

ると、こういう施設という部分については、恐ら

く官と収益が出る分岐点という部分については大

体70％。下の数字は70％か九十何％で押さえてお

りますように、日数と、それからどのぐらい空い

てるかと。 

 でも、この１番メーンのかきつばたホールだと

か花しょうぶホール、この辺のところが50％もし

くは44％いう部分でね、先ほどチケット売っただ

とか何々したとかいう部分ありますが、その辺、

今後どういうふうな取り組みを指定管理者の人た

ちに、恐らく会合があると思いますが、そういっ

たところで何を取り組んでいってもらうのか。こ

のままでは税金をそこにどんどん投入するばかり

なのかなという感じはするんですが、決してそこ

でもうけていただく、当然公の施設ということで

すから、そこでもうけてもらうということじゃな

くて、やはりそこでは改善をして、先ほどの指定

管理の条件をどういうふうに満たしていくかとい

うことを指定管理者のトップにきちっと伝えてい

くというのが大事なのかなということで、今、質

問させていただいたんですが、その辺のところを

もう一度お答え願いたいなと。 

○生涯学習課長 

 確かに具体的な数字は私も持っておりませんけ

ど、指定管理者の役員や職員、非常に営業意識の

改革だとかサービス意識を持っておられます。そ

うした中で、やっぱり数字があらわれておるとい

うふうに思っております。そして知立市のシンボ

ル的な建物ですから、文化会館などのような位置

づけでされていかなければならないかというのは、

先ほど中央公民館との中での話が出ましたので、

そういったことを今後、創造協会の方と十分話し

合って、よりよいものにしていきたいというふう

には思っております。 

 以上です。 

○村上委員 

 先ほどからお話しとるんですが、やる気がある

よと、頑張っていただいておりますよと。そのお

言葉は何とでも言えるんですよね。やっぱり数値

的に指定管理にした以上はどうなったのかなと。

この施設そのものの民間ということでは、当然損

益分岐点というのがあるはずなんですよね。その

損益分岐点のところをどうクリアしていくかとい

う施策がないと、電気切っただとか水をとめちゃ

っただとか、そういうことは行革じゃないと思う

んですよ。やっぱりそれをやりつつどうするかと

いうことを考えないと。 

 だから余り言いたないんですが、その44％、

50％貸し館事業ということでね、じゃあ、そのす

き間をどう埋めていくかというところが一番の問

題じゃないのかなというふうに思うんですね。だ

からそこをどういうふうにお話されとるのか。半

分空いてるんですよね。かきつばたホールだとか

そういうところはね。一日の全体の時間からきて、

午前、午後、夜となっとるんですよ、これ恐らく。

だからその半分が空いてるんですよね。日にちは

詰まっておる。午前中やっとるからこれどうのこ

うのじゃなくて。だからその区分の中で、半分空

いちゃてるんだから44％ですよ。その辺のところ

をどう活用していくかというのが指定管理を受け

たところ。市営駐車場、民間がやっとるんでしょ

う。そのときに、どういうふうな利用率で利用率
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向上に上げていくかということによって利益が出

るわけですから、空けといたって一銭にもならへ

んですよね。掃除するだけですよね、恐らく。 

 だから、その辺のところをきちっと今後お話し

ていっていただきたいなというふうに思いますし、

これを試算が全然できてないなという、こういう

ところで担当課長任せじゃないですけど、その指

示をやはり部長がきちっと出さなければ、そうい

う話が今後進めていかない。このままでほんとに

ずっとこれを踏襲していくのかということになれ

ば、施設もどんどん古くなってきますし、逆にま

たそこにも投資していかないかんねと。投資する

部分についてはね、当然皆さんの払っていただい

た税金かもわかりません。せめてそこの日ごろの

運営に対してはね、改善というものがあって初め

てよき施設になっていくと思いますので、この辺

のところは今後しっかり詰めていっていただきた

いなと。恐らくこのままでいきますと、お答えな

しにしてずっと平行線でいっちゃいますよね、部

長。その辺のところを部長、ちょっと最後にお答

えしていただいて、質問３回目ですが閉じさせて

いただきますが、これ、１時間やっても２時間や

っても恐らく同じ答えの繰り返しになっちゃいま

すから、そこで何か決意的なものがあればこうし

ていきますよというものを部長の方から答弁して

いただいて閉めたいと思います。よろしくお願い

します。 

○教育部長 

 この件につきましては、事務方と向こうの事務

局と毎月一回意見交換が打ち合わせ会やっており

ます。 

 それから、指定管理者選定委員会でも御指摘が

ございました。文化会館事業の入場者数が尐ない

ものは今後努めろ。それから私的な会があるそう

ですので、そういうような会の増員もやっていっ

てはどうかというようなことでいろいろ伺ってお

りますので、そこら辺、刈谷市にも一つできると

いうことでございますので、創造協会もそのこと

は十分承知しておりますので、今後とも多くの方

が利用できるような方策を考えていきたいという

ことで検討しております。よろしくお願いいたし

ます。 

○高橋委員 

 68号なんですが、文化会館の使用料収入ですね、

本会議で紹介をしていただいたんですが、平成19

年度の料金収入が1,802万2,000円でしたか、平成

18年度が838万8,000円。この答弁をそのままいた

だきますと、１年間で1,000万円近く使用料金が

ふえていることになります。何でこういう数字に

なっているんですか。 

○生涯学習課長 

 文化会館のホールの申し込みというのは、１年

前からできます。その他の施設につきましては、

６カ月前から利用申し込みができることになって

ます。平成18年４月以降の利用については、平成

17年度で利用料を徴収しております。その平成17

年度の使用料徴収したものにつきましては、まだ

平成17年度というのは指定管理者になっておりま

せんでしたので、知立市がその平成18年度の本来

使うべき日のものを平成17年度歳入として歳入を

しております。ですから、平成18年度の収入の部

分につきましては、平成19年度の歳入が上がって

くるというような形で会計方式というんですかね、

市が平成17年度から直でやっとったけども、平成

18年度になったときは平成18年度で受けた申し込

みについては、平成19年度の収入に上げなさいと

いう会計処理をしておりますので、平成17年度の

歳入部分については平成18年度には計上されてな

いと。指定管理者になってからは、平成18年度に

受けた歳入については、平成19年度のところの实

際のやる日の収入にあげろということになります

ので、そこの部分の違いが出てきました。 

 以上です。 

○高橋委員 

 大事なことを説明せないかんだわ。指定管理者

以前の、要するに直営のときに市が使う場合は銭

は払っとったんですか。指定管理者になって市が

使う場合はどうなるのかということでしょう。そ

の違いじゃないの。今は市が何か市主催のイベン

トをやる場合には、指定管理者なんでお金出しま
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すよね。従来直営のころはどうだったんですか。 

○生涯学習課長 

 全体の今、市だけの話ではなくて、全体の収入

の説明ですけども、平成18年度指定管理者という

のがあります。平成18年度を使用しようとする場

合に、先ほど言いましたように１年前からとか半

年前から使用ができますので、どの事業者も平成

17年度中にお金の支払いはいたします。それで市

の方は、そこの平成17年度の歳入という形で入れ

ております。今度、平成18年度になりますと、指

定管理者になりましたので、指定管理者は平成18

年度に向けた歳入の中で、平成19年度分というの

があるわけですけども、平成19年度の事業の分も

受けておりますので、その分については計上はさ

れないと。その分は平成18年度に受けたけども、

平成19年度の事業ということですので平成19年度

にもっていったという考え方なんですけども、そ

うしますと、そこで800万円と1,800万円の違いが

出てきたと。今度は平成17年度に市へ入れるべき

ものを、これが約600万円ぐらいありましたけど

も、それは平成18年度の指定管理者の歳入には入

れてないということになります。 

○高橋委員 

 市が使う場合は、直営のときでも指定管理者に

なっても使用料払っていたと。まずそこが一つは

っきりさえてもらわないかんね、私が聞いてるの

は。市が例えば使うでしょう、かきつばたホール

を。指定管理者の前は、あるいは指定管理後は市

は料金を払っていたのかどうかということが一つ

あるんですね。 

 それから、もう一つは、直営のときは入った年

度で処理しとったと。直営のときは翌年度使うと

いう形で当年度入った収入は当年度収入にしてい

たと。ところが、指定管理者ということになって

からは实際に使用する年度をもって収入にしたと。

その違いが出とるということでしょう。そこでだ

から二つあると思うんだわ。市の歳入はどうなっ

とるんですか。市が使用する場合の使用料の支払

い方というのは。 

○生涯学習課長 

 市が使用する場合は、平成18年度までは無料で

やっておりましたけども、平成19年度からは指定

管理者すべて有料という形ですので、市が使う場

合は使用料を払っております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 だから838万8,000円だったものが1,802万円に

なったと、部長そう本会議で報告されたんだよね。

1,000万円近く収入がふえたのかと、そういう錯

覚を期待されたのかどうかしらんけども、指定管

理者になって1,000万円もふえたのかと、収入が

と、こういうふうに私たち思ったわけですよ。何

のことはない。直のときは当年度、指定管理のと

きは使用年度というふうに収入の区分を変えたと

いうこと。それから、市が直接借りる場合は、今

まで無料だったものを有料で出すようになったと

いうことですね。比べ方が違うわけだから8,000

万円が800万円が1,800万円になったということで

言ってもらっちゃ困りますよね。だから厳密に言

うとどうなったんですか、使用料の変化というの

は。指定管理者前の直営のときの使用料収入と指

定管理者になってからの使用料収入というのは、

どんなふうな変化が生まれているのかということ

はいかがですか。 

○生涯学習課長 

 先ほど言いましたように、平成17年度に入った

市の歳入が約600万円ほどありました。それで先

ほど言った平成18年度約830万円ほどの使用収入

ですので、それを足しますと1,430万円ほど。そ

して指定管理者の本来の数字で平成19年度1,800

万円ほどになっておりますので、施設使用料とし

ては200万円ぐらい上がったかなというふうには

思っております。 

○高橋委員 

 使用料として、要するに指定管理者になって成

績上がった、成績上がったとおっしゃるんだよね。

それは上がっとることは上がっとることはきちっ

と認識すればいいけども、今初めて数字として明

らかになったと思うんです。 

 つまり、チケットを販売したり、いろんなこと
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で収益を上げるということも大事なんだけども、

会館をどれだけ使ってもらうのか、会館全体をい

かに有効的に使ってもらえるのかということが問

題なわけで、指定管理者になってから200万円程

度会館収入がふえたというのが統一見解いいです

か。200万円ふえたと。 

○生涯学習課長 

 そのように計算はされます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 ちょっとその辺の数字もね、指定管理者になっ

てからどういうふうに変化したのかということは、

もうちょっとリアリティのある報告があっていい

んじゃないですか。あなたは今、机上計算されて、

やりとりの中で200万円ぐらいやと。つまり、さ

っきから出ておるように、指定管理者になってい

かに施設が有効的に使われたのかと。また、その

知恵を努力はどうされてきたのかということをお

互いにいいものはいいものとして評価していかな

あかんわけでしょう。だから、もうちょっとリア

リティのある数字を指定管理者になって会館使用

料が幾ら幾らふえたんだと。そしたら、どういう

分野でふえたのかいうことについて分析的な検討

があってもしかるべきだと思うんですが、どうで

すか、そのあたりは。もうちょっと答弁してもら

いながら、きちっとしたもので出せないの、そう

いうのは。 

○生涯学習課長 

 平成18年度と平成19年度の比較した正味表とい

う文化会館は通常の市の一般会計とは違う会計方

式を使っておりますけども、そういった正味表と

いうのがありますので、平成18年度と平成19年度

を比べたものは出せます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 それはそれで一つ出していただいて、200万円

アップしたとおっしゃるけども、どういう努力が

どういう形で实を結んだのかということは分析は

どうですか。してない。結果的にそうなったんだ

と。そうならん場合もあり得るよということなん

でしょうかね。 

○生涯学習課長 

 平成18年度と平成19年度の自主事業という形で

数字が出ておりまして、平成18年度は19事業７講

座、それから平成19年度におきましては27事業８

講座を实施しておりまして、そういったものの成

果が出ておるのかなというふうには思っておりま

すけども。 

○高橋委員 

 それはそれで一遍資料は出してくださいね。 

 それでこの指定管理料を決められます。平成19

年度の指定管理料の協定額は２億5,111万4,000円

ですね。会館収入は市が取り上げるではなくて、

そのまま受託団体に歳入されるということになり

ますね。そうすると、一生懸命会館を使ってもら

って会館収入がふえればね、指定管理料を減尐さ

せて帳じりを合わせるという作業をやるわけです

か。平成20年度の当初予算では２億4,600万円、

２億5,000万円が２億4,600万円で1,000万円強減

尐してますよね。予算で見る限り。この2,500万

円がなぜ設定されてくるのか。あるいは使用料の

増大が指定管理料の減尐という形で契約をしてる

のかどうか、その辺の経過を踏まえて御説明いた

だきたいんです。 

○生涯学習課長 

 文化会館の収支というのは、歳入、事業活動の

収支のことということと、歳出におきましては事

業活動の支出というのがあります。歳出の方で自

主事業の支出がどのぐらいになるんだと。そして、

関連支出がどれぐらいに今年度はなるんだろうと

いうことを歳出の方は出ますので、そして、今度

収入の方では会員の収入、そして受託収入、そし

て補助金等の収入、自主事業はどのぐらい見込め

るんだということを差し引いて最終的に文化会館

の指定料収入が決まってくるというふうになって

おります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 さっき中央公民館で議論しましたけどね、中央

公民館の利用拡大にどうしていくんだと。生涯学
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習課長も一生懸命やってみえるんでね、それは頑

張ってほしいんだけども、なかなか苦慮されとる

わけでしょう、中央公民館の利用拡大するのに。

同じことですがね、文化会館も。指定管理者だか

ら、さあやれ、はえば立て、立てば歩めと、さあ

あさあと。中央公民館の方はどうだというたら、

いや、なかなか困難なのでいろいろ検討させても

らいたいと。このコントラストがあるんだわね。 

 だから私は、指定管理者というものが文化会館

に今ふさわしい形態でさらに発展していくことは

望むけども、さっきおっしゃったように、経費削

減ができるかどうか。市民サービスが拡大できる

かどうか。経費も減らし、サービスはふやせとい

うわけでしょう。公民館どうなのと私は聞きたい

ぐらいだがね。人にはそうやって、はえば立て、

立てば歩めというてやっといて、自分とこはどう

だといえばね、遅々として進みませんと。こうい

うコントラストからいうとね、それはもっと大き

な意味で、広い目で見てあげんといかんですよ、

文化会館の指定管理者というのはね。コスト主義

でやれといってね、それだけではやれんわけでし

ょう。その辺どう思われますか。自分ところの中

央公民館との関係で。 

○生涯学習課長 

 文化会館も収益性とか効率性だけを求めて事業

を進めていくことじゃなくて、地域の方々が、ほ

んとに利用していただいて、やっぱりその税金を

払った分だけに見合った建物だとなればいいのか

なというふうには思っておりますけども。 

 以上です。 

○川合委員長 

 ここで午後１時まで休憩いたします。 

午前11時59分休憩 

――――――――――――――― 

午後０時58分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 文化会館の指定管理者の選定についての議案で

すが、先ほど指定管理者になる得る、たり得る団

体の条件として２点言われましたね。一つは、経

費削減が図れるかどうか、いま一つは、市民サー

ビスが図れるかどうか、ここを基準に団体の選定

をしていくんだと。随意契約で芸術創造協会に今、

指定管理してるわけですね。 

 私、経費節減も市民サービスも大事な視点なん

ですが、文化会館というのは80億円かけてつくっ

たんですと。建物60億円、用地20億円と。この会

館が運営されていく過程でね、経費の節減も市民

サービスも大事なポイントなんですが、その視点

だけではまずいんじゃないかと。 

 つまり、知立にあの会館ができて、そのことを

通じて自主事業、あるいは興行、いろんな取り組

みがあるでしょうけども、知立の文化会館で文化

や芸術、音楽、いろんなジャンルを接する機会が

あって、とても感動したんだと、市民としてね。

あんな大きなどんがらつくってむだ遣いだと思っ

ていたけども、さすがすばらしかったと。要する

に、文化会館というのは、そういうものでなけれ

ばならんと思います、私は。あの近くでね、名古

屋まで行かずにあそこで見た演劇、それは興行ね、

自主事業何でもいいけども、すばらしかったと、

感動しましたという市民をどれだけ広げるかとい

うことがね、ここの私は主要な任務だと思います

よ。その点が論じられずに経費とサービスと、そ

れはにこにこ笑って対忚していただいたとか、電

話の取りがいいだとか、職員がスピーディに動く

だとか、それはそういうことも大事なんだけども、

それも目配りをしなければいかんけども、最大の

ポイントは、そういう感動を文化会館という場所

を通じて市民に提供できるのか、これは最大のサ

ービスだというふうに理解してるんですけども、

その視点は指定管理者を選定する重要な視点だと

思うんだけども、いかがですか。どんなふうにお

感じでしょうか。 

○生涯学習課長 

 確かに言われますように、自主事業の中で、ど

んな今度は事業をやってくるんだと。今、知立で

すと文楽とかからくり、そういったものもこの自

主事業の中に入れまして、文化庁の方からもそう
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いった事業を大いにやってほしいということで補

助金もいただきながらやっております。ですから

そういった地域の特性の合った事業と、それから

皆さんが感動するような事業を進めていくという

ことが一番大事だというふうに思っております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 だからそれは結果的にね、会館使用料が水揚げ

されてくる、上がってくるということとつながっ

ていくんですけども、問題は、さあ昨年度の比べ

て削減率が幾つなのかどうなのか、こういう視点

だけで私は議論するのはいかがなものかと。もち

ろんお金を使えばいいというふうに主張してるわ

けじゃありませんよ。幾ら経費節減したって、感

動を与えないような文化会館だったらね、これは

無用の長物になって、何だこのむだ遣いはと、こ

うなるじゃないですか。 

 しかし、最初はむだ遣いだと思っておったけど

も、行ってみてね、自主事業のこういうものに参

加したらすばらしい企画だったと、感動したんだ

という市民にその感動をどれだけ与えるのかと。

そのためにはスタッフが要る、企画力が要る、舞

台や照明の専門家も要る、そのために一定の金も

要るということですから、その辺の考え方がね、

先ほどおっしゃった二つの前提条件とは違うんじ

ゃないのかなと。だから指定管理者を選ぶときに、

その視点がないと結局市民の文化や伝道の宝庫に

はならないというふうに思うんですが、さっきお

っしゃった経費節減と市民サービスというだけで

はちょっと問題じゃないですか。文化会館にふさ

わしい必要な要因というのをもうちょっとはっき

りさせて、芸術創造協会でいいわね、生み出して

きたようだし、館長含めて生み出してきた協会で

すから、これを育てていくという視点で立脚して

事を進める必要があるというふうに思うんですが、

教育長どうですか。 

○教育長 

 やはり観点として経費の削減、これも指定管理

者そのものについては経費の削減と市民サービス

の向上ということが言われておったわけでありま

すけども、やはり知立市の文化、あるいは芸術の

拠点ということで、ぜひそういう機能を果たして

いるかということはとても重要な視点であると思

います。 

 現在もあそこでは中学校３年生の古典を鑑賞す

るものもやっていただいておりますし、すばらし

い場所で小・中の音楽会、あるいは作品展等も全

館を活用して小・中学生の全員の作品も展示する

ことができます。そういった事業、あるいは文化

会館で行っております名古屋でやるようなものも

やっております。そういうものを直接市民が触れ

るということは、とてもすばらしいことであると、

そんなふうに思っております。 

 そういう視点がないということはないと思いま

す。今言われた指定管理者の利点、これは当然で

ありますけども、当然、文化会館は文化会館の拠

点と、この機能はとても大切なものだと思ってお

ります。 

○高橋委員 

 私も文化会館は時々いろんな芸術を吸収できる

場としてお邪魔することがあるし、特に女性の皆

さんは、非常に積極的に会館を行かれて、次何を

見るんだといって張って楽しみにしてみえる。う

ちの女房なんかよく行くんですよね。そういうア

プローチと指定管理者の選定ということが、もっ

と前へ出てこないといけない。ただ経費節減だけ

でどうのこうのという、それはさっきお答えはい

ただいとるんだけども、そういう視点をもっと事

務局、事務方も前へ出して、しっかりＰＲもして

いただきたいし、いい文化のはぐくむ施設として

頑張っていただきたいなと、こんなふうに思いま

すので、ぜひ心にとめて、指定管理者の必要条件

とは何かと言われたときに、その部分もきちっと

対忚するような内容に高めていっていただきたい

というふうに思いますので、改めて答弁を求めて

おきたい。 

○生涯学習課長 

 これからの事業に対しまして、今言われた委員

の心に命じまして事業を進めていきたいというふ

うに思っております。 



- 24 - 

   

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第68号について挙手により採決します。 

 議案第68号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、議案第68号 知立

市文化会館の指定管理者の指定についての件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 議案第69号 平成20年度知立市一般会計補正予

算（第２号）の件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○嶋﨑委員 

 補正予算の19ページの委託料の新公会計システ

ム導入委託料、この新公会計というのはいかがな

ものかお教えいただきたいと思います。 

○総務課長 

 この新公会計について尐し説明をさせていただ

きます。 

 まず、総務省より平成18年の５月に新地方公会

計制度研究報告書というのが公表されました。そ

の中で、この今回の目的でございますが、資産、

債務管理、費用管理、財務情報のわかりやすい開

示、政策評価、予算編成、決算分析との関係づけ、

あと、地方議会における予算決算審議での利用と

いう形での目標として掲げられました。 

 そして今回、大きく変わるものとしまして、企

業会計と同様に発生主義、複式簿記の考え方を導

入しまして、貸借対照表、行政コスト計算書、資

金収支計算書、純資産変動計算書の４表を整備す

ることといたしまして、各地方公共団体にそれが

通知されまして、人口３万人以上の都市につきま

しては３年をめどにこの４表を整備して公表しな

さいという形で開示しなさいという指示がありま

した。 

 そこでもって今回こういった予算をつけさせて

もらうわけでございますが、特に今回は、初めて

の開示の貸借対照表等を作成するに当たりまして、

現在の資産、知立市の持っておる資産をすべてリ

ストアップいたしまして、公正価値に評価しなけ

ればならないということにつきましての業者への

委託料ということになっております。ちょっと専

門的な言葉ばかり並べまして非常にわかりにくい

ところもございますが、この今回の内容といたし

ましては以上でございます。 

○嶋﨑委員 

 このシステムを導入することによって、多分メ

リットがあろうと思うんですけれども、このメリ

ットはどういうところなのか、ちょっと教えてい

ただきたいと思います。 

○総務課長 

 メリットといいますか、今現在、卖年度におい

て予算、また決算という形で市の会計につきまし

てはそういう形で報告をさせていただくわけでご

ざいますが、例えば資産につきますと、例を出し

ますと、知立市においての財産であります道路、

また橋、そういったものが今どれほどの価値があ

るものなのか、すべてそういったものを洗い出し

まして、市民の方にわかりやすく今、市の資産と

してはこれだけのものがありますよという形のも

のを細かく分類をして資産公表したいというもの

になります。 

○高橋委員 

 今、新公会計システムの導入ということで、決

算の指標に新しい手法が導入されたり、今は卖年

度早期予算主義であるところを発生主義、要する

にコスト主義ですよね。だから行政のコストはど

うなっておるのかという視点から地方の財務をあ

ぶり出していくというシステムの要請で、これは

結局より一層さっき出たように、コスト主義を地

方自治体の会計システムに、地方自治法や地財法
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で会計処理の仕方も決まってるんでね、しかし、

そういう指標を入れて財務の検討をさせるという

ことで、今日的にいうと総務省らしい地方自治体

のコスト主義を具体化するためのシステムをつく

れと、こういうことを要請されているという理解

でいいんですね。どうですか。 

○総務課長 

 高橋委員のおっしゃるとおりでございます。 

○高橋委員 

 それはそういうこととして、補正予算大きなも

のはないわけですけども、また本会議で若干議論

もされておるわけなんで、残ったところを尐し伺

いたいと思うんです。 

 歳入で17ページに地域国際化施策支援特別対策

事業助成金ということで50万円ここに載っており

ますが、歳出の方を見ますと、財源構成というこ

とでチャラになっておるわけですけども、この事

業内容、補助対象の事業というのはどういうもの

なんですか。 

○市民協働課長 

 地域国際化施策の支援特別対策事業ということ

でございます。50万円を歳入ということで計上を

させていただきました。 

 事業については、先日行わさせていただきまし

た、８月31日ですけれども、多文化共生のイベン

トの事業でございます。当初予算上では補助金申

請の期間が２月の申請でございましたので、当初

予算の申請上で歳入が組めませんでしたので、そ

のあと申請しまして交付の内定を受けましたので、

今回上げさせていただいたものでございます。 

○高橋委員 

 ブラジル移民100周年記念で当市が行った多文

化共生地域づくり事業の内容だと。これが事業内

容で、補助申請がおくれ、補助決定がおくれたの

で今回の財源構成で対忚すると、こういう理解で

いいんですね。 

○市民協働課長 

 はい、そういうことでございます。 

○高橋委員 

 次に、15ページに自衛官募集事務委託金４万

3,000円がありますが、これはなぜ補正されてい

るんでしょうか。 

○防災対策审長 

 これの委託金につきましては、当初予算での計

上漏れということで、今回補正であげさせていた

だきました。 

○高橋委員 

 計上漏れと。それで防災対策审が対忚しとるん

ですか、自衛官の募集事務というのは。 

○防災対策审長 

 現在は防災対策审で行っております。 

○高橋委員 

 歳出は18、19ページの水防管理団体連合会負担

金、これは本会議で私が聞いたやつね。ここの財

源構成の中で県支出金４万3,000円が入っている

と、こういうことですね、この予算書を見ると。

自営化募集の实態行為としては、どういうことを

やってみえるんですか。該当する予算というのは

あるんですか、歳出に。 

○防災対策审長 

 特に事業歳出費目としてはございません。一般

事務費の中で啓発物品等の購入ということでござ

います。 

○高橋委員 

 したがって、自衛官募集事務という歳出はない

という理解でいいですか。 

○防災対策审長 

 特にこれという事務事業はありません。 

○高橋委員 

 ということは、補助金があってもなくとも関係

ないということですか、やる行為は。 

○防災対策审長 

 自衛官募集に対する啓発を行うということで、

一般事務用品等の購入におきまして自衛官募集等

をＰＲしていくというものでございます。 

○高橋委員 

 しかし、それは委託事業としておやりになっと

るわけでしょう、自衛官募集事業というのは。だ

から委託金がなかったらやる必要ないじゃないで

すか。 
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○防災対策审長 

 委託契約は締結をしております。 

○高橋委員 

 委託契約、どういう委託契約してみえるんです

か。自衛官募集事務というのは私よくわからんけ

ど、何をおやりになっておるのでしょうか。 

○防災対策审長 

 一般的には市内に看板等で自衛官募集とかござ

いますね。それから市役所の中にも自衛官募集の

パンフレットを置いたりということをやっており

まして、その事務的経費を委託料という形の中で

委託契約しまして歳入に繰り入れとるというもの

であります。 

○高橋委員 

 しかし、計上漏れなんでね、委託金４万3,000

円がなくても、ごくごく普通にその事務をやっち

ゃうと、こういうことですか。今年度はストップ

されておるんですか、そういう委託事務は。当初

予算からこの９月補正予算で今４万3,000円出し

てみえるけども、当初からこの間は委託事務はし

ていないと、こういうことですか。 

○防災対策审長 

 委託事務そのものは行っておりますが、实際の

行為としては、まだ行っておりません。 

○高橋委員 

 だとしたら、この新しい歳出がなきゃいかんの

じゃないですか。つまり、この年中行事のように

委託契約をされておるということなんだけども、

自衛官募集事務というこれ委託行為だから、委託

費がついて初めてそれを受けて執行するという形

になるわけでしょう、行為としては。 

 だから今期の上半期については、したがって看

板張りに行ったり、パンフレット置いたりという

ようなことはしていないと。この補正予算が通過

してからやるということですか。そんなものはの

べんだらりとやっちゃっとるがや。たまたま計上

ミスだったと、こういうことですか。 

○防災対策审長 

 今年度の事業としては、あえてまだ行っておら

んわけですけども、募集のパンフレット等は私ど

もの事務の前のカウンターのところに前年のもの

と引き続きＰＲとして置かせていただいておると

いう形でございます。 

 歳出につきましては、防災費の中の一般消耗品

という中で支出等は行わせていただいております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 そうすると、パンフレットは自前でつくるんで

すか、送ってくるんですか。それから看板も自前

でつくるんですか、送ってくるんですか、現物が。

取りつけ行為だけは人件費を要して行うというこ

となのか、そのあたりはどうなっておるんですか。 

○防災対策审長 

 看板につきましては、今年度より一般の年度と

いってはなにかと思いますが、看板等の設置は行

っておりませんが、消耗品等で啓発物品という形

でＰＲさせていただいておるということでござい

ます。 

○高橋委員 

 看板はつけるわけではないと、今年度は。啓発

物品だと。例えばどんなことをやるんですか。 

 つまり、４万3,000円が一つの根拠になってね、

自衛官募集は当たり前なんだと、地方自治体がや

るのはねという考え方については問題があるんじ

ゃないかと。 

 つまり、今回のように予算化、委託金もないの

にそのパンレットだけ既に置かれてくるという行

為については、それはちょっと越権ではないのか

というぐあいに思うんですが、そう思われません

か。だって委託料入ってないんだもんで、当初予

算で。どう思われますか。 

○防災対策审長 

 年度を区切って今年度、例えば平成20年度の募

集ですよと、あるいは平成19年度の募集ですよと

いう区切ってパンフレット等も入れかえ等行って

おるわけじゃなくて、昨年の余りといってはなん

ですが、それが今現在はカウンターのところに置

いてあるという形でございます。 

 昨年度におきましては、看板等をつくって立て

たという経緯はありますが、今年度は一般事務費
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だけということでございます。 

○高橋委員 

 そうすると、自衛官募集事務の委託契約という

のはどうやってやってみえるんですか。１年ずつ

契約されておるのか、通年でざっとお互いに嫌だ

と言わん限りやりますとか、どういうふうな契約

になっとるんですか。 

○防災対策审長 

 この委託契約につきましては、募集事務地方公

共団体委託事務処理要綱というものがございまし

て、毎年幾らという形の経費が決められまして契

約してるということでございます。 

○高橋委員 

 毎年契約をしていると。毎年経費も決めて契約

すると。だとしたら、今年度上半期に去年の分で

あれ、おととしの分であれ、自衛官の啓発のパン

フを置くということは契約をしてないのに置いた

と、こういうことですか。 

○防災対策审長 

 委託契約としてまだ物品等購入してない中で、

前年度の分が置いてあるという形でございます。 

○高橋委員 

 何が言いたいかといいますと、この種の委託契

約が便々とごく当たり前のように、私たちは自衛

隊問題というのはいろいろ意見持ってます。そう

いう方々も多分みえるでしょう。憲法９条問題も

この論理の帰着としてはあるでしょう。だから国

論が必ずしも一つになっていない自治体事務です

よね。だからこういう問題については、日常茶飯

事、申し送りで当たり前というんじゃなくて、一

つ一つきちっとチェックを入れて、神経を使って

やるべきだと、この種の内容については。 

 今まで自衛官募集事務について余り言ってきま

せんでしたが、去年でしたか、何か重点的にスポ

ットでたくさんお金が出てね、このモデル地区で

契約するというようなこともありまして、これ、

佐藤議員やりました。うちの佐藤議員がやりまし

て、そういう点では、まだ今回補正計上されて、

平成20年度の委託契約はできていないというのに

去年のものが置いてあるということ自身は、厳密

にいうといかがなものかなと。 

 しかも今言ったデリケートな問題なので、やっ

とって当たり前だという地方自治体の職員の感覚

はどうなのかと。あなたたちは職員になるときは、

憲法遵守事項を宠誓するでしょう。現憲法を遵守

し、地方自治法憲法を遵守しってやるじゃないで

すか。そういう意味からいうと、何のために宠誓

しとるのかということでいえば、日本国憲法遵守

ということですから、この種の問題は憲法上、こ

こで憲法論をやるつもりは全くないけども、そう

いう問題だということだけは職員として腹に入れ

て事務を対忚するというふうにされるのが基本だ

ということをちょっと強調しておきたいと思うん

ですが、どう受けとめていただけますか。 

○防災対策审長 

 委員おっしゃるとおりかと思いますので、改め

ていきます。 

○高橋委員 

 ぜひその点は、ひとつ心にとめておいていただ

きたいなと思います。 

 観光費文化財費で八橋城跡土留工事費というの

があるんですが、八橋城というのはどういうもの

なんでしょうか。ちょっと歴史的な経緯を含めて

所見を伺いたいなと思いますが。八橋城について。 

○生涯学習課長 

 八橋の城下に葦香城というのがあります。 

 ちょっと休憩いただけますか。 

○川合委員長 

 答弁の途中ですが、しばらく休憩します。 

午後１時30分休憩 

――――――――――――――― 

午後１時30分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○生涯学習課長 

 八橋城の城下に明治の初年まで葦香城という地

名がありました。それで大正７年に名鉄三河線の

敶地の土取工事中に多くの一石五輪塔が出土し、

この付近に地名どおりのお城があったと確認され

たというふうに文献に書いてあります。 
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 以上でございます。 

○高橋委員 

 その城跡というのは残っとるというわけですか、

今。 

 その土留工事をやりたいということなんですが、

私もほんとに申しわけない、全く無知で聞いとる

わけですから、そう緊張されずに教えていただけ

ればいいんですが、これ土留して尐しは文化財と

して対忚できるようなそういう流れの中で補強し

ていこうと、こういうことなんですか。どういう

歴史的な価値のあるものなのか。そして土留をす

るということの意味合いについてね、今日的な、

どう理解されておるのか、もう尐しわかりやすく

御披瀝をいただきたい。 

○生涯学習課長 

 今回の城跡の土留工事といっておりますけども、

城下時点に城跡の記念碑の敶地がございます。そ

の記念碑が、实はこの敶地、平成９年に地元の方

から寄贈があり、現在市が管理しておる土地でご

ざいます。 

 そこの敶地の隣の方から、家を新築したいとい

う御希望がございまして、境界確認をしたところ、

遺跡ののりが隣地の方の建設予定地に食い込んだ

と。そういったために、隣の方との敶地の造成に

今回影響が出ることが判明いたしました。 

 それで城跡の記念碑の敶地ですけれども、隣の

方との土地のところには1.5メートルの段差があ

りまして、幅が5.3メートルあります。そのため、

そこをのりで食い込んどるところを削りまして土

留工事をしたいということで計上させていただい

たものでございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 つまり城跡ということで、記念碑があると。そ

この記念碑ののり下が民地に入り込んどると。そ

れを削り取る土留工事をやるということですか。 

 これは私たちも余り紹介をされていない文化財

ということだということなんですが、もうちょっ

と広く市民に知らしめるとかいうような考え方も

お持ちなんでしょうか。たまたま隣の人から言わ

れてね、あなんたところ敶地出とるじゃんと、記

念碑が土留の下まで。あかんよといわれて、悪か

った悪かったといってちょっと控えて工事をやる

という程度のものということなんですか。 

○生涯学習課長 

 城下の場所の隣に、今、発掘調査をしておりま

して、そういったところと一緒に発掘調査をやる

のは、その隣地の方の家が今度新しく建つという

ことで発掘調査を事前にやらさせていただいてお

ったんですけども、そういったときにたまたまわ

かったということでございます。食い込んでおっ

たというのがわかったというのが事实です。 

 以上です。 

○高橋委員 

 史跡として存在しているので、それが隣地の方

の敶地へ侵犯しちゃってるということを是正する

ためにここに計上されているような89万円でやる

という。それ以上のものでも以下のものでもない

と、何か答弁聞いてるとね。もらうときに、まあ

ちょっときちっと計測してもらっておられれば、

この事態はなかったんじゃないのかなと、改めて

ちょっと開き直った言い方をさせてもらうとね。

どういうもらい方されとったのということも言い

たくなるわけですが、そういうことですか。 

○生涯学習課長 

 委員の言われたとおりでございますが、忘れて

おったということでございます。 

○高橋委員 

 そういうことだそうですので、次へちょっとい

きたいと思います。 

 徴税費、税金を集める費用ですね。ここに今回

電話催告作業委託料63万円、滞納整理支援システ

ムデータ入力委託料31万5,000円ありますが、そ

れぞれ御説明いただけますか。 

○税務課長 

 初めに電話催告作業の委託料ということで、こ

れは人材派遣の会社の方に委託をしまして、およ

そ４人の方、１日５時間ほどでございますけど、

20日ぐらいの予定をしております。これの委託料

ということで、この人材派遣の方に電話で簡卖な
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内容しか交渉はできないわけですけど、納入して

いただいておりませんがお忘れじゃないですかと

いうような簡卖な電話での催告ということになり

ます。 

 それから、収納支援システムデータ入力委託料

というこちらの方につきましては、先年、データ

入力支援システムを入れさせていただいたわけで

ございますけど、こちらの方に入れるデータです

ね、こちらの方が不動産の差し押さえというのを

このごろやっておるんですけど、何年かかけて集

積しております。不動産の差し押さえをした場合、

すぐ差し押さえをして売るということはまれでご

ざいまして、納税を担保するための押さえていく

時効の停止というようなこともございますけど、

そういうようなことで不動産を差し押さえておる

ということでございますけど、そのデータですね、

法務局の方へ行って差し押さえ行為しておるわけ

ですけど、そのデータが完全に管理できてないも

んですから、この収納支援システムの中に管理す

るデータがあるもんですから、そのデータの入力

をお願いするということで今回お願いしておると

いうことでございます。 

○高橋委員 

 今、御説明がありましたが、滞納整理支援シス

テムというのは、これは前から問題になってまし

た。現年度分の税の滞納がある場合に現年度はも

ちろん取りに行きますね。ところが、過年度以前

の滞納があると。それももちろんいただかないか

んけども、その滞納分がなかなかきちっとしたデ

ータになってなかったと、今までね。だからこの

データ開発、滞納整理支援システムがないと効果

的に滞納整理のための話し合い、あるいは課税実

体を掌握するのになかなか大変なんだということ

で鳴り物入りで滞納整理支援システムというもの

を開発いたしました。 

 そして平成19年度の当初予算では、保守管理委

託料として119万円、さらに借上料として485万

8,000円を計上されております。借り上げて保守

点検で合わせて600万円ぐらい滞納整理システム

の予算を組んでいらっしゃる。だけど当初予算で

は、データを入力する委託は予定されていなかっ

たんですか、今回補正で出ている。これはなぜ補

正になったんですか。これ、ひとつ。 

 それから、電話催告作業、つまり税を払ってい

ない人に、あなたあかんじゃないのと。納付期限

が済んどるけども何で入れてくれないのというコ

ールを電話でやるというわけですか。これが何で

職員がやらないの。こういう催告作業というのは

人材派遣でやるんだと、今の答弁ね。４人で20日

やるんだと、63万円。従来もこういう手法でやっ

てみえたんですか、人材派遣活用して。あわせて

お答えいただきたい。 

○税務課長 

 電話催告の方につきましては、具体的には平成

19年からやりだしました。平成19年につきまして

は、９月と５月２回これは職員で対忚しておりま

す。ことしも１回やったわけですけど、これは職

員で対忚しております。 

 それで差し押さえとかそちらの事務がかなり多

くなってきたということで、一部この電話催告で

すね、これを委託することによって差し押さえ等

の事務がかなり事務手数料たくさんかかるもので

すから、こちらでできるような形でお願いしたい

なということで今回出させていただいております。 

 それから、不動産の先ほど言いましたシステム

データの入力ですね、こちらの方も今までパッケ

ージの中に不動産の差し押さえデータというのが

入っておったわけですけど、手前でやるつもりで

おりました。 

 それから、データの中に経歴ですね、その方と

交渉した経歴を台帳管理をしておりまして、長年

何年も持ってる、長く滞納がある方は長年持って

おるわけですけど、かなり膨大な量でして、今の

事務の中でこれをすべてやっていくというのは、

かなり差し押さえ事務とそちらの方に影響が出る

ということで、特に不動産の差し押さえについて

は忘れてはいかん。特に税金をいただいた中で、

差し押さえているものを解除するのを忘れたり、

そういうようなことがあってはいけないものです

から、データを完全に入れて画面を見ればすべて
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即にそういうものが表示できるような形にしたい

ということで、今回短期間のうちの処理したいと

いうことで委託料としてあげさせていただいてお

る。 

○高橋委員 

 今、大事なことをおっしゃってると私、思って

いますが、さっき催告の作業ね、あなたは納期お

忘れじゃないですかという軽いタッチでやるんだ

という答弁だったんですが、今聞くと差し押さえ

事務だというふうにおっしゃっているんですが、

どうもはっきりせんようだけど、もう一遍、催告

作業というのはどういう作業が催告作業なんです

か。これ、ひとつ明らかにしてくださいね。 

 それから、もう一つね、納税整理支援システム

の入力データ、この不動産の差押えの件について

データ入力するんだと。しかしこれはね、いって

みればプライバシー中のプライバシーでしょう。

これどこへ委託するの。これは市でやらなきゃい

かんのじゃないですか、職員が。こんなことを第

三者に委託したりお願いしたりすることじゃない

んじゃないですか。どこへ委託するんですか。 

 それから、上の人材派遣とおっしゃるけど、ど

この人材派遣にお願いするんですか、委託会社。 

○税務課長 

 人材派遣の会社ということでございますけど、

一般の人材派遣の会社でお願いするということで、

どこということは決めておりません。 

 それで催告の内容ということですけど、ことし

の何々の税金の納税お忘れじゃないですかという

ような軽い形でいっていただくということで、強

い督促とかそういうようなことはいたしません。 

 それから、先ほど私、差し押さえというのを言

ったのは、こちらの電話催告の方とは関係なくて、

職員が差し押さえの件数とかそういう作業がふえ

ておるものですから、職員の電話催促を今までと

たしておったんですけど、それを委託することに

よって時間ができたものを差し押さえの事務の方

にもっていきたいということで考えております。 

 それから委員、今言われました不動産の差し押

さえデータをそういう企業に委託するということ

について守秘義務の問題ということで言われたわ

けですけど、税の関係でいろいろなものを委託し

ておるわけですけど、税の関係すべてほとんど守

秘義務があるような個人データの方もございます。

そういうようなものを今までもいろんなデータの

委託もパンチデータ委託しております。そういう

ことで、そこら辺は守秘義務をちゃんと守ってい

ただくということを前提にお願いするということ

で、確实に秘密を守れる業者にお願いしていくと

いうことで考えております。 

○高橋委員 

 どこがやるの、委託業者。 

○税務課長 

 一忚これはパッケージを持ってる会社を考えて

おります。システムデータ入力のこのパッケージ

で買っておるものですから、その業者にお願いし

ようというふうで考えております。 

○高橋委員 

 あなたは固定資産税が納期がきたけども、納入

されてませんけどお忘れですかと軽いタッチのも

のをやると。何件ぐらいおやりになるんですか。

人材派遣４人で20日、何件ぐらい対象ですか。 

○税務課長 

 何件という形のものまで、件数ちょっとよう出

さんでおったんですけど、対象にするのは平成20

年度の滞納の方と平成19年度の滞納が残ってる方、

この２年についてのみ实施をする予定です。 

 それ以上長い方に電話催告しても、電話催告で

払っていただけるような感覚ございません。そち

らの方については差し押さえ等の強硬手段も取ら

ざるを得ないと。短い人ですと、あ、忘れとった

というような形で対忚していただける場合も随分

あるものですから、それを期待しています。 

○高橋委員 

 平成19年、平成20年の税の入らない人を対象に

するんだと。件数はよくわからないとおっしゃる

けど、63万円くっついとるわけでしょう、委託料

が。当然その63万円の積算根拠というのはあるわ

けでしょう。４日間で20人だと言われる限り、大

体どれぐらいの実体の方にお電話するのかという
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前提があって63万という金額が決まるんじゃない

ですか。そこもはっきりせんで63万という委託料

打ってみえるということですか。 

○税務課長 

 ４人で１日５時間で20日間やっていただくとい

うことで、实際問題、今滞納者が5,000人ちょっ

とおります。そこの中で、平成19年、平成20年と

いうことになると約1,000人ぐらいではないかと、

あくまで私の予測ですけど、そのぐらいの1,000

人弱ぐらいの方が対象になるじゃないかというふ

うに思っております。 

○高橋委員 

 それで電話の催促については、一般の人材派遣

会社に頼むんだと。これはね、高橋憲二が例えば

うっかり滞納しっちゃったと。どれぐらいで催促

されるのかしらんけども、そのリストをもらうわ

けでしょう。リストを出すわけだわ、人材派遣会

社に。これは市役所でやっていただくの、あるい

は人材派遣会社へリストを持ち込んでやっていく

の、どちらになるんですか。 

○税務課長 

 電話催告につきましては、市役所の会議审を一

つこの間お借りして、電話の架線を引きまして、

その部屋でやっていただくということで考えてお

ります。 

○高橋委員 

 一忚市役所の公的施設の中でやるということだ

けども、5,000人ぐらい滞納者がいると。それは

決算でまた出てくるんですが、そのうち平成19年、

平成20年、平成20年というのは現年度分ですね。

平成19年というのは過年度になるんだけど、そこ

へ電話すると。これは去年までは市の職員がやっ

ていたということですか。これも何で人材派遣の

会社に依頼せないかんのですか。そんなことたま

らんじゃないですか。人材派遣に守秘義務がある

よといって誓約させるんだろう、きっとね。させ

るんだろうけども、そんな対忚でいいのかという

ことですよ、私が申し上げたいのは。去年までや

っとったんでしょう。差し押さえ等の事務が忙し

くなってきたので対忚できないと。だから今回や

るんだと。つまり人手がないということを税務課

長おっしゃってるわけだね。そういうことでしょ

う。違うの。何かほかにあるの、委託する理由が。 

○税務課長 

 収納の事務といいますと、どこまでやればオー

ケーだという線がないというんですか、ここまで

やればいいという話ではないものですから、今特

に収納率向上のために頑張っておる中で、特に差

し押さえの件数伸ばしていきますと、即にそちら

の事務手数料がたくさんかかるものですから、こ

この強化してやっていく中で、よそにお願いした

方がそういう時間が取れるということで今回お願

いするということでございます。 

○高橋委員 

 それは税の徴収事務というのはエンドレスかも

しれませんね。それでまたこれだけ世相が貧困と

格差が広がってきますと、なかなか納めたくても

納めれんという人があるし、中には恣意的にけつ

まくって納めんという人もみえるかもしれません。

だからそこを行政当局が対忚するのにどこまでや

っていいのかということはね、それはエンドレス

かもしれません。 

 ただ、現年度分と平成19年度過年度１年分につ

いて、比較的新しい滞納者なんだわね、これは。

ここへお忘れではないですかとかね、去年の分が

納まってませんよといって案内をするという行為

は、なぜ委託会社にせないかんのですか。 

 私ね、ちょっとこれ決算でないので申しわけな

い。監査意見書の24ページを開いていただきたい

んですよね。監査意見書の24ページは何が書いて

あるかといいますと、県内類似団体と知立市の職

員配置の現状は下表のとおりだと、次の表のとお

りだと書いてあるんだね。県内類似都市というの

は七つか八つありますけど、津島市、犬山市、江

单市、大府市、知多市、豊明市、清須市、北名古

屋市、知立市と、ここで一番右の欄に税務事務に

ついて類似都市の平均との関係で知立はどうなん

だということが書いてあります。知立の税務職員

が28名、県下類似都市平均が32名、知立は類似都

市に比べて４人足りないと書いてあるんだね、こ
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れは監査委員の意見一覧で。 

 つまり、知立は行政をスリムにしなきゃいかん

ということで、どんどん人を減らしてきた。それ

は不要不急でない部署については一定の人を整理

というか、合理的に活用してもらうのはいいと思

うけども、この監査意見書が指摘しとるように、

税務業務については４名類似都市の平均よりも尐

ないよと。知立28名。多いのは43名というところ

もあるじゃないですか。江单市。それから34名、

津島市。私は江单市のようにせよとは言わんけど

も、つまり、税務職員が尐ないという認識を監査

委員は指摘しとるわけ。 

 さっき税務課長答弁のように、それは税を徴収

するには差し押さえもせないかん。あれもせない

かん。なかなか人手がないので人材派遣会社にリ

ストを出して役所の一审とはいえ、これであんた

は督促の電話をしてくれと言われたわけでしょう。

これはね、市の職員がやるべき仕事じゃないです

か。嫌な仕事だけども、一番たくさん給料もらっ

てる市の職員が、一番嫌な仕事だけども、これは

垂範率先してやらないかん仕事やないですか。私

はそう思いますよ。現有勢力でできないからとい

って、どんどん下請に出せばいいという性格のも

のじゃないでしょう。どう思われますか。 

○税務課長 

 このごろの全国的な状況でございますけど、電

話催告につきましては、外部のところへ委託する

という形が多く实施されておるということで、今

回は私どもは庁内の会議审で職員立会いの中でや

っていただくというような形で考えておるわけで

すけど、こういうようなアウトソーシング的な形

で税の場合は権限があるもんですから、全部委託

というわけにはいきませんけど、この催告ぐらい

までは委託できるんじゃないかということで、こ

ういう前例はたくさんございます。 

○高橋委員 

 全国的にどういう傾向か私は調査をしたことが

ないけども、全国的にこういう傾向だからよろし

いですよなんていって言われた日には、もたんで

すね、私は。何でできないですか、職員雇って。

人ふやしゃあいいじゃないですか。そんな大事な

データを外部へ出すわけでしょう。どうやって最

後名簿のリストを管理されるかしりませんけども、

そのリストはね、納税ができないリスト、滞納リ

ストというのは最近はやっているヤミ金の対象者

なんですよ。ヤミ金というのは普通のサラ金でこ

げついた人たちにかみついていくわけだ。保険証

一枚で貸してやると。あるいは人の顔見んでも貸

せますよというところへ貸しといて、あとでしっ

かり取っていくという、そういう業種業態がある

わけでしょう。今、社会問題になっとるじゃない

ですか。そういうところがほしがるようなリスト

を職員が粛々とやられるならまだしも、職員の中

にもそういう書類を回しちゃったとか、いろいろ

不届きな職員も全国的にはみえるけども、しかし

私は、知立市の職員信用してますからね、職員に

限ってそういう不届きな方はいないだろうという

ふうに思うけども、今おっしゃったように、派遣

会社にこれをやらせるということは私、きょう初

めて聞いて、愕然としておるんだわ。この補正予

算賛成できんなと、これは。こんなことを委託さ

れるような63万円を外部に委託してね、リストが

ばれてくるかもしれないような補正予算賛成でき

ないなと思いましたね、私。これは総務部長どう

ですか。いいんですか、これで。 

○総務部長 

 委員の御趣旨の点もわからないわけではござい

ませんけれども、地方分権一括法というんですか、

一部法律が変わりまして、そういう俗に言う債権

の取り立てという部分ですけれども、その部分に

ついて委託することはできると、こういうふうに

変わったんですね、法律が。 

 その法律の改正を受けて、先ほど税務課長が申

しましたように、各自治体が民間に委託をすると

いうことが始まってます。が、しかし、その中で

も委員がおっしゃってみえるような非常にデリケ

ートな部分はできるだけそれは税務担当職員が行

うという形で大体進められておりますが、今、税

務課長がちょっと話をしましたけれども、基本的

には電話の催告は現年度分で納期が到来した者に
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対して納期が来てますよと。納期が着たけれども

納まってませんよというそういうお電話をさせて

いただくというのが大体500件程度だと思います。

それ以外に旧の平成19年度という話がありました

けども、その過年度に移ったけれども、もう入っ

た方に対して滞納が発生しましたよというお知ら

せですね、そのお知らせ分を発送を封詰めしてい

ただくと、そういう部分が約1,000件あるという

中身を先ほど課長が申しました４名の４時間の20

日でしたかね、それで行っていくと、こういう中

身になっております。 

 もう一つの滞納支援システムのデータ入力の関

係は、これは今現在滞納支援システムを入れまし

て、委員の御指摘の部分、十分僕もわかりますが、

債権、あるいは預金、あるいはいろいろかのデー

タは既に職員入れて活用しております。ところが、

不動産の差し押さえ物件がやっぱりデータ量のボ

リュームさがあって、それがまだ処理できていな

いという部分で、そのデータを入れ込む作業とい

うのは、どちらかというとデータパンチャーにや

ってもらう方が非常にスピーディにいくという中

身で、これも先ほどの委託ができる範囲という中

身を受けてやっていける中身ではございます。 

 それを一定の業者に守秘義務を課しながら、と

りあえずこれが全データが入っちゃいますと今後

は市の職員で、あるいは場合によっては臨時職員

を雇用して短期的に処理していくと、こういう中

身になるというふうに理解をしております。 

 平成19年度、課長が申しましたように、知立市

も滞納整理、それから現年度の収納率向上ででき

るだけ頑張ってきまして、ほんとに現有の戦力の

中でやっております。 

 もう一つ現有の戦力でやっておりますが、差し

押さえとかいろいろかの部分に踏み込みが多くな

ってまいりましたので、できれば職員がふえてく

るというのが監査意見書の24ページを見ても理解

できるところでありますけれども、現時点とりあ

えず短期的にこれを一遍処理していきたいという

考えであります。 

○高橋委員 

 債権の取り立てが委託できるんだと。これも規

制緩和、小泉改革ですがね、これね。こういうと

ころへ商業分野が入ってきて利益もうけの対象に

していくということでね、規制がない方がいいん

だと。市場原理の任せた方がいいんだということ

で何もかも市場原理に任せて弱者と強者がこんな

に格差ができて、それが貧困と格差の原因をつく

ってる。これは自民党も今この流れは総括せない

かんということを麻生氏はそういう流れの人じゃ

ないですか。どちらかというとね。 

 そういう意味でいって、あなたたちは、みずか

らの事務をやる場合に、そういう法的な根拠が生

まれたからといって、じゃあ知立市の税務の守秘

義務や安全性や、あるいは滞納をなくしていくと

いう点で、どうこれと向き合っていくのかという

ことが当然議論されなきゃいかんわね。 

 今、部長は補足はされたんだけども、電話をか

けるのは現年度分の500件と。そして去年、平成

19年度滞納になった1,000件については滞納にな

っちゃったという数値をすると。その袋詰めに人

材派遣を使う。これはちょっと補足はされたけど

も、大小大してそう違いのない話ですよ。 

 これはね、そんな誓約させたぐらいで、私はア

ルバイトでもいかんと思ってます。正規の職員が

対忚すべきだというふうに私は思ってるけども、

まだしもですわ、アルバイトならね。しかし、ア

ルバイトもいかんでしょうね。厳密にいえば私は

そう思います。アルバイトなら市の直営の職員だ

けども公務員じゃないですからね。宠誓もなけれ

ば守秘義務の伴う罰則的なものはないわけですか

ら。私はね、もう尐しここは厳密にやってもらわ

ないかんというぐあいに思いますね。 

 あわせて先ほど言ったデータシステムの入力、

これはデータパンチャーの方がスピーディだとお

っしゃるけど、これは適正の問題ではないんです

よ。スピーディかどうは、たどたどしいかはとも

かく、適正の問題ではない。そんなこといったら、

パソコン扱う人は、みんなパンチャーにすればい

いんだ、適正だけでいえば。そうではない。適正

はたどたどしくてのろいけれども、これは市の職
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員が直でやらなきゃいかんのだという分野につい

ては、たどたどしくてもやらなきゃしょうないわ

けでしょう。また現に、市の職員はそんなたどだ

としくありません。かなりのスピードでやってい

かれますよ、現实的に。 

 私はね、企画部長、職員不足じゃないの、こん

なことは、はっきり。こんなこと許しとっていい

んですか、企画部長として、人事担当として。そ

んなばかなことは私は許せませんね。どうですか、

企画部長の意見を聞きたい。マイナス４のこの数

字、これはあくまで平均ですから、すべてがこれ

よりしっとるというふうにはいいませんが、こう

いう指適と側面があるということも事实なんだか

ら、何でこの人の手当しないんですか。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後２時07分休憩 

――――――――――――――― 

午後２時17分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○企画部長 

 職員数が不足しておるのではないのかというお

話でございます。 

 監査意見書を見ますと、税務担当のところでい

きますと、委員おっしゃいますように、平均より

も４人尐ないというような状況でありますし、こ

の総務。税務部門の計を見ましても、これでいき

ますと28人尐ないというような状況が出ておるわ

けでございます。 

 そうしたところから、私どもも全体の職員数に

ついてどうなのかというところも常々意を注いで

おるところでございます。この間もちょっと本会

議のところで申し上げましたですが、この税務職

員を人口１万人当たりというところで見てみます

と、知立市が4.3人になります。類似都市を見て

みますと、同じように4.3人と、これは結果とし

てそうなっとるということだと思いますが、こう

いう数字だけではなかなか判断できないというこ

とはあろうかとは思いますが、おおむね類似団体

と同じぐらいの職員で頑張っておるということ、

そのような認識を持っておるところでございます。 

○高橋委員 

 心もとない答弁だったなと、率直に申し上げて

ね。監査意見書の類似都市では平均でマイナス４

と、この指標も一つ。いやいや、この指標ばかり

じゃないよと。１万人当たりの税務職員は4.3、

4.3でイコールだよと。だから十分満たされてる

とは思わんけども、あながち遜色はないんだと、

こういう話だね。それは一般論として人事当局で

すから一般論ということかもしれませんが、今、

申し上げているように、税務のエキスの当たるよ

うな守秘義務が漏れていくような行為まで外部委

託に突入するということについて、監査委員の示

してるマイナス４というものを謙虚に受けとめた

場合に、企画部長としてどう判断されるかという

のはね、あなたの人事に対する思いが乗ってくる

話なんだわ。今回は、いやいや、１万人当たりの

費用はこうなんだと。どっちもどっち論なんだわ、

今のあなたのおっしゃってるのは。担当部長も課

長もね、微動だにできないと、そんなことでは。

人員要求もっていっても企画部長は、１万人当た

りの知っとるかと。職員は4.3じゃないのと、こ

ういう資料で突っ返したいというわけでしょう、

今の話は。突っ返したいというわけじゃないけど、

そういう視点で税務職員の数を議論してみえるわ

けだから、これではちょっと心もとないなと。人

的保障していく上での担当部長としてね。 

 これは決算でまたちょっとやりたいんですが、

集中改革プラン、当市の行革の。あれがもとなん

だわ。あれでぐっぐ人を減らす。総務省からいわ

れてね、ぐっぐ減らすと。もちろん平成20年度は

そうなってませんよ。なってませんが、あの線に

沿ってやってきたからね、人を減らして当たり前

だと、美徳だと。人を減らすこと自身が自治体の

任務だというぐらいの思いやってこられたともい

えるような事態なんですよ。 

 だけど今、率直にやりとりを聞いておられてね、

部長として、これはそういうところまで今、外部

委託しないかんほどの人で不足なんだろうという
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ことは認識されました。ちょっと聞かせてくださ

い。 

○企画部長 

 確かに委員おっしゃいますように、いわゆる個

人情報のところまで委託に出さなきゃいかんとい

うことがあるということは、改めて認識をした次

第です。 

○高橋委員 

 これね、電話による催告も来年もこういう事態

が発生しますね。来年は現年度分の滞納がなくな

るなんてことはないですから、来年もこの事態が

発生します。もっと数がふえるかもしれない。一

生懸命収納を上げてみえることはわかります。決

算を議論するまでもなく一生懸命頑張ってみえる

ことはわかりますが、こういう事態、来年も起き

る。  

 それから、データシステムの入力も今回委託す

れば来年も委託することになるのではないのか。

違うんですか。だったらことしやりなさいよ、職

員で。この不動産の差し押さえという行為がある

ということは、来年だって予定されるかもしれん

でしょう、これ。来年不動産の差し押さえがない

という保障がどこにもないじゃないですか。こと

し委託すれば来年もと、これは予算の流れからい

ったらそういうふうになってくるんじゃないです

か。ここを改めて聞きたい。来年度をどうするか

という流れも含めて、私はことしでとめてもらい

たい。それ答弁いただきます。 

 それで、今、市の職員といえどもＡさんが滞納

してるかどうかは調べることができないじゃない

ですか。税務の職員ならともかく。税務以外の職

員が、例えば高橋憲二が滞納しとるかどうかを調

べようと思って調べられるんですか。 

○税務課長 

 今の御質問でございますけど、税務の職員以外

が税の関係を調べるということは、税務課へ来て

許可を受けない限りできません。ラインが別にな

っておりまして、卖独で税務しか見られません。 

 それから、来年は不動産の差し押さえの例です

ね、来年はどうかいうことでございますけど、支

援システム入れたのが去年入れさせていただいて

おります。 

 それで、今まで不動産を差し押さえたものをこ

のデータが集積しております。卖年度の分なら何

とか職員で頑張って入れてほしいというふうに考

えておるわけですけど、平成16年からのデータで

すね、平成16年で不動産11件、平成17年16件、平

成18年30件、平成19年51件、これだけ集積してお

ります。ことしの部分ぐらいは職員で何とか頑張

ればと思うんですけど、これだけ大量のものが集

積しておりますと、不動産のデータというのはか

なり膨大な印字数もかなりたくさんございます。

それを入力するということになりますと、かなり

大きな力が要るもんですから、不動産の入力につ

きましては今年度限りということで、電話につき

ましては来年度も続けていきたいというふうに考

えています。 

 そして、電話の催告でございますけど、会議审

でデータを見ながらやっていただきますけど、デ

ータの外部への持ち出しはございません。 

 それから、不動産のデータの入力も税務課の現

場でやっていただきます。だからデータの外部へ

の持ち出しはないと、こういうことです。 

○高橋委員 

 会議审でやるからデータ流出しないなんてこと

は何で言えるんですか。カメラでぱっと撮れば撮

れるじゃないですか。何をあなたは考えとるの。

会議审に閉じ込めておけばデータが外へ出ないな

んて、それはとんでもない話ですよ。ぱちっとカ

メラで撮れば全部写るわね、今。 

 それからね、データの入力は来年度やりません

と。今年度だけですと。しかし、なぜ今年度か。

膨大だからだと。膨大な量を今年度外部へ出るわ

けでしょう。逆に言えば。今年度委託するのは量

が多いから委託するとおっしゃるならね、今年度

の委託にさっき言われたけども、膨大な量のリス

トが外部へ出るわけでしょう。それは税務課のデ

スクの上でやるかもしれんよ。デスクの上でやる

かもしれんけども、第三者が見ていくわけだがね。

差し押さえの物件がどうなっておるか皆わかるわ
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けだがね、これ。そんなエキスを、滞納者の实態

をさらしていいのかということ私、言っておるわ

け。 

 しかもね、今も答弁されたように、市の職員で

も滞納しとるかどうかを調べようと思ったら、例

えば商工課の職員が商工資金を貸し付けるとき、

この人が税の滞納があった場合は貸し付けられな

いと、こうなってますから、税の滞納はあるのか

ないのかということを断ってこういう私の事情で

私の所管事務を遂行する上で調べてほしいと、あ

るいは調べたいと言えば調べられるんですよね。

そうでしょう。だから自分の所管事務で関連がな

ければ調べられないんでしょう、職員同士でも。

私が滞納リストをくださいと、一覧表を。そんな

ことは私、要求もしませんし、税務課長も私に渡

せないんでしょう。私たちだって知らないんです

よ。またそれでいいんです。 

 ところが、人材派遣の会社の人たち、どういう

方が委託されるかしりませんが、一般的な人材派

遣とおっしゃった。この人たちは、会議审で500

人分の現年度の滞納リストを手にするわけでしょ

う。こんなこと許されていいんですか。私は、こ

んなことを世間に聞いてみますわ。いいですかと、

これで知立の税務行政。私はね、法がそのことを

許したんだと、委託してもいいからやりますなん

っていってね、この市民の目線から離れた实務を

やってもらっちゃ困る。どうですか。補正予算出

とるけども、これは凍結してくださいよ、この予

算。執行しないでほしい。石にかじりついても本

年度職員がやってくださいよ。来年度４月から人

をふやしてもらって、この分野についてはこれだ

けの人材でやるんだというぐらいの腹張った答弁

やってくださいよ。納得できない、私は。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

午後２時28分休憩 

――――――――――――――― 

午後２時34分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○総務部長 

 お時間をいただきまして、大変申しわけござい

ませんでした。 

 今、るる協議をさせていただきました。その中

におきまして、先ほどちょっと課長の方からも答

弁しましたけれども、立ち上げしたときの平成16

年度からの部分が結構件数があるということで、

その部分については、やはり事務的な量と今後の

滞納のスケジュールを加味していくと、できれば

その部分の支援のデータは入力していただきたい

と。 

 税務課の方で当然支援システムの中で入力する

わけですけども、实質的には100データ分がボリ

ューム的にいろいろかのものがあるということで、

市の職員がそれに配置してやっていこうとすると、

かなりの事務量になってしまうので、ことしでい

うと、それでなければこれをぽっしゃっていくと

いうことになっていくということで、できれば今

回もこの鑑定評価も入れてるように、公売という

ことも視野に入れておる税務当局ですので過年度

部分について御理解を賜りたいということであり

ます。 

 それから、もう一つ、電話の催告の件は、この

金額をもう尐し一遍精査をさせていただいて、現

年分の通知、これは滞納ということではございま

せんので、納期到来しておるけれども納まってお

りませんよという連絡でございますので、若干あ

なたは滞納者ですよということとは違うもんです

から、これについては各自治体も現年分の納期到

来で納まっておりませんよというのは行っておる

ということも聞いておりますので、もう尐し精査

して、できるだけ議員のおっしゃるように、デリ

ケートな個人の情報、特に自分の納税という部分

ですね、その部分のデリケートな神経を使ってい

く意味で行っていきたいと思います。 

 新年度につきましては、これはもう一度内部的

に他の資産税、あるいは民税という部局もござい

ますので、内部的に一度十分に協議をして考えて

いきたいというふうに思っております。 

○高橋委員 
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 検討されたということですが、私よくわからん

かったんですが、検討の中身がね。 

 一つは、データ入力については、100件を超す

んだと。つまり、平成16年から立ち上げるまでの

間ね、現年度分はいいけども、たまっていると、

データが。不動産差し押さえデータがたまってい

るので、これをきちっと処理したい。そのために

はデータを入力する必要がある。それはちょっと

つらいんだと。だけど、これは今年度限りだと、

おっしゃるよう。来年度は新しい差し押さえ物件

が発生したときにやっていけばいいんだから、そ

う時間要らないと。この不動産鑑定士の委託料も

あって売却もしたいんだと、こういうことですが、

これについてはそういう趣旨の話はされたけども、

ことしどうするのかということについては、あく

まで委託していくんだという方針を再度表明され

たということでしょうかね、今の答弁は。 

 私はね、職員が一生懸命頑張ってやれんようだ

ったら、これは流すと。集積されたデータについ

てはもう一遍仕切り直してやると。これはデータ

逃げていくわけじゃないですから。入力するかど

かの問題ありますよ。あるいは不動産鑑定を含め

てやらないかん部分だけは入力するとかいうこと

で対忚すべきだと。あくまで外部へ出すべきじゃ

ないと、この種の問題は。これ一つ。 

 それから、もう一つは、電話で現年度分が納期

おくれてますよというのは軽いタッチの話だと。

それはそうだわ。下の不動産を差し押さえるとい

うのとは本質的に違う。この案内で、それは総務

部長、だからどうなんですか。やらんでも場合に

よったら済んでいくという可能性もあるわね。だ

からこれは委託をせずに、あるいは数を減らすな

りして減額して委託の件数を減らすということで

すか、おっしゃられたのは、今。どういうことで

しょう。私は、両方ともやるべきではないと。そ

れぐらいのものなんだと、重さからいったら。こ

としはいいけど来年危ないよと、そういう性格の

もんじゃない。本件は。 

 確かに滞納の軽さ、重さはあるけども、リスト

が出るということですから、外部に。それはね、

量の方にかかわず、断固水際で阻止するというこ

とが必要じゃないですか。そういう意味で、先ほ

どおっしゃった中身と今私が繰り返したことを含

めて、もう一回答弁してください。 

○総務部長 

 説明が悪くて申しわけございません。 

 断固これを今回補正予算あげたわけですけど、

すべて凍結というのは、ちょっとやっぱり实務的

にいろいろと協議をさせていただいて、できれば

滞納支援の方ですね、新しく発生するものはこれ

はもちろん職員でやっていくことになりますので、

古い平成16年からのデータ部分ですね、その部分

は税務課の職員のところの画面でデータ、いわゆ

る滞納者との面談の状況とかいろいろかのものが

入っておりますので、そこら辺のものを打ち込み

をしていただくという中身になってくるんですが、

そこはできれば入れてしまうと、もうすべて稼働

がその機械の中におさまっちゃいますので、いけ

るということで何とか御理解をいただきたいなと

思います。 

 それから、もう一点の電話の催告の件ですけれ

ども、これは今まで平成19年に５月と９月という

２回と、それからことし１回やってまいりました

ので、その部分で職員の中で、できるだけやって

いくという姿勢でずっと今までおりましたが、今

後の事務的な中身がありまして、徴収部局も新し

い政策の方にもシフトした関係がございまして、

こういった補正予算を組ませていただいたわけで

すけども、もう尐し精査してですね、全面的にこ

れやめちゃうというのは今、話をしましたけれど

も、できるだけ税務の職員でクリアしていくこと

をしていって、そして、現年分の納期がきてまし

たよという電話作戦というのはとても効果があり

まして、滞納ということで海の中にどっぷりつか

っちゃうと、どうしてもどぼんといっちゃうんで

すけども、水際でだめですよという入らないよう

に御案内していくというのはかなり効果がありま

すので、できるだけ精査して、この委託料は尐な

くできるように執行していきたいと思いますので、

その点で御理解いただきたいと思います。 



- 38 - 

   

○高橋委員 

 ちょっと数を尐なくするのでね、理解せよとい

う御趣旨ですが、それは根本本質論からいって納

得できないですね。 

 それでデータの方はパソコンに入力はしていな

いけれども、紙データがあるわけでしょう。回覧

記録。あなた方が滞納者にすると、市の職員とど

ういう対忚をしてきたか、何月何日だれが担当で、

だれが課税実体で、どういう話をしてきたかとい

うのは既にデータとしてあるわけだ。それは紙に

書いたものがあるわけでしょう。せっかくシステ

ムを開発されたんだ、パソコンの。そこへ入力し

たいなと。平成16年から今日まで現年度分までの

間のやつをね。平成19年までやるのかね。平成20

年はことしやれるわけでしょう、職員が。平成19

年までの平成16年、平成17年、平成18年、平成19

年、４年間ですか、やりたいと。だけどそれはパ

ソコンに入力という行為はされないかもしれんけ

ど、データはあるわけでしょう。職員持ってみえ

るわけじゃないですか。せっかくそれはデータを

立ち上げてパソコンも借りとるわけだから、そこ

のパソコンの入力したいなと思われるのはいいで

すよ。それは正当な意見だ。 

 しかし、指適してるように、それを第三者にや

らせる、守秘義務が保障できない人にやらせるこ

とについて疑義を唱えておる、私は。じゃあ、そ

れで滞納処理の行為は一切合切ぱあになってしま

うかと言えばそうじゃないでしょう。紙データが

あるんだから。必要ならそれでやればいいじゃな

いですか。 

 そして私が言ってるように、総務部長に一つ奮

発してももらってね、来年は職員増員も含めて対

忚してもらって、そして仕切り直しを来年度予算

で、もしことし努力して入らんようだったら来年

入れりゃあいいじゃないですか。そういう性格の

話じゃないの、これは。紙データあるんだから。

年金と一緒だがね。早く打ち込んで照合したいと。

あの年金とはまた違うでしょう、これは。100件

ほどの内容については、紙データ出せば、みんな

正確にわかるんじゃないですか。それをパソコン

化したいという思いは理解しないわけじゃありま

せん。しかし、それをなぜ職員がやらないのか。

これはスピーディな処理にとっては若干足かせに

なるかもしれんけども、实務をやる上での問題と

しては大きな問題とはいいがたい側面があるんじ

ゃないですか。これはやめてくださいよ。そうい

うことで来年やればいいじゃないですか。100件

分。平成16年、平成17年、平成18年、平成19年と

４年間。なぜそれでいけないんですか。これはこ

としやりたいと思えば理解しますけども、今指適

しとることとの関係で１年延ばして市の職員でや

るという方針にすればいい。 

 それから、もう一つは、催告状大事だというこ

とは理解しますけども、だからといって外部の派

遣会社に委託していいというわけじゃないでしょ

う、数の問題じゃなくて。これは職員が頑張って

やれるところまでやってくださいよ。やれるとこ

ろまで。有効だったら、さらに頑張ると。かとい

って職員のオーバーワークを助長するわけじゃな

いけども、そこまでやってやれんかったら、今回

これでおしまいだわね。 

 本多市長ね、私言っとることが、いやいや、そ

う難しいこと言うなということかもしれんけども、

そこの守秘義務と知立市民が市に寄せている信頼

を踏みにじるようなことはすべきではないと。確

かに徴収上げたいと、この思いはいいですよ。私

も一致してる。だけども今言ったような分野を外

部に出してやることについてのこのプライバシー

や人権は一体どうなるのかと。だれが保障するの

かと。今のあれと一緒ですよ、事故米と。何であ

んなこと置きちゃうんだと。小泉構造改革じゃな

いですか。米を売るのも買うのも昔は許可制だっ

たんだわ。今、届け出制になったんでしょう。ダ

ミー会社がばんばんできて、会社の事实が存在し

てなくても米を販売したということになるじゃな

いですか、届け出出せば。それでどんどんそれは

便利でいいじゃないかとやって、最後どうなった

か。工業用にしか使っちゃいけないお米が事故米

が食料に回っていたと。オムライスまで回ってい

た。給食センターまで入ってたと、こういう話で
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しょう。そういう結果なんだがね。じゃあ、だれ

がやったのと、もとをだたしたら。いや、規制緩

和で小泉さんのころにそれが通ったんだと、法律

が。今は大した問題になってないかもしれません

よ、この問題だって。だれが許したんだと。補正

予算でこうやってなったんだと、こういう話と私

は同じ話だというぐあいだと思いますよ。 

 私は、そこの譲れない部分についてはね、断固

として堅持していただきたい。今、言ったような

ことで次年度送りにすると、必要最小限度のもの

をやるべきものをやってね、いう対忚にするべき

だと思うんですが、本多市長どうですか。 

○本多市長 

 この電話の催告、こういう制度そのものが他都

市でも既に進んでおりまして効果上げておるとい

う話を聞いております。 

 一方で、今の話で守秘義務というのは、ほんと

にどこまでも守秘義務なんですけれども、そうす

ると臨職や嘱託や、あるいはこういう委託だとか

いろんな形があるんですけども、それはきっちり

守ってもらうということで今までも臨職なんかで

もやっておりますけれども、しかし、例えばこれ

を嘱託だとか、正規だとなおさらいいかもしれま

せんが、嘱託だとか臨職なんかでやりますと、や

っぱり半年とか１年というスパンになりますので、

こういうものは一過性で終わってしまう作業でご

ざいますので、そういうところの中で、こういう

ものが他都市で扱われるようになってきたという

ふうに思っております。これはしっかりと注意を

して、先ほど課長も答弁させていただきましたけ

れども、外部へは写真とかいろいろあるかもしれ

ませんけれども、そこまで考えなきゃならんとい

うこともありますけれども、しかし、こういう作

業というのは、やっぱりこういう方法も取り入れ

ていくべきかなということを思いましたので予算

化をさせていただきましたので。 

 ただ、来年については、さっき部長も答弁させ

ていただきましたが、職員の適正な配置、そうい

うものも人事の方で考えてバランスよくやっても

らわなきゃなりませんけども、今回については、

この作業はやらさせていただきたいなというふう

に思っております。 

○高橋委員 

 大変期待外れですね。私たち含めて、市の職員

を信頼して、私たちも討論やってるし、皆さんも

その自覚を持って仕事やってる。この種の仕事を

大体臨職がやるという行為ね、今、受付事務も含

めてどんどん臨職が拡大していって、正規の職員

１に対して臨職１ですよ、前、私が言ったように

ね。そこまで正規が減り、臨職がふえる。 

 つまり、道徳的理念や定数管理のあり方が麻痺

しちゃっとるわけなんだわ、正直言って。だから

これぐらいまでやったんだから、今度は外部委託

だっていいじゃないのと、今、市長おっしゃるよ

うに。こんなものは一過性だから一気にやればい

いんだと。滞納される人のリストも全部外部に渡

ってやるんだと。これでは、この地方自治体の地

方自治体たるゆえんが問われる。いってみれば、

滞納者からお金を取り立てればいいんじゃないの

と。だからそんなことは守秘義務といろいろ言わ

れるけど、一過性でぱっとやるんだから大丈夫じ

ゃないのと。こういうまぜこぜの議論で、私はこ

れ断固認めれませんね、この種の議論は。来年の

話じゃない。この補正予算後、ことしの下半期の

話ですよ。 

 しかもさっき言ったように、データの入力は紙

データあるんだから、税務課長、紙データがある

からスピーディには出んかもしれんけども、一人

一人をきちっと紹介して把握することは可能でし

ょう。だから紙データでことしは頑張るというこ

とは可能じゃないですか。ちょっと聞かせてくだ

さいよ、意見を。入った方がいいに決まっとるけ

ども、紙データだってちょっと時間かかるけども

正確のものは取り出せるということでしょう。 

○税務課長 

 不動産の差し押さえデータといいますと、登記

簿の写しということになります。だもんですから、

項目もかなり多くて、枚数もかなり多いというこ

とがあります。そのデータが個人のデータのとこ

ろにばらまっておるものですから、その個人をず
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っと見ていけば確認は確实にできるもんですから、

一体管理ということはしにくいんですけど、管理

できないということはないわけです。 

 それから、特に不動産の差し押さえにつきまし

ては、これは登記です。土地の登記ということで、

法務局に行けばどなたでも見られるということで、

その点はこういうふうにされているものだと、市

が差し押さえてるかどうかというのは、どなたで

も法務局に行けば確認ができるという内容のもの

だと思っております。 

○高橋委員 

 ほんで何ですか。紙データでちょっと時間かか

るけども、正確なデータは入手できるんだという

ことはおっしゃいましたね。その仕事を職員でや

ってくださいよ。もし差し押さえは法務局以外ど

こでも見れるだというんなら、こんなもんは内部

でやる必要ないという話になっちゃうでしょう。

それは閲覧という行為を通じたときに初めてわか

る行為であって、それ一蓮託生で100件を手中に

して見れるわけじゃないでしょう。閲覧という行

為を通じていけば、それは第一抵当権だれ、第二、

皆わかるじゃないですか。だけど、それは滞納と

の関係で差し押さえになってるんだというリアル

な話が一連として100件わかっちゃうわけだから。 

 だから総務部長ね、手作業でやってくださいよ、

申しわけないけど今年度は。電話作戦もやれると

ころまでやっていかなきゃ来年度予算つけてもら

ってやるんですわ、本格的に。そういうものです

よ、そんなことは。市長はおっしゃったけど、そ

んなずくずくでやられた日にはもたんね、私は。

市民の人権もプライバシーもあったもんじゃない、

本多市政のもとではということになるじゃないで

すか。もう一遍、改めて答弁を求めます。総務部

長どうですか。 

○総務部長 

 繰り返しの答弁になりますけれども、今回補正

あげさせていただいたところは、法律的に問題が

あるという部分ではないというふうに理解をして

おります。デリケートな部分ではありますけれど

も、今までのこの实態の事務の中で、どうしても

初期段階に通常そのときの支援システムを立ち上

げて、それを過去のデータを入れておればそれは

問題なかったと思うんですけれども、それが今ま

で積み残ってきた、つまり、法務局のデータと同

じものですけども、そういったものが生かされて

ないということで、それを生かしていこうという

考え方に立っておりますので、できればこのデー

タは新しいものは自力でやっていくということを

思っておりますけれども、今までの古い積み重ね

の部分は何とぞ御理解を賜りたいなと思います。 

 それから、電話督促の件もですね、市長も答弁

していただきましたけれども、实は、愛知県も行

っておりますけれども、こういった現年度の納期

がきたものに対して、できるだけ私どももすべて

が自前の職員で何でもかんでもできれば、それは

それにこしたことはないんですけれども、しかし、

限られた財源の中で、できるだけ有効な施策を打

っていくという観点で、法律的に認めらた範囲で、

できるだけデリケートな部分は排除しながら行っ

ていくという姿勢で出していただいたところであ

りますので、私が見ている今回出す部分について

は、確かに大事なことは十分理解しておりますけ

れども、何とか耐えていける部分ではないかなと

思っております。 

 来年以降は、もう一度内部的な横の職員も十分

視野に入れてですね、できるだけまた人事当局と

もお話をさせていただく中で、よりよい方策の方

を見出していきたいというふうに思っております。 

○高橋委員 

 私、今の答弁聞いてがくぜんといたしました、

正直申し上げて。その程度の理解かと。 

 確かに滞納者にテレホンサービスをしたり、あ

るいは差し押さえの行為、これは外部に委託して

もいいよということになったと。しかし、外部委

託といったってね、その外部委託が、例えば地方

公務員の資格のあるような集合体、そういうよう

なところでやる外部の団体だってあるわけでしょ

う。そうではなくて、一般的な人材派遣にこれを

ゆだねてはばからないと。与えられた予算の中で

やらないかんからしょうがないんだと。あとで決
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算審査があるけどもね、７億円も实質収支で黒字

を出して翌年度へ振り込んでおきながら、ここの

職員の一人が確保できないのかという話だわね、

正直いって。金がないからできない話じゃない。

あなたたちの理念の問題なんだ、これは。一人分

の入力データが、人が人件費がないからできない

んじゃないですよ、理念の問題。この程度ぐらい

出せと。滞納してるやつぐらいいじゃないかと、

そうは言わんけれども、实質的にはそういうこと

じゃないの。いろんな事情がありますよ、納期ま

でにできない人が。そんなものを外部の人材派遣

センターに出してもらってだね、ここで仕事をや

れといったってね、そんな人格を無視した人権を

じゅうりんするような行為は許されませんよ、絶

対に。もし総務部長を初め、市長もそういう人権

感覚だとすればね、私は今後、警鐘を鳴らさなな

らん。そういうことなのかと、あなたたちは。私

は、市民にこの事实を告発しますよ。こういうこ

とをやってるんだよと、知立の市役所は。第三者

の外部委託でやって、あなたが滞納者だとばれち

ゃうよと、口から口へ。一回限りでしょう。そう

いう行為がまかり通るような市政は、私は断固許

せないですね。もう一回答弁を求めて、私、質問

を終わります。はっきり申し上げておきます。 

○総務部長 

 繰り返しの答弁になりますけれども、委員のお

っしゃる大事な部分というのも、あながち私も何

も理解できないで行っているということではあり

ません。 

 が、しかし、行っていく部分は、できれば過去

のデータの部分を入力して、そして、今後の支援

システムの中の差し押さえを十分生かしていくと

いう部分であります。 

 これはやっぱり税を集めていく、いわゆる納税

していただくという国民の一つの義務にも平等に

お答えしていくという部分で行っている部分でご

ざいますので、法律的におかしいということであ

れば、これは行っていくべきものではないとはっ

きり言えますけれども、今後そういった部分を十

分意をとめながら、そういった方向性を注意しな

がら行っていきたいと思っております。 

○高橋委員 

 私はね、この補正予算の行為をするなと言っと

るわけじゃないですよ。間違えてもらっちゃ困る。

滞納した人に電話コールをする、いいですよ、こ

れは。それから差し押さえ物件についてパソコン

化していく、これを否定しておるわけじゃない。

しかし、それを市の職員ではなくて外部に委託し

て、しかも一般の人材派遣会社にデータを渡して

はばからないと。一人職員が対忚を見とらにゃい

かんじゃないですか。今、小型カメラ、今皆持っ

ておるでしょうが。これでぱちんとやってないか

どうか。その保障どこにあるんですか。一人つけ

とかにゃいかん。そんな人件費どこにあるんです

か、今の議論だと。 

 私は、この行為をすることを否定しとるんじゃ

ない。仕方に問題があると。違法じゃなければい

いのかということですよ。人権がそういう感覚で

いいのかということを問うとるんです。申し上げ

たいことは以上です。答弁結構です。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 議案第69号について挙手により採決します。 

 議案第69号は原案のとおり可決することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。したがって、議案第69号 平成

20年度知立市一般会計補正予算（第２号）の件は、

原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、認定第１号 平成19年度知立市一般会計

歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 
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 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

○嶋﨑委員 

 それでは、成果報告書の102ページ、103ページ

のところに書いてあります学校図書館の図書購入

をしてその整備の充实に努めました。また、103

ページのところにも中学校のところで学校図書館

の図書を購入し、その整備の充实に努めました。

金額が載っております。この金額は、どの程度の

図書を購入した内容なのか、お話いただきたいと

思います。 

○教育庶務課長 

 小学校の図書購入並びに中学校の図書購入につ

きましては、購入冊数につきましてはちょっと把

握しておりませんが、平成17年度から平成19年度

にかけまして図書整備基準を100％充足するため

の３カ年計画をしておりまして、小学校につきま

しては102％から129％、これは平成20年５月１日

現在です。ということで充足をいたしております。 

 中学校につきましては、同じくこれも平成17年

度から平成19年度につきまして充实のための予算

化をしまして、達成率としては103％から110％の

充足率をしております。購入冊数につきましては、

ちょっと手持ちの資料で把握しておりません。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 この図書購入費については、国の方はとりあえ

ず2007年ですか、約200億円を確保したと。全国

の市町村図書購入費として予算計上をしたもので

あります。ところが、愛知県は51.2％達成してな

いと。図書標準を。または中学校56.9％、知立市

は達成したというお話がありましたけど、この基

準は各小学校でどれだけあったらそれが達成した

ことになるんでしょうか。 

○教育庶務課長 

 これにつきましては、整備基準というのがあり

まして、学校の学級数によって整備基準が決まっ

ております。したがいまして、各学校の学級数に

よって変わってきておりますが、ちなみに知立小

学校を取り上げますと、平成20年度の標準冊数で

いきますと、知立小学校ですとクラス数でいきま

すと１万1,960冊、实際に今、蔵書しております

のが、これが５月１日現在ですが１万2,637冊、

したがいまして、知立小学校につきましては

105.7％の達成率ということで、きょうの新聞に

も学校図書の問題が載っておったと思うんですが、

知立につきましては、先ほどお話させていただき

ましたように、過去標準冊数に達してないという

ことがありましたので、平成17年度から平成19年

度の３カ年計画の中で達成させていただくことが

できました。 

 なお、冊数につきましては、先ほどお話しまし

たように、学校のクラス数で変わってきておりま

したので、ちなみに知立小学校だけ今、回答をさ

せていただきました。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 私は今、もう一つの方のお聞きしたかったのは、

国の基準が何冊なのかということをお聞きしたか

ったのと、もう一つ、この図書費が今回不用額に

小学校で幾らかなってるはずですね。それから中

学校でも不用額になってますね。それの理由を教

えてください。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後３時09分休憩 

――――――――――――――― 

午後３時19分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 失礼いたしました。説明が不足しておりまして、

申しわけありませんでした。 

 まず、学校の図書標準、これが平成５年に決ま

っております。先ほどクラス数で標準冊数が決ま

っておるというふうに申し上げさせていただきま

した。具体的には小学校が学級数１クラスの場合

は2,400冊、２クラスの場合が3,000冊、以下クラ

ス数によって蔵書基準が決まっております。 

 ちなみに先ほど知立小学校ということで申し上

げさせていただきました。学校によってすべてク
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ラス数が違ってきますので、したがって、標準冊

数もすべて10校変わりますので、先ほど代表的に

知立小学校について説明させていただいた次第で

あります。 

 もう一度説明させていただきますと、知立小学

校の場合に、平成20年の５月１日現在の实際の蔵

書の冊数、学校が持っている冊数につきましては

１万2,637冊、それで学級数が27クラスというこ

とで、標準冊数がこのクラス数でいきますと１万

2,160冊ということで、達成率が先ほど失礼いた

しましたが、105.7％と申し上げましたが、ちょ

っとパーセントが違っておりまして、103.9％の

達成率になっております。 

 ちなみに先ほど平成17年度から平成19年度にか

けまして、充实のために図書標準冊数を100％達

成するために予算をつけてきた次第ですが、参考

までに平成16年度の小学校の達成率が７校平均で

80.5％、中学校が75.2％でした。それを受けまし

て３カ年でそれを充足していこうということで、

平成20年の５月１日現在で小学校の平均が

113.7％、中学校が105.5％というふうに推移させ

ていただいております。 

 それから、不用額の件につきましては、図書購

入費につきましては小学校につきましては678円

の不用額のみとなっております。それから、中学

校につきましては2,750円の不用額ということで

なっております。 

 以上で説明を終わらさせていただきます。 

○嶋﨑委員 

 今、お話を聞きましたが、学校図書館図書基準

は何年のものでしょうか。何年調べのものでしょ

うか。 

○教育庶務課長 

 平成５年に策定されました学校図書館図書基準、

図書標準ということで、それを根拠にしておりま

す。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 1993年に定めた図書基準の1.5％、これが今の

国の基準じゃないかなと思いますけども、それに

合致しますでしょうか。 

○教育庶務課長 

 1.5％の増につきましては、先ほど1993年とい

うことをお聞きしたんですが、これが平成５年の

先ほどの標準冊数ではないかというふうに思うん

ですが。 

○嶋﨑委員 

 また後で調べさせていただくのと、もう一つは

調べていただきたいなと思います、その件につい

ては。 

 实際に小学校が不用額になってる額が１校分と

して15万7,170円という金額が私の計算では出と

るわけですけども、また、中学校は４万3,422円、

この金額がどこの教育行政の予算に消えてしまっ

たのかということです。 

 ということは、過日、ことしの春でしたか、国

の方も2007年の約200億円をかけて確保してお話

をさせていただいておる中で、図書費に充ててい

ただく分が充当率がないのにもかかわらず、どん

どん教育行政の費用に充てられておるということ

を聞いております。 

 また、今回のこれは多分きょうの新聞じゃなか

ったかなと思うんです。中日新聞だと思いますが、

図書审に本が足りずという名目であって、これも

やはり同じように図書費は変わらないで教育行政

費に変わっちゃってるんじゃないかということが

言われております。不用額がその金額が出ておっ

て、その例えば１校分として小学校が1,000円の

本を買うと117冊の本が買えるわけです。また、

中学校も43冊の本が買えるわけです。その本がど

こかに消えたような感じを受けますので、その不

用額の金額が、どこで活躍していただいてるのか

をお聞きしたいのと、もう一つは、その充当率に

ありますと。充当率は十分できておりますという

話の中で、その学校の利用状況、本が冊数は図書

审に並んでおればいいという問題じゃないと思う

んです。今回の学習要領の改定に伴ってもそうで

すし、その前の総合学習の問題においても、調べ

ものをするためには図書は最大限必要なものであ

ると。その点、教育長、図書についての所見はど
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のようなものをお持ちでしょうか。あればあるだ

けいいと僕は思っておりますけども、实際に数字

だけが合えばいいという教育行政というのが、果

たしてよき青尐年の健全育成に役立っておるだろ

うかということを疑問を感じるわけですけども、

お答えをいただきたいと思います。 

○教育長 

 本があればいいというものではありません。活

用するということが大切であります。 

 それで今、教育庶務課長が答弁しましたように、

平成17年、平成18年、平成19年、図書充实３カ年

計画、これはその３カ年で図書を基準を達成する

ということと、もう一つが、図書管理システムの

構築、例えば以前は本の番号があって、それを書

いて今は全部バーコードでやります。子供たちは

忘れても生徒手帳にはこれがある。そういう形で

やってきました。 

 そして今、言ったように、図書が本が達成して

いる。そして、そういう管理システムできてる。

しかし、活用できなければ何もならない。それで

さらにまた読書活動推進３カ年計画というのを市

の方へお願いしまして、図書支援員の方を３年間

何とかできないかということで、今それぞれの学

校に図書支援員の方がみえます。そして、図書管

理システム等を活用しながら、どんな本がよく読

まれているのか、そういうこともやってみえます

し、子供たちが調べ活動に来れば、図書审には図

書支援員の方がみえて、いろんな補助もしており

ます。そんなようなことで、現在取り組んでいる

のは読書活動の推進、これを今、進めているとこ

ろであります。 

○嶋﨑委員 

 もう一点の方がお答えがないようですけども、

教育長のお話です。この図書というのは、非常に

冊数があるという問題で、僕いつも疑問に思うん

ですけども、15年、20年、30年たっても価値観の

ある本と、それから、ただあるにすぎない古本が

そこに積んであるにすぎない本と、それから、も

う一つは、子供が読みたい本、読ませたい本、こ

ういうものがあるわけです。それのバランスはと

る必要があると思いますけども、今、取り組んで

いただいてるというようなお話もちらっと聞きま

したけども、もう一度教育長に、もう読まなくて

もいいよというような並んでるだけの本、これの

処分の仕方、また、取り扱いの方法を教えていた

だきたいと思います。 

○教育長 

 今お話しましたように、本はかなり充实してま

いりましたので、毎年図書費の購入ができます。

だから要らない本は廃棄していけばいいわけです。 

 ところが、要らないのは古いから要らないとい

うわけじゃないです。今先ほどお話しましたよう

に、図書管理システムがありますので、どの本が

何冊読まれているか。この本は読まれてない。２

年前に買ったけども一回も読んでないかと。それ

ほんとに買ったのがよかったのかということもあ

るわけであります。例えばかなり古い本で、夏目

漱石の本だとか古くなってきても活用しとると。

すると今度買いかえをするということもできるわ

けであります。だから、その図書管理システムが

まだ十分に回転してるかというと、そういうこと

ではないわけでありますけども、それを十分に活

用して、子供たちがどんな本を読むのか、それを

大切にしたい。 

 それから、どんな本を子供たちに読ませたいの

かというのもあるわけです。今、愛知県でもこの

一冊というのを取り組んでいるわけで、そのため

には各学校では朝の読書というのを取り組んでい

る学校たくさんあります。そのときに私のおった

学校では、先生が子供に読ませたい本を自分でみ

ずから読んでいる。そうすると子供たちが、先生

何読んどる。これなかなかいいよ。あとで貸して

と、そうして読ませる。あるいは自分が読んだ本

を友達に紹介する、こういうことも各学校では取

り組んでいるわけであります。 

 そういう意味で、読書活動というのは、それぞ

れの学校で朝の読書、読書活動の図書館の支援員

の方、そういう人たちが一体になって、今、読書

活動に取り組んでいるところであります。 

○嶋﨑委員 
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 非常に計画、また取り組んでるのは姿勢はよく

わかるんですけども、その姿勢だけでは内容を伴

ってこないと思います。 

 先ほどもう一つ答弁忘れているのが出ましたら

言っていただきたいと思います。利用状況です。 

○教育長 

 もう一つの質問の内容をちょっとしっかり把握

できなかったんですけども、図書の本が何冊借り

出されているかということでありますか。申しわ

けありません。 

○嶋﨑委員 

 今の教育長のお話と、もう一つ、学校の中で、

どういう形でどういうような状態で本が利用され

ているかということです。 

 一番大事なのは、図書を置いとくだけというの

が僕は、まず図書の価値観を失っていると思いま

す。という意味で、利用状況が本が冊数が尐なく

ても、どんどん使われておれば、それである程度

可能なわけですけども、それをお聞きしておきた

かったんです。 

○教育長 

 どのように活用されているかということであり

ますけど、まず第一に、一般的に本にはいろんな

種類のものがありますので、例えば小説などを読

む子もおります。最新の物語を読む子もおります。

そういうものを読む子もおりますし、学習の中で

の調べ学習、こういうものに活用する場合もあり

ます。例えば修学旅行などに行く場合、同じ本が

たくさん要る。そうしますと、あるいは総合探検、

総合学習なんかでやる場合も多い。そういう場合

には学校には十分な図書がない場合は、図書館の

方で100冊卖位で借りてくる、こういうこともや

っております。だから学習の中での調べ学習に使

う場合、あるいはいろんな文学作品を読む場合、

図鑑とそれぞれ使っております。 

 また、学校によっては低学年の子たちは一番最

上階まで行くの大変なので、低学年図書館といっ

て低学年に向いた本を置いてるところもあります。

だから学校によって、あるいは教科によってさま

ざまな活用の方法を行っております。 

○嶋﨑委員 

 教育長の言葉じりをつかまえて申しわけないん

ですけども、この各学校でどういうふうに利用さ

れて、どういう形で流れておるかという状況を把

握していただいて、一覧表にして提出していただ

きたいと思います。よろしいでしょうか。 

○教育長 

 各学校の活用状況、これはすぐ各学校で提出し

てくださいと言えばしてくれますので、提出の方

をさせていただきます。 

○嶋﨑委員 

 一番最初にお話しました流用されておるのかさ

れてないのか、この金額、経費にして小学校が約

110万円、それから中学校が130万円ですね、240

万円の金額でしたかね。ちょっと金額に違いがあ

ったら失礼します、という形であるわけです。流

用率が82.5％、小学校、中学校が72.3％というこ

とであるわけです。その足らない部分の金額がど

こへどういう形で流用されているのかお聞きした

いと思います。 

○教育庶務課長 

 今の不用額の件につきましては、この不用額調

べでの数字でしょうか。先ほどお話しましたよう

に、図書購入費としての不用額は100円卖位と

1,000円卖位でしか出ておりません。この不用額

の主要成果の教育振興費につきましては、教材備

品ということで数十万卖位の不用額が出ておりま

すが、図書購入費については先ほど申し上げた額

の不用額しか出ておりませんので、御理解いただ

きたいと思います。 

○嶋﨑委員 

 出ておりませんので、私あえて聞いとるわけで

す。 

 といいますのは、予算書とこの成果報告書を調

べさせていただくと、その額が出てくると思いま

す。その額は、今お話ししたように82.5％、

72.3％です。支払済みは。あとの金額は、私は不

用額ないしは流用額だというふうに思っているわ

けです。ですから、不用額という言い方がおかし

ければどこへ流用されているのかとお聞きしたん
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です。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後３時40分休憩 

――――――――――――――― 

午後３時44分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 私の方が聞き取り不足で、どうも申しわけあり

ません。 

 今、委員御指摘の約100万円近くの差ですが、

申しわけありませんでした。102ページの図書購

入費の決算額が、小学校ですと520万8,807円とい

うことになっておりますが、冒頭で私、説明させ

ていただきました３カ年の図書充实費ということ

の中で、その充实費のいわゆる通常の図書購入費

プラス図書充实費ということで別枠でつけた部分

が、申しわけありません。ここの主要成果の数字

に入っておりませんでしたので、それが委員の言

われとった差で差が出てきておりました。 

 102ページの小学校の図書購入費の訂正をお願

いしたいと思います。別個にとらえておりました

ので、それを合算しますと小学校の方が636万

1,322円、それから103ページの中学校の方の図書

購入費、これも充实分を別枠であげておりました

ので、これも含めますと471万6,250円ということ

で、私が不用額という説明した数字と合致してく

ると思います。別枠でちょっととらえておりまし

たので、この主要成果も別枠ということで、通常

の分だけ載せておりましたので、御面倒かけまし

た。 

 以上であります。 

○嶋﨑委員 

 別枠ということで、金額に多尐違いがあると思

いますけども、理由がわかれば自分は納得いたし

ます。 

 次に、ここ近々に教育委員が高橋さんと吉澤さ

んがやめられたわけですね。後任が決まりました。

高橋さんは何年何月にやめられたか、また吉澤さ

んは何年何月にやめられたかお聞かせください。 

○教育庶務課長 

 高橋委員につきましては、ことしの３月30日、

吉澤委員につきましては、ことしの６月30日であ

ったかと思っております。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 それじゃあ、報酬の方はきちんと整理されて全

額支払われておるというわけですね。 

○教育庶務課長 

 そのとおりであります。 

○嶋﨑委員 

 それでは、また成果報告書に出てない決算書に

も出てない、平成18年度の予算書しか出ておりま

せん小学校の自動車借上料35万円、小学校、中学

校の15万円は支払済みでしょうか。それともその

残額は残っておるでしょうか。 

○教育庶務課長 

 平成19年度につきましては、小学校が17万

3,120円、それから、中学校につきましては７万

4,930円ということで、これは子供が病気、けが

等で病院等への搬送の行き帰りということで執行

させていただいております。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 私が過去に一般質問でさせていただきました学

校の公有地目的外利用という形で、学校の先生の

駐車の件を話したときに、こういうような回答が

あったかと思います。 

 学校の先生の車は公用車と同じだという形であ

りました。公用車と同じであるならば、その自動

車の借上料は必要ないと思いまして、全額よそへ

使われたのかという形でお聞きしたわけです。实

際にこの借り上げが、ほぼ半額使われております。

それ以外で公用車がわりに使用された学校の車は

何台あるのかお聞かせください。 

○教育庶務課長 

 先ほど申し上げさせていただきました、いわゆ

る自動車の借り上げ、これはタクシーですが、過

去、私もいつからこういうふうに切りかわってき
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たか、そこまで把握しておらないで申しわけない

んですが、過去は先生の車でという時代もあった

と思います。 

 ただ、緊急時の搬送において、私用車で事故等

があってもいけないということで、今は緊急時に

ついてはタクシーでの自動車借り上げということ

に統一させていただいております。 

 あと、先生が他の公務ででかける場合について

は、公用車という形では置いておりませんので、

私用車での旅費対忚という格好になっておると思

います。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 ありがとうございます。 

 それならば学校の先生の駐車場については、玄

関横の一等地に駐車場を設ける必要はないかと思

うのです。そういう意見を私は持ってるわけです

けども、教育長の御意見をお伺いしたいと思いま

す。 

○教育長 

 学校の中に先生方の駐車場を設ける必要はない

という質問かと思います。 

 各学校には公用車がありません。だから先生方

の車は、全員公用車扱うということで申請をして

おります。つまり、保険にどれだけ入っていると

か、車検は受けとるのかと、そういう扱いを申請

をして公用車として自分の車で主張先まで行って

おります。それに対して県の方から旅費が出てお

ります。 

○嶋﨑委員 

 その公用車扱いは何台あったのかを聞いたわけ

です、先ほど。 

○教育長 

 今、学校の先生方はすべて、車を持っている方

は申請をしております。 

○嶋﨑委員 

 その实例が、平成19年度何回あったのかという

ことを把握してみえますかということをお聞きし

たんです。 

 私は、子供が健全に遊ぶ場所、それから体育向

上のための場所、コーチを、そういう24時間に近

い学校の開校している時間数をかなり面積を保有

するというのはいかがなものでしょうかというこ

とを言いたいわけです。 

 今、公用の可能性があるということでお話聞き

ましたけども、それはね、全先生の車がそれに該

当するのかという部分も言いたくなる部分もある

のです。实際には時と場合と、その状況によって

は全員先生が対象が変わってくるだろうと私は思

いますけどね。 

○教育長 

 すべての先生方は、公務出張はあります。例え

ば初任者研修だとか、いろんな場合もあります。

だから新人はないというわけではありません。校

長もたくさんの出張があります。そういうときに

は公用車使用ということで対忚しておるわけであ

ります。だから、すべての先生方が使ってる。 

 学校の中に公用車を何台か置けばいいわけです

けども、それはなかなか難しいということで、そ

ういう扱いをしております。 

○嶋﨑委員 

 どうでしょうか。こちらの方で学校の公用車と

して各一台軽の車を配置することは不可能でしょ

うか。そうすれば駐車場がすべて外へ出ていって

いただける可能性があると思いますけども。副市

長、お話を聞きたいと思います。 

○田中副市長 

 この職員はすべて駐車場費を負担してやってる

ということで、先生方の車が、かつてもこういう

議論がされたことがあると思うんですけどね、公

地の中に今とめてるものを周辺に出すと。周辺で

適当な地があるかどうかという問題もあろうかと

思いますけれど、今、私もう尐し考えさせていた

だきたいと思うわけですけれど、今思うに、新た

に公用車を各学校に購入配置し、先生方の車を場

外へ出すということについては、今の形も不審な

点があるかもしれませんけれど、ある程度合理性

があるのかなと。学校によって公地がほんとに狭

くてね、非常に問題になってるというところが出

てくれば、また検討を深めたいというように思い



- 48 - 

   

ます。 

○嶋﨑委員 

 必要性が認めてもらえたわけだかよくわからん

回答なんですけども、公用車、公用車といって教

育委員会は逃げておる。その逃げてる言葉に対し

て、こちらが行政の方はどうするかというお話を

させていただいたわけです。 

 なぜ私はこういう質問をさせていただくかとい

うのは、知立小学校の体育館の改修工事のときに、

運動場のど真ん中に駐車場持っていったというに

近い实例がありますよね。運動場の中に。ど真ん

中じゃなかったな、ちょっと隅ですけども、駐車

場が運動場にやられたというその短絡的な考え方

で、ここに置けばいい。子供はある程度犠牲を払

ってほしいよというような考え方、この教育委員

会の考え方が、私、もう尐し直してもらえないの

かなというふうに思い、この問題を取り上げてき

たわけです。 

 またこれは、今後どんどん奥を深めていかない

といかん問題だろうと思うんです。学校教育施設

は市の方が提供する。そうすれば県の方からくる。

その県の職員の方の自動車の置き場は確保してあ

げると。それから、学校の先生だけども市の業務

をつかさどる方については、市の職員と同じよう

に駐車料金をいただくと、この不合理はどうも納

得いかないです。そこら辺をこれから解明させて

いただきたいと思いますし、また、お聞きしてい

きたいと思います。 

 そこで市の職員の駐車料金の収入が成果報告書

に出ておりますね。幾らでしたかね、出ておりま

す。その職員の駐車場の支払金額が出ております。

その市の支払金額に対して、市の職員から幾ら市

は収入としていただいておるでしょうか。 

○秘書課長 

 職員の駐車代ということで、年間１人6,000円

いただいております。金額は成果表の36ページに

記載してありますけども、平成19年度は229万

3,200円。ですから、大体300人強の人数になりま

す。 

 以上であります。 

○嶋﨑委員 

 それは大体収入の方は何％でしょうか。 

○秘書課長 

 先ほどの１人当たり6,000円と言いましたけど、

7,200円が正しいということで訂正させていただ

きたいと思います。月額600円ですので年間7,200

円という格好になります。 

○嶋﨑委員 

 職員からいただいているお金と、それから支払

いの金額、そのための駐車料の支払金額の割合は

何％でしょうかと聞いたわけです。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

午後４時02分休憩 

――――――――――――――― 

午後４時04分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○秘書課長 

 市の方の借り上げということで466万100円を借

り上げとして支払っております。ですから221万

5,200円の使用料をいただいておりますので、差

し引き244万4,900円が不足するという格好でござ

います。 

○嶋﨑委員 

 かなりここも優遇された施設だなと思います。

約５割以上の駐車料金の負担をしていただけると

いう企業というのは、そうはないかと思います。 

 次へ移らさせていただきます。 

 同じく40ページに事故修理11件というのがある

わけですけども、この11件の内容を教えていただ

きたいと思います。 

 成果報告書の車両修繕の事故修理延べ台数11、

45万4,932円の内容を教えてください。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後４時06分休憩 

――――――――――――――― 

午後４時08分再開 

○川合委員長 
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 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○総務課長 

 大変申しわけございません。ただいま調べてお

ります。後ほど報告をさせていただくということ

でよろしいでしょうか。申しわけございません。 

○嶋﨑委員 

 問題の方を変えさせていただきます。 

 成果報告書の100ページの奨学費183万6,000円、

交付人数17名、その下の私立高等学校授業料補助

411名、金額411万円、これの内訳をお願いしたい

と思います。 

○教育庶務課長 

 まず最初に、奨学費につきまして説明させてい

ただきます。 

 17人の内訳になりますが、１学年が６名、２学

年が５名、３学年が６名の17名ということであり

ます。 

 それから、私立高等学校の授業料につきまして

は、対象学校数が58校、その中で申請された方が

411名ということになっております。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 奨学金の予算額が248万4,000円ということにな

っておりましたと思います。現状17名ということ

で御説明いただきました。なぜ対象者が248万

4,000円から183万6,000円になったのかをお聞き

したいと思います。 

○教育庶務課長 

 予算額につきましては、各学年６名という形で

予算額を持っております。１学年につきましては

６名ということで先ほど説明させていただいたと

おりでありますが、２学年の方につきましては、

途中で退学されまして、支給がなくなりました。

合わせて広報等で追加募集を行いましたが、申請

がなかったということで５名ということで、この

１名分の9,000円掛ける１名の12カ月分が予算と

の差になっております。 

 以上であります。 

○嶋﨑委員 

 同じく補助金のところで、予算額の461万円が

411万円になった。多分交付予定人数は461人だっ

たかと思いますけども、50名近い減は、どういう

理由でしょうか。 

○教育庶務課長 

 予算の段階では、どうしても前年の10月に予算

組んでおります。私立高等学校の前年の進学率を

参考に予算を組まさせて、見込みで組んでおりま

す。それが461名。これは私立高等学校等の進学

率をもとに予算で人数を組んでおります。实際は、

先ほどお話させていただきましたように、58校の

募集の通知、それから、それ以外の方もみえるか

もわかりませんので、市の広報で案内というか、

ＰＲをさせていただいた結果、当初予算との差で

約50人の差が出たという結果になっております。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 わかりました。 

 それでは次に、97ページに消防費、これのポン

プ操法訓練と愛知県消防操法大会の９月８日から

４月17日、延べ177人の人数が参加。操法大会90

人という形であります。このときの予算づけとい

うのはどういうものでしょうか、お聞きしたいと

思います。 

○防災対策审長 

 操法訓練と操法大会の予算づけということでご

ざいますけども、上の表の一般管理備品で操法大

会等の備品購入を行うものと、それから、委託料

で操法大会の訓練を消防団に一括して委託してお

ります。 

 以上です。 

○嶋﨑委員 

 96万は予算書の方に出ておったかと思います。

操法大会の委託費。管理費については私わかりま

せんので、今お聞きしました。 

 この消防についての消防団へ毎年新しく入団し

ていただきますよね、何人か。やめられる方もい

ますけども、何人か入団していただく。この方た

ちは、消防経験というのはあるでしょうか、ない

でしょうか。 

○防災対策审長 
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 私ども、ちょっとそこまで承知しておりません

が、消防経験がない方がほとんどじゃないかと思

っております。 

○嶋﨑委員 

 ないだろうなと思います。また、消防団員の方

の募集方法は、どのような方法でしょうか。 

○防災対策审長 

 募集方法ですが、各分団の役員が年末及び年度

末近くに各家庭をいろんな形で情報を入手しなが

らお邪魔して、入団の勧誘を行っておるというの

が实情でございます。 

○嶋﨑委員 

 今、お話を聞いた中で考えるに、消防団員にな

っていただく方についての消防訓練ないしは消防

団員になるための基礎知識、これらを教えるとこ

ろはどこにあるでしょうか。 

○防災対策审長 

 新たにはいっていただいた団員の方の訓練とい

うことですが、この表にもありますように、入っ

ていただいてすぐに総合訓練という形で知立署の

協力を得まして訓練を行っておると。その後にお

きましても各行事等々つかまえまして訓練を行っ

ておるという状況でございます。 

○嶋﨑委員 

 消防団経験者ならば言わず語らずを知っとるじ

ゃないかということを言われそうな感じがします

けども、私、考えるに、完全に経験のない人を集

めて、入退団式が終わった明くる日に家事があっ

たら、その人たち現場へ行かなきゃいけないです

よね。現場へ行ったときに、どういう対忚をする

か。私も経験はないんです。消防団員の経験はな

いんですけども、例えばプロパンガスの取り扱い

をどうしたらいいか、または、消火をする場合に

どういう方法をとるべきだろうというふうについ

て全く知らない人がホースを持って走る、このこ

とについて非常に危険を感じるわけですけども、

そこらあたりのフォローは市として考えておられ

るでしょうか。 

○防災対策审長 

 現在、消防団活動の消防というかかわりにつき

ましては、主に消防署員の後方支援が主でありま

して、直接消火活動の方には現在は携わっていな

いと。 

 しかし、大きな災害となりますと、今後そうい

うわけにもいかないかもしれませんが、現在では

そういう状態でございます。 

○嶋﨑委員 

 尐し消防団員になられた方に基礎知識というの

を教えていただく機会があってのいいなと。この

消防団の主な行事を見させていただいて、どれに

当たるのかなという形で見させていただきました。 

 昨日もどこかで知立市内で火事があったようで

すけども、今年度入った新しい方が、实は昨日は

知立市の秋葉さんのお祭で、大体消防団員の方は

７割、８割が知立神社の方へ向いちゃってるわけ

です。そうすると、関係のない人が出ていただこ

うとした場合に、消防団経験者の人がそちらの方

へ向いちゃってる。新たに入ってきた人が、たま

たま寄った。寄ったけども、どうしていいのかわ

からんというような状況が現实あると思いますの

で、ひとついい知恵を絞って、よりよい消防活動

にしていただくことをお願いしたいと思います。

それはお願いしておきます。 

 それから最後に、48ページの町内会事業の町内

会活動事業補助金1,072万50円あります。交付町

内回数31、あと、内容として均等割、人口割、世

帯割、面積割とあるわけですけども、この基準と

いうのは何年に立ったものでしょう。いつ見直さ

れて、いつこれが施行されてるのかお聞きします。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩いたします。 

午後４時22分休憩 

――――――――――――――― 

午後４時30分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○市民協働課長 

 町内会の活動費の補助金につきましては、昭和

56年に制定されておりますけれども、最終的に平

成14年の４月１日に改正されておりまして、それ



- 51 - 

   

以降、先ほどの内容の金額で活動費の補助金を交

付させていただいております。 

○嶋﨑委員 

 非常に驚いたわけです。昭和56年というと今か

ら何年でしょうね。４分の１世紀ですよね。おお

むね４分の１世紀に当たる期間見直しがされてな

いということについて、非常に疑問を感じるわけ

です。 

 その割には昭和56年の町内会に対する市の委託

行事、またはお願いする行事というのは、どの程

度あったでしょうね、お聞きしたいと思います。 

○市民協働課長 

 まず、先ほどの昭和56年にこの要項は施行され

ておりますけれども、そのあと、要項の改正は昭

和57年、昭和61年、昭和62年、平成５年、平成10

年と、それから最後は平成14年ということで改正

はされておりますが、申しわけございません。今、

調べた中では、平成14年の４月１日から施行とい

うことで、この先ほどの内容の金額から現在に至

っているということで、その前の改正については、

どういう状況かちょっと把握できませんでしたの

で。 

 質問者のおっしゃられる町内会行事等について

は、やはり今、区長方にもいろいろ市との町内会

の住民の皆さんとのパイプ役ということで、いろ

んなものをたくさん私の方からも依頼なり、連絡

なり、御相談なりをさせていただいております中

で、やはりこういう時代の流れの中で、確かに言

われるように、区長のお仕事の内容について、ま

た、町内会の内容についてはふえているというこ

とは認識をしております。 

○嶋﨑委員 

 昭和56年から何回か変わって平成14年、それで

もなおかつ今、平成20年ですよね。６年というこ

とで、この６年の間の流れというのは非常にきつ

いものがあると思います。 

 一つお願いしたいのは、昭和56年のときの町内

会に委託、またはお願いする分は何があったのか。

それから、平成14年のときのお願いするものは何

があったというのを一覧表にして、その間、昭和

56年から平成14年の間に１回入れて３回ぐらいの

対比表を見せていただければありがたいなと思う

んです。 

 もう一つは、区長の報酬はどういう感じになっ

てますでしょうか。 

○市民協働課長 

 現在は、月額で２万8,000円ということでお願

いをしております。 

○嶋﨑委員 

 平成14年のときと変わらないわけですよね。こ

れも先ほどの話と同じように、昭和56年、平成14

年という形でお見せいただければありがたいと思

います。 

 といいますように、町内会にはかなり負担をお

願いしてると思いますけども、企画部長いかがで

しょうか。 

○企画部長 

 今、課長の方からも御答弁させていただいたよ

うに、非常に多くのことを町内会へお願いをして

おります。市からだけでもなくて、あるいは社会

福祉協議会ですとか、そういうところからもお願

いをさせていただいております。また、町内会は、

それぞれ町内会の悩み事といいますか、いろんな

行事を行ったり、あるいはいろんな町民の方から

苦情を受けたりというようなことで、区長、非常

にお忙しいということも承知をしております。ま

た市の方からもお願いを今後もしていきたいと思

いますので、区長には大変申しわけございません

が、御協力をいただきたいというふうに思ってお

ります。 

○嶋﨑委員 

 今、お話がちらっと出ましたけども、区の方か

ら市の方にお願いするものもあるし、市の方から

お願いするもの、その中で、私が何を言いたいか

といいますのは、一般質問の中でやらせていただ

きましたＡＥＤ、これの補助金が幾らだったか、

いま一度お願いしたいと思います。 

 いま一度この活動状況を見ていただいて見直す

気はないのかということと、もう一つ、区の状況

ピンからキリまであります。そのピンからキリま
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でをどのぐらい把握してみえるのか調査をしてい

ただきたいなと思います。ある区については、非

常に活動はない部分もあります。それから、ある

区については、かなり活動しているということが

ありまして、僕は、ＡＥＤについては補助金にと

どまらず各町に100％に近い90％程度の補助金な

のか、補助金というと何十パーセントかなという

ことで、まずその補助金の額を教えていただき、

今後やはり同じような形で補助金でいくのかいか

ないのかの考えと、それから、各区の調査をされ

るということをお約束していただきたいと思いま

す。いかがでしょうか。 

○市民協働課長 

 ＡＥＤにつきましては、現在のところは補助対

象にはなっておりませんが、来年度に向けてＡＥ

Ｄの初期投資について２分の１ということで町内

会から御希望いただいて、御希望いただいた町内

については予算要望をしていこうというふうに考

えております。 

 その２分の１というとことについても、やはり

町内会によって、先ほどもお話をしていただきま

したけれども、やはり町内会活動の温度差という

のはほんとに確かにありますので、設置できるか

できないのかというところもあるということも踏

まえまして、今回については２分の１以内の補助

金ということで来年度に向けて検討をさせていた

だいているところでございます。 

 それから、区の調査ということでございますけ

れども、やはりちょっとこの区の調査につきまし

ては、町内会に市からいろんなお願い事、それか

ら町内会からのお願い事等ございますけれども、

こういう調査というのも今までやっておりません

ので、尐しお時間をいただいて町内会とまたお話

し合いをさせていただいて、どんな事業をという

ことになろうかと思います。 

 確かに活動費の補助金の中で、町内会事業がど

んなものがあるという大まかなものはわかります

けれども、中身の細かいところまではまだはっき

り私どもも把握してないところもありますので、

尐しお時間をいただければというふうに思います。 

 それと、先ほどの活動費の移動の改正の内容、

それから、報酬額の内容についても尐し時間をい

ただいて調べさせていただきたいと思いますが、

よろしくお願いしたいと思います。 

○嶋﨑委員 

 補助対象になってないもの、先走って申しわけ

ありません。ＡＥＤというのは、大体するもので

しょうか。 

○市民協働課長 

 ＡＥＤにつきましては、現在市役所関係、公共

施設の中で、18施設だったと思いますけれども、

大体40万円ぐらいということで、ＡＥＤに附属す

るパットだとかバッテリー等もございますので、

多尐値段に違いは出るとは思いますけれども、40

万円前後というところで購入ができるというふう

に思っております。 

○嶋﨑委員 

 40万円というお話聞いたわけですけども、いろ

んなところに問い合わせしてみますと、30万円じ

ゃないかなという回答をいただいているところも

あるわけですけども、40万円の２分の1、20万円

ということですね。 

 あとのことについては、時間を取っていただい

て答弁していただければよろしいかと思います。 

 最後に、決算書の197ページの災害復旧費の不

用額900万3,000円、これは災害がなかったからと

いうことでここに計上されたかと思いますけど、

この取り扱いは普通どうされるのかということと、

もう一つ、私、災害のための基金の積み立てとい

うのを考える必要があるんじゃないかなと思うん

ですけども、その意見についてはどういう考えを

お持ちでしょうか。 

 例えば10年間災害がなかったというと約1,000

万円金額を積み立てていけば１億円という金額が

たまるわけです。災害復旧費を不用額だよといっ

て卖年度決算でなしにしてしまうのか、それとも、

もう尐し考え方を変えて災害積立金といいますの

は、今年度の岡崎市の伊賀町、あそこはまずそう

いう災害がないという形で何年か何十年かきたわ

けですけども、やはりあったわけです。そうなる
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と知立市の場合も同じく大正年代に逢妻川が切れ

て、知立神社の鳥居の半分から３分の１近くまで

水につかってしまったという事实もあるわけです

ので、そういう基金の積み立てというのは考えら

れないか御答弁がいただきたいと思います。 

○総務課長 

 ただいまの件につきましては、一度研究をさせ

ていただきたいと思います。 

○嶋﨑委員 

 やはりこれは考えていただきたいなということ。

市の行政のトップになっている方たちにも、それ

は頭の中に入れていただきたいなと思っておりま

す。 

 そんなことを決算でお話を聞きながら、まだ帳

面を見るといろいろあって、説明しにくい部分も

あるんですけども、一つだけ教育委員会の方にお

尋ねしたいのは、現在私は、きょうの委員会が開

かれる前に夏の事故、いろんな形でこういう御努

力されておると思います。神谷先生の状況とかい

ろんなものがあると思います。そんなこととか、

また、今一番近い問題では、今問題になってる不

良米ですね、不良米の取り扱い等について学校給

食、愛知県は547か574かどちらかの学校が関与し

ておるという数字がスバルという会社の方から出

ておりますので、当然この委員会の冒頭でお話が

あるべきものだと思ってお待ちしておりました。

約６時間たっても一向にそれに触れられる部分も

ないですので、あえてお聞きしておきたいなと思

います。 

○学校教育課長 

 それでは私の方から、知立中学校の事件の方の

ことですよね、神谷教諭の件ですよね。 

 新聞に出ておりましたように、既に退院して自

宅静養をしております。それで現場に戻るのを今、

前期後期、学校２学期制になっておりますので、

今ちょうど前期の切れ目というところもあって、

本人は大分気にしておりますけども、まずしっか

り治すようにという学校長の言葉等で今、自宅で

静養しております。实際に復帰する日時等はまだ

未定という状態であります。 

 以上です。 

○教育庶務課長 

 事故米の件についてお話させていただきます。

配慮が足らなくて御質問者からいただきまして、

説明ということで、まことに申しわけありません。 

 事故米につきましては、ここ数日いろんな形で

新聞に出ております。知立につきましては、地産

地消ということで従来から知立市産米の米、あい

ちのかおり、これをＪＡと県の学校給食会の方と

従来よりお話をしておりまして、知立市産米を使

っております。 

 したがいまして、主食である米飯につきまして

は、事故米を使っておるということはないという

ことで、よろしくお願いしたいと思います。 

 なお、事故米を使った主食じゃなくて加工品と

いうんですかね、原材料を使ったものについては、

まだいろいろ若干県の報道も流動的な部分があり

ますが、現時点ではことしの４月以降購入してお

ります業者15社程度なんですが、すべて調査した

段階では、現時点では米粉を使ったそういったも

のは該当の問題となった業者からは仕入れていな

いということは確認しております。 

 以上であります。どうも御心配かけまして申し

わけありません。 

○嶋﨑委員 

 神谷先生のことについては、私、下手するとこ

の先生、不登校になっちゃわへんかなという心配

をしとるわけです。１人の優秀な先生を不登校に

させるということは、知立市の教育界のマイナス

だと思っておりますので、よろしくお願いしたい

と思います。 

 また、学校給食については、今御答弁がありま

したように、受け取ってまいりたいと思います。 

 私が、なぜあえてここでこんな話をさせていた

だくのかなというのは、開かれた教育委員会、開

かれた学校教育という形を今後とっていただきた

いと切に思ってきょうは長々と質疑をさせていた

だきました。实際に教育委員会、学校の自動車は

公用を兼ねてる、そういう一つのところで線を引

いてしまって、全くそこから出ようとしない。そ
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のかたい殻を何とかいまひとつ考えていただいて、

開かれた学校教育、開かれた教育委員会という形

にしていただきたいという気持ちできょうは質疑

をさせていただきましたので、御答弁ありがとう

ございます。終わります。 

○総務課長 

 大変答弁遅くなりました。申しわけございませ

んでした。 

 先ほどの嶋﨑委員より車両修繕の件で御質問い

ただきました。ここでひとつおわびしたい訂正が

ございます。实は、40ページでございます。40ペ

ージ下から二つ目の項目、車両修繕のところでご

ざいます。区分としまして、上から点検修繕、事

故修理ということで事故修理11件の内訳というふ

うに御質問をいただいたわけでございますが、实

は、点検と事故修理の項目が前後しておりまして、

一番上の点検のところが事故修理、したがって、

事故修理のところが点検ということになりまして、

事故修理は５件で53万9,869円ということになり

ます。大変申しわけございませんでした。 

 それで、この５件の内訳でございますが、すべ

て公用車の物損、自損事故に伴うもので、一番安

く済んだといいますか、支出金が尐なかったもの

が３万6,572円から一番被害の大きかったものが

34万8,800円ということで、５件の事故の修理費

ということになっております。 

 以上です。 

○山﨑委員 

 では、手短に私から一点お聞きしたと思います。 

 主要成果報告書の54ページをお開きください。

中段の４目諸統計費、これは担当が企画課という

ことで、これに関連しまして本題に入る前に確認

のため、知立市の人口についてお伺いしたいと思

います。 

 まず、知立市の人口は先月の８月１日付では６

万9,915人ということでありましたが、９月１日

現在は何人なのか。これはちょっと確認のためお

聞かせください。 

○企画課長 

 ９月１日現在でございますが、これは住民基本

台帳ベース、外国人登録人口数を含みますけど、

６万9,929人でございます。 

 以上でございます。 

○山﨑委員 

 ６万9,929人ということですね。そうしますと、

人口７万人まであと71人ということでありまして、

人口７万人の達成見込みはどうなのか、これをち

ょっとお聞きしたいと思います。 

○企画課長 

 ７万人の達成の見込みでございますが、９月18

日木曜日現在でございます。金曜日のものを出せ

ればよかったと思うんですけど、これは６万

9,938人でプラス９人というような形になってお

りまして、過去２年間ですけど、月の平均が78人、

過去２年間の９月の増加数というのは平成18年５

人、平成19年が41人ということで、８月が増がふ

えたのが14人であった。過去平成18年、平成19年

ということになりますと、８月というのは100人

ベースでふえておりまして、８月、９月がちょっ

といつものペースでいいますと、ふえ率が尐ない

と。達成の見込みは９月だというふうに思ってお

りましたけど、９月か10月になるんではないかと

いうふうに思っております。 

 以上でございます。 

○山﨑委員 

 わかりました。 

 ７万人まであと近々かなということで、そこで、

７万の達成時に知立市人口７万人達成記念事業み

たいなですね、そういった７万人達成記念事業み

たいなイベントを開催してみてはどうかなと思う

んですが、いかがでしょうか。 

 知立の市民の皆様へ、近隣市に広くＰＲできま

すし、広く知ってもらうということでこういった

事業を開催したらどうかなと思うんですが、いか

がでしょうか。 

○企画課長 

 これにつきましては、平成20年度の予算で盛り

込んでおりまして、企画の方で予定しておる事業

につきましては、７万人が達成したときに、正面

玄関の付近の壁に、祝知立市人口７万人達成とい
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うことの横断幕を設置したい。 

 それから、７万人達成した後の本人、出生者と

いうような形にとりたいというふうに思っており

ますけど、本人、家族の了承を得た上で、後日記

念品と花束を市長訪問により贈呈したいというふ

うに思っております。 

 それから、広報紙の掲載、記者発表、議会等に

は記者発表する前に報告する予定でございます。 

 予算額につきましては、消耗品で５万円程度と

いうような形で見込んでおります。 

 以上でございます。 

○山﨑委員 

 こういった事業も知立のほんとに皆様や、特に

近隣市に知ってもらうためにやっていただきたい

と思いますし、各種団体が多くの市民の方にもＰ

Ｒをしていただきまして、この事業というか、そ

ういったものをまた大いに盛り上げていただきた

いと思いますので、その点は、またよろしくお願

い申し上げまして、私からの質問を閉じさせてい

ただきます。ありがとうございました。 

○高橋委員 

 認定第１号についてお尋ねしたいと思います。 

 補正予算のときにも申し上げたんですが、本認

定の非常に重要な側面として、一般会計の实質収

支が７億1,984万円と、これは、るるいろんなと

ころに掲載されております。平成18年が８億

8,000万円ということで、若干減ってきているん

ですが、この实質収支の額について、どのような

所見をお持ちなのか承りたいと思います。 

○総務課長 

 ただいま委員のお話ありました額が若干下がっ

てきたということでございます。知立市におきま

して、いろんな諸事業を抱えております。毎年そ

ういった諸事業に対しての予算を編成しまして、

また年度末決算を迎えるわけでございますが、現

在財調においてもですね、尐しずつといいますか、

財調から繰り入れる額が年度当初ふやしての予算

編成となっておりますが、今回また財調の繰り入

れを尐しずつ戻すというような形での補正予算を

組まさせていただいております。 

 今後につきましても、個人的には財調の額が来

年度も同じように18億円程度いけばいいのかなと

いうこと、また、今の御質問に対しての答えがう

まく出ておりませんが、今後の税収入の伸びとか、

国からの交付金等の歳入の見込みとか、そういっ

たものを考えまして、今後においても予算編成に

は慎重を期して図っていきたいというふうに考え

ております。 

 以上です。 

○総務部長 

 大変申しわけございません。 

 实質収支につきまして、昨年度繰越金明許とい

う財源がございますので若干違いますが、今年度

につきましては、歳入の関係で１億2,900万円、

これは市税の部分で１億2,600万円という形にな

ります。市民税につきまして5,400万円、固定で

5,900万円、都市計画税で1,400万円というものが

予算との实績との乖離で歳入でございます。 

 歳出につきましては、不用額の関係で民生費の

方が３億1,100万円、これが老健の操出金が一番

大きくて１億4,200万円、それから、乳児医療の

医療費の関係で4,800万円、それから、児童手当

の関係で2,700万円、あと、介護保険の操出金で

2,100万円、土木費の関係で6,700万円、それから、

教育費で6,000万円という形で、歳出で５億9,000

万円余という形になっております。 

○高橋委員 

 かつて企画部長が企画部長と総務部長を兼務し

て企画部長のころに、たしか５億円の实質収支だ

ったと思うんですが、そのときに彼は、冒頭頭を

下げたんですね。实質収支が多過ぎたんだといっ

て頭を下げました。 

 お金というのは、今、総務部長が予算現額と執

行額との差の部分についていろいろ説明されまし

た。途中で補正をして調整をするのも仕事、年度

末まで引っ張って不用額にして翌年度に繰り越す

のもそれは仕事ですし、途中でお金がどこかへ行

ってしまうようなことはないんでね、それは必ず

担保されていくんですが、ただし、会計原則が卖

年度総計予算主義と、こういうふうになっていま
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すので、その趣旨からいうと、この７億円余の实

質収支というのは尐々大きくはないのかと、当市

の予算規模からいうとね。だから必要な手当をき

ちっと打って、入るべき歳入をきちっと構成する。

あるいは歳出について、ちょっとこんなものは要

らんというやつについてはきちっと修正する。 

 私たちよく言ってきたんですが、それで有効に

その年度の財源を活用すると。最終的に活用でき

ないものはもちろん財調で積むなり、いろいろ手

法はあるんですが、そういう結果として出納閉鎖

を待って対忚して決算を調停してどうだったのか

と。その努力の跡が決算の数字に全部あらわれる

わけですね。 

 もう一回お伺いします。 

 ７億1,984万円の实質収支について、どういう

御所見をお持ちでしょうか。 

○総務部長 

 企画部長がみえたころと今の予算規模というの

は変わってまいりましたので、あながちそのとき

と同じようにお話ができませんけれども、前にも

私お話申し上げましたが、８億円台とか９億円台

が出ていたころは、間違いなく实質収支が多かっ

たなという気はしております。それ以降、实質収

支が尐しでも尐なくなるように、12月、そして３

月補正で各部局に対して歳入、そして歳出の精査

をしていただいているところであります。 

 が、しかし、先ほどちょっと申しましたように、

歳入においても今回１億2,900万円ということで、

市税の部分でございますけれども、ここらもやっ

ぱり市民税5,400万円と固定5,900万円ということ

で、これ以上は補正の段階で非常に厳しいところ

かなというのは私も思うところであります。 

 ただ、歳出につきまして、やはり職員も各品目

努力していただいておりますけども、どうしても

今回この老健という部分で１億4,200万円、これ

が非常に大きく不用の額ということが出たのが大

きな原因かなと思いますが、基本的には標準財政

規模が120億円を超えてまいりましたので、これ

でいうと、通常３から５％というのが实質収支の

額として適正というんじゃないですけど、その程

度がよろしいんじゃないかというふうに言われて

おります。それでいきますと、１億程度尐しちょ

っと出てるかなという気はいたします。この部分、

もう尐し今後とも精査してまいりたいと思います。 

○高橋委員 

 監査意見書の９ページに今、総務部長が表明さ

れたことが書かれております。冒頭９ページの頭

に、ウ、实質収支比率、これは实質収支を標準財

政規模で除して割る数字ですね。つまり、繰越金

は多ければ多いほどいいというものではない。当

然ですね。ずぼらな会計で繰越金を大変出せばそ

れでいいというわけでは絶対ありません。 

 したがって、的確にこの市民ニーズにこたえて

いくという大前提が卖年度総計予算主義という考

え方だと私は理解していますので、その意味でね、

入の精査の対忚というものを厳密にやっていく、

それでもしかし、なおかつ当然タイムラグを含め

て対忚ができないことがあります。そういう意味

で、監査委員述べているのは、３から５ぐらいが

望ましいよと。それ以上の規定はないんですが、

そういう点でいうと１億円程度、今、総務部長答

弁のように対忚なんだということですね。 

 総務課長ね、こういう指摘もちゃんとあなた腹

に入れて、新しい課長ですけどね、財政の執行に

ついては留意していただきたいということを申し

上げておきたいと思います。 

 それで、７億円余の实質収支があり、そして本

会議でもありましたように、自主財源並びに経常

収支、あるいは経常的収入、さらには財政力指数

を初めとした一連の財政指数が基本的に良好な形

で好転しているというふうに理解をするし、そう

いうふうに書いてあります。 

 問題はね、なぜこういうふうな好転の事態にな

っていったのかというこの理由づけですね。これ

はあなた方の出していただいた資料の中にありま

す。税源移譲があったと。これは所得税、住民税

ニュートラルなんですが、税源移譲。あるいは定

率減税等の増税、そして企業収益の増いうことで

11億9,000万円市民税で上昇したと。23.5％の増

だと、こうなっております。 
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 ちょっとこれは計算すればわかるんですが、税

源移譲で幾ら、企業収益増で幾ら、増税で幾らと

いうふうにジャンルづけするとどんな比率になる

でしょうか、あんばいになるんでしょうか、ちょ

っとお示しください。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後５時09分休憩 

――――――――――――――― 

午後５時09分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○税務課長 

 定率減税の廃止ですね、これが３億112万4,000

円、税率の見直し、これが６億95万4,000円、非

課税範囲の見直しです。これの影響が466万3,000

円、あと、納税義務者の増ということが関係して

おると思います。 

 以上です。 

○高橋委員 

 そうすると、今のお答えでは、税源移譲が６億

円余ということですね。そして、増税分、つまり

定率減税がなくなったという、これは２年間です

が、３億円余と。これは２年という意味ですか。

平成18年、平成19年の関係だけですか、３億円余

というのは。あとは非課税の縮減もしくは廃止で

466万円ですか。いいのほんとにこの数字で。あ

と法人の超過、これは計算すればわかるわね。と

いうことを今、答弁されたんでしょうか。もう一

遍お願いいたします。 

○税務課長 

 今、答弁させていただいたのは、個人市民税の

関係で答弁させていただきまして、定率減税の廃

止につきまして、平成19年度分でということでお

願いいたします。 

 それから、法人税につきましては、均一課税で

7,491万4,000円増加しておるということで、それ

から、法人税ですね、こちらが２億4,173万6,000

円ということです。 

○高橋委員 

 ちょっとこの数字の問題で、私ちょっとこだわ

っとるんだけど、税源移譲で６億円と、さっき確

認したように。定率減税の廃止で３億円、そして

法人市民税の収益増で２億4,000万円ですか、そ

のうち7,491万円が不均一課税の増税分、上乗せ

分、要するに課税増した分が7,491万円というこ

とで、控除等の縮小廃止で466万円と、こういう

ことでいいですか。 

○税務課長 

 法人税の方で一つ言い忘れまして。先ほど不均

一課税ではない分だけ言いましたものですから、

あと14.7の均一課税の分ですね、こちらが3,453

万7,000円増額になっております。それから、減

収の部分があるものですから、こちらの方で尐な

くなっておる分がございます。 

○総務部長 

 委員の御指摘の部分は、私なりに解釈しますと、

今回のその三位一体改革と税制改正によって知立

市にとっては多尐歳入についてよくなってきたん

じゃないのと、こういう部分の解明はいかにとい

う部分ではないかと思うんですが、その部分でお

話しますと、三位一体改革の中で、私どもに税源

移譲された金額は全体でいうと６億9,800万円で

す。国庫補助負担金で知立市がその三位一体改革

で影響を受けた部分が２億6,900万円、ざっと２

億7,000万円です。その部分でいうと、この影響

額、すなわち国庫補助負担金を削減して税源移譲

しますというルールでいうと４億2,800万円とい

うのが知立市としては、よその自治体とも国庫補

助の目減り分よりも税源移譲分ではあったという

部分だと思います。 

 それから、税制改正の部分がございまして、こ

れが生計同一妻から老年者の控除の廃止、公的年

金の見直し、非課税範囲の見直しという部分を含

めまして３億円程度知立市にとっては税収がプラ

スに転じておるという部分であります。その部分

ですね、臨時財政対策債という部分を、これは従

前の例でいうと、この発行可能額を差し引くこと

になりますので、これが５億4,900万円ですので、

差し引きすると实質的に知立市としては、委員の
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御指摘の部分で裕福になったという部分が１億

8,900万円というふうに私は試算しております。 

○高橋委員 

 なかなかちょっと数字は合わなくてね、苦慮し

とるんだけど、ここにありますように、税源移譲、

企業収益の増などを含めて市民税は11億9,000万

円アップしとるわけでしょう、平成18年に比べて

23.5％だと。これは監査意見書に書いてあるじゃ

ないですか、その事实は。何ページだったかねと

いうことなんだわ、实際ね。ちょっと忘れちゃっ

た、どこに書いてあるか。 

 この11億9,000万円ふえたという中身の分解を

お願いしとるんですよ、今ね。難しい話じゃない。

分解をお願いしておるんです。だから税源移譲で

６億9,800万円ですか、所得税から地方税の方へ

シフトしてきたと。総体的にはこれはニュートラ

ルです。それから各種控除の見直し、これは事实

上増税になるわけで、これが３億円程度と。これ

は定率減税がまだありますよね。１億6,000万円

だがね、これね。そのパッケージで11億円なんだ

と、こうやってもらわんと分解にならんわけだね。 

○総務部長 

 わかりました。その部分で申しますと、個人の

関係で９億860万9,000円、そして法人で２億

8,206万円という形でその合計数字になると思い

ます。 

 で、その中身で税源移譲が６億9,849万7,000円、

定率減税の廃止に部分が１億5,988万2,000円、そ

れから納税義務者が935人ふえましたので、その

部分がその差額分として出てきている部分であり

ます。税制改正は平成19年度で全部終わりました

ので。 

 それから、法人の部分で申しますと、２億

8,206万円と申しましたが、法人税割、いわゆる

12.3％の部分が２億4,173万6,000円、そして超過

課税部分ですね、不均一課税部分が14.7％の部分

が3,453万7,000円という増で、大手法人の黒字化

が大きな要因であるという部分でございます。 

○高橋委員 

 ちょっと確認求めますが、さっき税務課長が

7,491万4,000円とおっしゃったのは、これは何で

すか。 

○総務部長 

 それは不均一課税の今年度の入った部分の合計

額で、私のお話しした部分は、ふえたということ

です。 

○高橋委員 

 わかりました。そういうことですね。 

 ６億9,800万円は個人にかかるけども、これは

基本的にニュートラルと。個々にはいろんなそご

があるんだけどね。 

 そうしますと、今度市税、とりわけ市民税をぐ

っと押し上げているのは企業収益の増、それから

定率減税の廃止と、そして税源移譲と、この三つ

さっき申し上げたんですが、税源移譲というのは

ニュートラルなもので、個人からいうとね。この

６億9,800万円というのは補助金カットという裏

があるんでね、さっき総務部長は、それを含めて

も４億円程度は实質の増になると、補助金の削減

をマイナスしてもねということをおっしゃったけ

ども、企業収益が一つ大きく貢献しているという

こととあわせて、やっぱり庶民に相当負担が重い

というこの事实関係が、さっき言った实質収支を

含めて財政を好転化させている中心的な要因だと

いうことはお互いに頭に入れておく必要があると

いうことですよ、一口に増収、増収というけどね。 

 ここで本会議でもお聞きしたけども、企業法人

の税収がぐっと下がっていくような事態、愛知県

の内容も紹介しましたが、税源移譲もないと、今

後はずっとニュートラルで続いていきますから。

そうなってくるとどうなるんだろうなという思い

がいたしているということです。 

 それでね、ちょっとやっかいな数字なんですが、

法人市民税と一口にいいますが、１号法人から始

まって、ずっと法人の格付がありますよね。ここ

に格付ごとの税収額はどうなんだということはす

ぐわかりますか。 

 つまり、均等割額が300万円から５万円まで７

段階あるでしょう。その法人ごとに今度は法人割

の方がどうなってるかということですよ。これは
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税務課長、すぐ出れば御紹介いただきたいし、出

ないようだったら後ほど資料出してもらえばいい

けども、つまり、ランクづけごとの法人割の額、

法人の数があるでしょう。例えば300万円の均等

割の会社は８社ありますがね。そのうち法人割が

課税されているものが何社あるか。赤字のところ

から法人割もらえませんからね。８社中何社が婦

人割で納税してるのか。 

 これは個々の会社は出してもらわんでもいいん

です。総体の話として法人の１号法人を初めとし

て、この各法人のランクづけごとの法人税額と対

象企業のうち、何社が納税しとるのか、こんな数

字というのは出るんでしょうか。 

○税務課長 

 法人につきましては、１号法人から９号法人ま

でございまして、そちらの課税の対象法人の数で

いくなら、すぐお答えできます。 

 課税をした法人の数でということでありました

ら、すぐに。 

○高橋委員 

 全体の法人の数もわかる。 

○税務課長 

 この表ですと、課税の対象法人の数ならすぐ答

えられるんですけど。１号法人ですと対象法人が

８社あると、そういう形でなら答えられます。 

○高橋委員 

 税額もわかる。ちょっと教えてくれる。 

○税務課長 

 均等割が2,400万円、法人税額割が２億7,367万

7,200円です。２号法人が対象法人が３、均等割

が525万円、法人税割が4,079万6,900円、３号法

人95社、均等割3,652万3,800円、法人税額割が１

億1,197万3,800円、４号法人が５社、均等割額が

200万円、法人税割額が7,494万4,800円、５号法

人62社、941万3,100円、法人税割が6,699万8,360

円、６号法人34社、493万7,500円、税額割が１億

5,713万3,400円、７号法人が212社、均等割2,354

万4,600円、法人税額割が6,286万7,900円、８号

法人21社です。均等割252万円、税額割が2,993万

6,900円、９号法人928社、均等割が4,520万2,000

円、法人税額割が１億1,209万5,400円、法人でな

い社団ということで４社ございまして、こちらが

均等割が20万円、法人税割が14万5,700円、合計

で対象法人が1,372社、均等割合計が１億5,659万

1,000円、法人税額割が９億3,057万360円。 

 以上です。 

○高橋委員 

 税務課長、今一生懸命言っていただきました。

私も筆記したんだけど、なかなか書けないんで、

後で資料として出してください。 

 そのときに１号法人何社、２号法人何社と言っ

てみえましたね。これは対象法人がそれだけある

ということで、その数を言われたんだと思うけど

も、均等割しか払わない法人もあるわけでしょう。

法人税割がかからない法人も納入してない。だか

ら88社のうち対象は法人税割を納入してるのが50

社ということがわかるような資料にならないのか

どうかということです。各法人の号ごとに、１号

法人から９号法人までずっと言っていただいた。

その言っていただいたとおりでいいけども、対象

法人が何社のうち、法人税割を納めた企業は何社

というふうなところを加えた資料をいただきたい

んですが、いいですか、それで。 

○税務課長 

 多分出せると思います。 

○高橋委員 

 ぜひお出しいただきたい。きょうでなくてもい

いですよ、大至急お出しいただくということにし

たい。 

 それで、さっき言ったそういう構造で11億円ぐ

っと押し上げてきたということですが、これ、ち

ょっと本会議でも聞かせてもらったんども、次年

度以降の法人の状況や見方についてどうなんだろ

うかなというふうに思うんですが、その辺の見通

し、どういうふうに、これなかなか難しい話なん

ですが、どんな見通しをお持ちでしょうか、お聞

かせください。 

○税務課長 

 法人につきましては、皆様御存じのように、米

国からのサムプライムですか、その影響で、かな
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り自動車関連落ちておると。電子部品の関係です

か、知立はそこら辺の関連の工場が多いというこ

とで、中間の決算の状況ですと若干落ちてるよう

な形を見受けられますけど、来年度の決算ですね、

３月決算ということになると歳入的には平成21年

度に影響してくるわけですけど、そこでかなり落

ちた数字になるではないかと。ことしにつきまし

ては３月決算で中間は半額の予定納税で入れてい

ただいているものですから、来年かなり落ちた状

態で、今回伸びた分がまた逆に戻ってしまうやも

わからないというような感覚を今、受けておりま

す。 

○高橋委員 

 そういう見方が一般的だと思うんでね、ぜひそ

こは今後留意しながら対忚していっていただきた

いということであります。ぜひ先ほどの資料をお

願いしたいと思います。 

 そこで尐し角度を変えてお伺いしたいんですが、

次にお尋ねしたいのは、人件費の関係ですね。こ

れは成果報告書の14ページに人件費、その他性質

別の決算額が記載されております。人件費は職員

給とその他というふうに分かれていますが、職員

給、人件費両方ごらんいただければいいんですが、

34億円の人件費、前年度比2.5％の減、うち、職

員給23億円、これも3.6％減と、こういうことに

なっていますね。 

 ただ、置きかえがありまして、委託がふえれば

物件費の上ということで、平成19年度の物件費は

8.1％増で32億円と。人件費と匹敵するほどの今

は物件費になっているというのが实態だと思いま

す。 

 改めて伺いたいのが、平成19年度の職員数430

人、平成20年度の職員数439人というふうに理解

をしていますが、それでいいかどうか。 

 あわせて、一般会計の職員の数ですね、これは

企業会計も入った数ですから、430人というのは。

一般会計の職員の数は今、何人程度になっている

のか。この職員の数について、どういう認識を持

ってみえるのか、このあたりちょっと明らかにし

ていただきたい。 

○秘書課長 

 平成20年の４月１日現在として439名の正職員

であります。平成19年度の職員の数につきまして

は427名となっておりまして、10名程度ふえてお

ります。 

 一般会計の職員の人数につきましては、一般行

政部門の計ということで、平成19年339名であり

ます。ちなみに、平成18年は342名であります。

これは教育及び公営企業部門は除いてあります。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後５時39分休憩 

――――――――――――――― 

午後５時48分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○秘書課長 

 先ほどの数字ですけども、ちょっと訂正させて

いただきたいと思います。 

 一般会計ということで、平成19年度397名、平

成20年度は当初予算ベースで同じく397人という

ことであります。 

○高橋委員 

 一般会計は397人でイコールということですか。

ちょっと違うんじゃないの。439名はいいわけで

しょう、平成20年度。平成19年度が427ですか、

これもほんとに430じゃないの。ちょっとあわせ

てもう一遍数字の確認を求めたい。 

 この職員数について、どういう認識持っておる

のかということについてはお答えがなかったんだ

けどね、どうですか。 

○秘書課長 

 一般会計の人数は、先ほどの人数でありますけ

ども、全職員数でいきますと、平成19年度は440

名であります。 

 それから、平成20年度当初予算ベースで434名

であります。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩します。 

午後５時52分休憩 
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――――――――――――――― 

午後５時56分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○秘書課長 

 平成20年でいきますと総合計437名で、平成19

年427名、平成18年440名、平成17年446名であり

ます。 

 それと職員数に対する認識ということでありま

すけども、平成17年度から比べてまいりますと、

集中改革プランによる職員の削減計画に対する实

績と計画との差なんですけども、こちらの方は、

平成18年度につきましては、計画に対する現職員

数が平成18年度で６名の減ということになってお

ります。平成19年度におきましては、急な退職等

もございまして、实質10名の減という格好になっ

ております。 

 平成20年度におきましては、計画予定人数が

433名のところを437名と４名こちらは超過という

格好になっております。現在は、その計画と实質

の職員配置との差が出ております。これというの

は、やはりいろんな行政のニーズですね、こちら

に対忚するための職員配置ということで、あと、

指定管理者制度、こちらの方も当初計画に入れな

がら職員の削減計画を立てておりますけども、そ

ちらの方がまだ未達成な部分もありますので、今

年度につきましても、まだ計画に比べて４名超過

ということで考えております。 

 以上であります。 

○高橋委員 

 平成21年度の採用予定と退職者の予定者という

のはどれぐらいになるんですか。平成21年の４月

１日どれぐらいの現有数になるんでしょうか。 

○秘書課長 

 この平成20年度におきまして、退職の予定者と

いうことで20名を予定しております。そして平成

21年度におきまして、現在の職員数からいきまし

て配置計画におきまして５名を増加するというこ

とを予定しておりまして、平成21年度の再任用の

予定者ということも加味しながら、平成21年度職

員の新規採用でありますけども、22名を予定して

おります。トータルでいきますと、平成21年度は

439名ということであります。 

 以上であります。 

○高橋委員 

 今言われた数は、再任用は含んでないんでね、

短期雇用の方は含んでます。育休その他含んでま

すが、再任用は含んでないということですよ。 

 それでおっしゃるように、この行革集中改革プ

ラン、これが平成21年の４月１日の429人という

その数字示しているんですが、实際439人と、今

の答弁でね。これはね、見解伺いたいんだけども、

行政ニーズの拡大とか、あるいは指定管理者が思

うようにいってないとかいろいろおっしゃったけ

ども、率直にいって、この行革プランの人数その

ものがきつい人数じゃないのかと。総務省の基準

を超える減員をもってよしとするということでつ

くられたんだけども、今、答弁のように、平成18

年までは大体この数字、平成19年で思ったより退

職がざっとふえたんでね、行革プラン以下の数字

になったと。 

 しかし、もう一回平成20年で呼び戻しがあって

４人ほど増加、そして平成21年で計画より10人ふ

えると、こうなってるんだけども、私はね、先ほ

ど税務課の職員の話をしましたし、本会議では保

育士の常用雇用が一般雇用が尐ないじゃないのか

と、正規雇用がという指摘もあって、福祉子ども

部長は、来年度３人増員していくんだと、純増で

ねという答弁もありまして、そういうものをトー

タルすると、このやや改革プランがきつい減員を

求めているんだというふうに私は思うんですが、

どうですか。そうは思いませんか。 

○秘書課長 

 平成17年から比べてまいりますと、この最近２

年間ですね、ことし含めて、やはり計画どおりに

はなかなかいかないということでありまして、来

年度の見込みもなかなか計画どおりにいかない感

じでありますので、今後、平成22年度においては、

やはりなかなか難しいなとは感じております。 

 以上であります。 
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○高橋委員 

 思ったよりもうまくいってないなということで

すが、私ね、もう一回改めて確認を求めておきた

いことがあるんです。先ほど監査意見書の24ペー

ジ見てもらいましたね。もう一遍見ていただきた

いんですよ。これは我々が所管事項としている総

務関係の職員配置が類似都市と比べてどういう違

いになっておるのかということですね。一番下の

三角が数値が平均よりも多いか尐ないかというこ

とです。 

 これ見ていただきますと、総務税務部門の計で

三角の28人と。知立は94人みえるんですが28人平

均値より尐ないよと、こういうことなんだね。ず

っと見てもらいますと、三角、三角で、防災でプ

ラス１ですか、これ。そこのいい悪いはともかく、

そういう数字。 

 それからね、26ページ見てくださいよ。これは

ちょっとオーバーランしてしまうんですが、民生

費の職員数、これも企画担当所管ですよ。これ見

てもらいましょう。社会福祉事務所がマイナス12

人、民生部門全体ではマイナス19人、あくまで平

均値ですよ。民生一般はプラス５と。その他の社

会福祉施設マイナス10と、こうなってるでしょう。 

 それから、32ページ見てくださいますか。これ

は一番上の表ですね。これは何かといいますと、

職員配置状況、土木部門は10人多いんですよ。特

に都市計画一般が８人多い。都市公園も３人多い

と、こういう状況。 

 34ページには教育関係、これも見てもらえばわ

かるように、教育も教育部門全体で15人の減員と

いうことですよね。 

 つまりね、集中改革プランで減員、減員とやっ

てきたけども、よく類似都市を見てみると、かな

りへこんどるよと。もちろん膨らませればいいと

いう問題じゃない。ところが、行政ニーズと与え

るべきサービスとの関係で、職員が適正かという

ことから見ていくと、さっきやった税務の問題も

そうだし、社会福祉事務所というような福祉をつ

かさどる機関を見ても、なかなか厳しいというふ

うに思うんで、監査委員御指摘の職員配置の類似

都市との関係をどうごらんになりましたか。ちょ

っと意見聞かせてください。 

○秘書課長 

 監査意見書にあります類似都市との比較であり

ますけども、先ほど企画部長が申し上げましたけ

ども、それぞれ総人数ということであがっており

ますけど、１万人当たり職員を人口１万人当たり

の直し換算してまいりますと、それぞれの部門ご

とに各人数が差異がありますけども、例えば先ほ

ど言われました民生部門ですね、こちらの福祉事

務所関係のおきましても以前から問題になってお

りました福祉課のケースワーカーの２人体制で増

員をしてはどうかという議会での議論もありまし

た。各担当課と来年度の職員の配置計画のヒアリ

ングを行っていく中で、来年度に向けてその辺も

検討していこうということになっておりまして、

あと、ほかの担当課においても、それぞれ業務の

需要ですね、その辺も見ながら職員の増減配置を

考えていきたいと思っております。 

 以上であります。 

○高橋委員 

 本会議で企画部長が、人口１万人当たり知立が

10.2人だと、職員数、そうおっしゃいましたよね、

たしか。類似市が12.5ですか。その差が2.3ある

わけだ。さっき彼の質問じゃない。７万人ですか

ら、７万人で掛けると２人でも14人でしょう。こ

れ、人口１万人当たりの職員数ですから、１万人

当たり2.3人知立が尐ないわけでしょう。だから、

それは７万人おるんだから知立が。相対でいうと

２人だとしても14人尐ないという勘定になるわけ

でしょう。企画部長の答弁をお借りしても。そう

いう数字なんでしょう。 

 だから率直にいって、私は、さっきから出とる

ように、やっぱり適宜適所にきちっと人をふやす。

特にね、さっき見てもらいましたかね。保育園、

何か今まですごくお金を使う対象みたいになって

いますが、これ26ページでしたか。これちょっと

よその所管事項ですが、この保育園は、知立115

人で平均より三角１ですわね。平均より尐ないよ

ということなんですよ。いろいろ言われるけども。
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類似都市と比べて。もちろん類似都市は幅がある

から、短絡的に何もやらんでもいいけども、そう

いう傾向にあるというふうに思うんでね、この改

革プランで言えば、来年は429、再来年は425とさ

らに切り込んでいくと、こうなっているんで、隣

の会計管理者のときにこれをおつくりになって、

総務省に出さないかんということでおつくりにな

ったけども、さっき秘書課長答弁のように、なか

なか思うようにいってないと、難しいんだと、こ

ういう答弁。これはこれで理解しますが、私はそ

ういう意味では、集中改革プランをずっと頑張っ

てきたけども、このプランでは当市はやっていけ

ないと。いわば集中改革プランの破綻といいます

かね、数字を先行して出したけども、現状はなか

なかそうはいかないよということが明確になった

というふうに思います。 

 かつて前監査委員が、この種の人事問題につい

て討論したときに彼が言われた言葉は、私がほん

とに心配しとるのは、こうやって人を削減するこ

とはいいけども、今のこのノウハウね、役所の知

恵と力が継続していくんだろうかということが实

は心配なんだということをおっしゃいました。こ

れは記憶にあると思うんです。 

 それでね、こういう資料つくっていただきまし

た。秘書課にね。つまり、年齢ごとに何人の職員

がいるかと、１歳刻みで男性、女性。これは秘書

課長いただきましたね。持ってみえるでしょう。

市長に一遍見せてほしいだわね、市長、副市長に。 

 これね、ほんとは委員の皆さんにも見ていただ

くといいけど、そのいとまがないので申しわけな

いと思うんですが、さっきありましたように、こ

とし20人やめられるのか。ことしは60歳になる人

が、男性が４人、女性が１人でしょう。そうする

と正規の退職者は５人ということかしら。20人や

めちゃうと。どこかからやめちゃうということで

しょうね、ようわからんけど、勧奨を含めていう

ことなだけど。 

 このグラフを見てもらうとわかるけどね、間も

なく一けた、この年齢が同じというのが一けたに

なりますよ。これずっと男の衆をずっと見てもら

いますと、60歳が４人、59歳10人、58歳11人、７、

10、11、15、10、11と、この辺までは二けたキー

プするんだけど、51歳が８人、50歳が３人、７人、

48歳が14人みえるけど、そのあと６、６、４、４、

３、８、５といってざっと40代になっちゃうんだ。

こうなっとるんですよ。上が厚くてこうなっとる。

女性はね、保育所があるもんだから、ひらひらっ

とこなるけども、男の衆は逆ピラミッドというか、

スーパーマンの胸のようになっちゃっとる。最後

の今の若い衆、21歳が１人、23歳が１人、24歳が

３人、25歳が２人、３、４、６、３、３、１、４

と、こうなるわけだわ。これで幹部団が構成でき

るのかと、この20代。そんなに遠くない将来、も

っと今の40代の後半の人々が幹部団に成長するこ

ろに、あと10年ですね。これは立ち行かなくなる

んじゃないですか。部長が今何人みえるかしらん

けど、きょう、ひな壇に企画文教だけでもこれだ

けの方がみえる、課長以上でね。こんなメンバー

が取れなくなるんですよ、年齢的に。そういうこ

とになるんじゃないですか。 

 私、改めてこれをつくっていただいて、深くは

検証してないけども、ずっと見てみると、これは

今はいいけども減らしてね、やったやっただわ。

減らした、減らしたと。人件費下がっていると。

いいぞと。それはタコが自分の足を食うように減

らしたことはいいけども、その継承する後輩たち

が、さっき言ったように、一けたも下の方の一け

た。こんなことをやっとってサービスが継承でき

るんだろうかと。皆さん方の責任は、そういう意

味では大きいなと私は思うんですよ。私たちが多

分、議員のこの仕事ができなくなるような年代に

なると、これは幹部団が構成できないと、こうい

う事態になるんじゃないでしょうか。私は、この

改革プランをずっと後生大事にやってみえたけど

も、この結末はサービスの継続性がとだえていく。

あと10年たつと大変なことになる。20年、30年に

なればもっとだと。役所の機構が成立しないとい

うような事態になりかねないなというふうにこの

グラフを見させてもらいましたが、これはどうい

うふうにお考えでしょうか、将来像を含めて。 
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○企画部長 

 確かに今、グラフといいますか、表を見てみま

すと、最近の新卒で入ってみえるような方が非常

に尐ないということがいえます。 

 一方で、今から10年ぐらいの間の退職をされる

方が非常に多いということもまたいえるわけです

が、ほんとでいくと、大体平均してどの年齢にも

職員がばらけておると一番いいということであろ

うと思いますが、この50代になる方を見てみると、

市制施行をして入ってみえたというような方、非

常に行政事務が広がっておった時代、そういうと

ころの人は需要がたくさんあったということで職

員もたくさん採用されたということであろうと思

います。私もその一人でありますけども、これか

らは、この人たちが退職をしていったあと、どう

いうふうに採用をしていくのか。非常にたくさん

の方がやめられるわけですので、そこのところで、

できるだけフラットになるような採用ができると

一番いいというふうには思いますが、現实問題な

かなか大勢か減ったときに、事務が減るわけでは

ありませんので、そこら辺をどういうふうに行政

需要と職員のバランスを取っていくのかというこ

とだと思います。 

 なかなか今これからこうしていこうという計画

があるわけではございませんが、先ほど言いまし

たように、なるべく各年代フラットになるような

採用を心がけてはいきたいというふうには思いま

す。 

 それと行政改革プランと開きが若干出てきてお

るということでありますが、新たな需要というこ

ともございますし、先ほどちょっと秘書課長が申

し上げたかと思いますが、行革プランの中でアウ

トソーシングといいますか、そういうことを予定

しておるものがまたなかなか進んでおらんという

ようなこともこういうところへ影響がしてきてお

るのかなというふうに思います。 

 いわゆる将来幹部になっていく職員がこれでい

いのかというようなことでございますが、今申し

ましたように、これからの採用も非常に考慮をし

ていかないといかんということも思います。また

今、新卒ばかりではなくて、経験者採用というよ

うなこともしておりますので、こうした中で、な

るべく職員の年齢のバランスというようなことも

考えていく必要があるのかなというふうに思いま

す。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 これからのことはいろいろ語られたけども、こ

の数年は惨たんたるものですよ。部長になるのは

男性ばかりじゃないけども、女性の場合は保育士

も入ってるからね、これは男性、女性で同じよう

に議論できんけど、男の衆からいったら21歳が１

人、23歳が１人、24歳が３人、25歳は２人、26歳

は３人と、こういう水準ですよ、今採用してみえ

るのは。ことし60になられる方もいますよ。 

 そういう有能なキャリアのある方が１人やめら

れると。玉突きで１人入るというだけではね、監

査委員事務局長のような仕事はできないですよ。

同じ１人であっても、もちろん給与も900万円も

らう、あるいは1,000万円近くもらう人と300万円

程度の方とはイコールにならんけども、それは違

うんですよ、幾ら頭数がおったとしても。しかも、

その頭数も精査しちゃっとるわけだからね。１人

とか２人とか３人でね、地下食堂行くと見なれん

若い衆がみえるがね。若いなと思うけど、それ以

降変わっていけへんわね、その人しか。ほかにお

れへんがね、若い衆が。 

 こういう状況が知立市も続いていてね、これは

改革プランもいいけども、そんなことやっとると、

ほんとにサービスが継承できんよ。監査委員がう

まいこと言わした。監査委員がうまいこと言わし

たけども、ほんとにそこがはらわたにしみて皆さ

んの行政の中身に座っとるかどうか。 

 本多市長ね、今、一緒に見てもらって、これは

長い時間見んでもわかるんだわ、大体の傾向では。

これ、どう思われますか。これでいいのかね。あ

なたもこれで任期が切れちゃうもんで、それはそ

ういうことだけども、こんなことでいいのかとい

うことだと思うよ、私は。皆さんはこれでいいか

もしれんけど、これからどうやってつなげていく



- 65 - 

   

の。ちょっと市長の考え方聞かせてもしいと思い

ますが。 

○本多市長 

 集中改革プランが営々として流れてきたんです

けれども、私がつくったプランではありませんけ

れども、しかし、当時はまずはその職員を減とい

う方向をしっかり向いていたことは私も当時そち

らにおりましてわかっておりますけれども、今こ

の表を見たときには、確かに男女の比率も非常に

変わってきてると。最近は試験受けられると、女

性の方、割合一時期のレベルが高くて、どうして

も女性の方を取っていくと。これは男女どちらで

もいいんですけどもね、女性だから幹部になれな

いということではありませんけれども、しかし、

男性の方から見てみますと、今、質問者おっしゃ

られるような傾向がありますので、プランはプラ

ントいたしましても、やっぱり心配はいたします。

将来的な人事政策もちょっとこの辺でしっかりと

見直していかないと、えらいことになっちゃうな

ということは、これ見ただけでも相当私も感じま

すので、確かにアウトソーシングとかいろんなこ

とありますけれども、それはそれといたしまして、

やっぱりしっかり引っ張っていってくれる幹部の

職員を育てていかなければならないということを

思うときに、非常に心配をいたしております。そ

れが現状の気持ちであります。 

○高橋委員 

 私は、ほんとに心配だと思いますよね、この数

字を見たときに。だから今、例えば10年後を我々

は想定しながら仕事をするなんてことはね、よほ

ど先を見通す力がないとできんけども、今、企業

でもね、収益を上げるための正社員をどんどん減

らして派遣、請負に置きかえておるわけでしょう。

トヨタだって３分の１ぐらいは派遣や請負だって

おっしゃるわけだがね。で、今は利益を上げてみ

える。 

 しかし、この間の調査でも200万円下回る人が

今1,000万人いるというんだよ、収入がサラリー

マンで。こんなような状況が続くと、これは自治

体ばかりではなく企業だって継承できないと、幹

部団がという時期が早晩来て、これはのど元過ぎ

ればというそういう一過性のせつなの施策だと、

あくまでね。これを長期に続けたらとんでもない

ことになるというふうに私、思っております。 

 そういう意味では、人事行政の抜本的な見直し、

言葉でいうとそういうことなんですが、先ほどか

ら個々のケースについては申し上げてきたんです

が、そういう姿勢で採用計画をもうちょっと何年

か見通して採用計画というのはつくると。例えば

退職者がないような年度であっても新規を入れて

いかなきゃいかんわけですから、そういう採用計

画も同時に明らかにして、我々にも明らかにされ

て有能な人材をきちっと確保していくということ

が人は城なり、人は垣根、石垣かね、そういうこ

とがあるんだよ。そこはもう一遍私、決意を聞か

せてもらいたいな、企画部長。 

○企画部長 

 委員おっしゃいますように、なるべくフラット

になるようなことを意識しながら、また、将来を

見据えて採用計画を立ててまいりたいというふう

に思います。 

○高橋委員 

 そういうことでね、これは名实ともに言葉にせ

んでね、实践で生かすということは大事だと思い

ます。 

 来年、22人採用したいと。20人やめちゃうとい

うんだけど、今の話ですと。私のもらっておるこ

のリストだと定年は男で４人、これは部長職４人

かね、女性が60で１人、こうなっとるでしょう。

あとはどういう人がやめちゃうの。有能な人が抜

けていくわけですか、私よくわからんけども。20

人というのは相当な人々が、有能な長いこと頑張

ってきた人だと思うんだけど、どうなんですか。 

○秘書課長 

 平成20年度の退職予定者ということで、現在の

定年退職者は全職種で９名あります。勧奨退職の

方とか普通退職の方が11名予定が入っております。

以上で合わせて20名ということであります。 

○高橋委員 

 これね、やっぱり最近の役所のあり方をみとる



- 66 - 

   

と、定年まで勤め上げるのにふさわしい職場かど

うかという悩みがね、ひたひたと私、伝わってく

るような気がするんだね。もっと役所の仕事とい

うのは大変厳しいけども、全体の奉仕者といいま

すかね、平たい言葉でいうと。やっぱり自分が頑

張った分だけ人々に喜んでいただけるというそう

いう素朴な善意の集合体というか、そういうよう

な思いで入社し、また、そこで営々として努力を

されてきたけども、最近は、必ずしもそうじゃな

いと。つらい思いが多くて、なかなか勤めていく

上で障害も多いと。 

 最近、ことし去年、ずっと退職された方見ると

ね、もっとこの人頑張ってもらうといいなと、も

っと頑張ってほしいなというような方々が、いろ

んな思いを込めてやめていかれる。しかも胸を張

ってというよりは、尐々つらい思いで夕日に背を

向けるような形でやめていかれるという姿を見る

と、改めてそこでも今の人事行政のあり方につい

ては、もうちょっと考えなきゃいかん問題がある

んじゃないのかなというふうに思うんですが、企

画部長ね、どうですか、この若年退職の实態。今、

名前までおっしゃらんでもいいんだけども、普通

退職、勧奨退職で11名がやめていかれるというね。

いろんな事情があることはわかりますが、どうな

んでしょうかね。万年勤めてほしいなと、私はそ

う思ってますよ。その辺どんな思いですか。 

○企画部長 

 特に最近になって勧奨退職という方は、ある程

度の人数がおみえになるわけですけども、個人的

な話ですが、私の先輩方もやめていかれる方がみ

えるということであります。 

 今、委員おっしゃいますように、終身雇用とし

て私も採用されて勤めさせていただいております。

多分入られたときには定年までというふうに考え

ておみえになったのかなと思いますが、それぞれ

御都合とかもあるはずですので、ちょっと今、私

がどうということは申し上げれないかなと思いま

すが、確かに今言われるように、途中でやめてい

かれる方が多いなという気持ちは持っております。 

○高橋委員 

 人それぞれ、人個々なんだけど、私はもうちょ

っと考えてほしいのは、人事のあり方が、昨今見

とるとね、ほんとに納得されとるのかなと、皆さ

んが。私は人事の対象じゃないけども、どなたが

おやりになっておるのか、私よくわからんけど、

最高トップは市長、副市長、人事担当と、こうお

みえになるけども、ずっと見ていてね、もうちょ

っとこの人はこういう形で生かしてあげないとま

ずいわなという思いが多々いたしております。そ

のことを一つ一つ幹部の方にお話ししたことは一

度もありませんけども、そういう思いが私の方に

も見えるというか、伝わってくるというか、もう

ちょっと人事で神経使うべきじゃないのかなと。

そうすれば、その人は力量を発揮できたのではな

いか、できるのではないかと、こんな思いをしば

しば抱くことはありますが、副市長どう思われま

すか、私の意見に対して。 

○田中副市長 

 確かに御指摘の点ですね、現在も若い方が昇格

し、上の方が残ってるというようなケースも中に

はあるわけですね。私自身もですね、もちろん優

秀な方に上がっていただきたい。それから、年は

多くなったけど課長ぐらいをやっていただけんか

なという方もおみえになる中で、ちょっと心配だ

なという方については事前にお話をしてるケース

もあるんです。中にはお断りをされる方もみえる。

昇格自体をですね。中には今、高橋委員言われる

ように、処遇でやる気を起こされる方も中にはみ

えるということで、实際のところ、なかなか難し

い内容だなと。もっとよく見とらんないかんじゃ

ないかといわれればそういうことですけれど、今、

年齢構成なんかも上は相当詰まってきてると。そ

ういう中で、結果的にはポストもないということ

で、おれはといってあきらめる方もいるし、ひそ

かに思いを込めている方もいるし、さまざまとい

うのが現实と思うんですね。そこをうまくやるこ

とが今、高橋委員が指摘される職員の最後の活性

化ということでは非常に大事だなという思いはし

ております。 

 いうことで、なかなかそこのところがきちっと
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見抜きにくいというところが私自身も難しく思い

ときもございます。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 それは言わず語らずね、全部幹部に対する成績

をつけとるわけだわ。私は個々の人事の話を突っ

込んでやるつもりはないけども、それは副市長の

力量が問われるよ、この話は。市長がね、あいつ

を出世させよう、こいつは落とせなんてことはい

えないわけだ。いろいろ思いがあれば、それは語

ればいい。だけども私はそういう意味ではね、若

年退職が多いということの一つに、人事に対する

対忚、思いね、なるほど納得という人事というの

はなかなかできんかもしれんけれども、それは年

を追い越す人があってもいいと思いますよ。私が

言っているのは、確实に機械的に一個一個上げな

さいなんてことで言っているわけじゃない。だけ

どもそれは、だれが見たって、あの人ならここへ

はまって当然と。納得できれば別に何ら疑問も不

満もないわけだ。 

 ところが、そうではない人事がしばしば行われ

るということを含めてね、こういう結果の一端を

担っているんじゃないか。大事な戦力が、大事な

人材がそういう形で力量発揮できずに退職される

ということについて、大変残念だなと。だから副

市長ポストというのは、それぐらい重要なポスト

だということを、もう一遍腹をどんと入れてもら

ってやね、相撲取りがやりますがね、それぐらい

の決意と人々の職員の思いを我が思いに置きかえ

てやっていただくということが特に大事だという

ふうに思います。これは答弁結構ですがね、ぜひ

そういうことがあるということは頭に入れておい

ていただきたいもんだというふうに思います。 

 そういう中で拡大する不安定雇用というとおか

しいけど、非正規の話になるんだよね。わかりま

した。パートの有給休暇。秘書課長から資料もい

ただきました。要綱内規ですか、つくっていただ

いた。これはこれでひとつ運用していただければ

いいと思うんです。 

 ただ、本会議でも残っていた嘱託員の対忚につ

いてはね、改善する方向でいい落とし場がないだ

ろうかというふうに思っているわけですよ。改善

する方向で納得できるさっき言った円満な人事と

いう言い方はいかにも抽象的でね、ちょっとうさ

んくさい面があるんだけども、やっぱりその人た

ちの処遇と努力の中から生まれてきとる矛盾と生

かしてあげなきゃいかん点をどう救いながら今の

制度の枠の中で改善ができるのかという視点で改

めて私は検討しながら、なるべく早い段階で結論

を出していただくということが必要だと思います

が、もう一回御答弁いただく。市長は、まだ解決

じゃないとおっしゃったんだけど、担当部長は、

いやいやそんなことはだめだと。一升ますだ、一

升ますだと。一合たりともだめだということだと

話煮えないんでね、そのあたりあわせてお答えい

ただきたい。どうですか。 

○企画部長 

 本会議でもお話が出た件でございますが、市長

からも答弁をいただいたように、前向きに考えて

いくということで、实は、きのうも教育委員会の

方とちょっとお話をさせていただいております。

今すぐというわけにはまいりませんが、改善をす

る方向で考えたいと思います。 

○高橋委員 

 どんなものでしょう。来年度では決着がつきそ

うですか、今年度あと下半期、そう大変ないんだ

けども。10月１日というわけにはいかんでしょう

けども、どんなインターバルで結論を出そうとさ

れているんでしょうか。 

○企画部長 

 ちょっと今ここというわけにはまいりませんで

したが、今言われる条例改正も必要でございます

ので、来年度に向かって検討したいというふうに

思っております。 

○高橋委員 

 今年度中に決着をつけるというふうに理解して

おきます。きょうのところはいいですか。大分引

きずっておるんだから。今年度中に決着つけて、

来年の４月から新しい思いでやっていただくとい

うふうに理解をいたします。いいですね。ちょっ
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と確認。 

○企画部長 

 そういう予定で進めたいと思っております。 

○高橋委員 

 わかりました。 

 入札の問題について若干お尋ねしたいと思いま

す。入札の競争性を担保するということは、部切

りを大きくして、とにかく安くやればいいという

問題ではなくて、自由な競争の上にこの仕事をし

ていただくという点では与えられた歳出を必要に

して適切に支弁するという点で大事な一つ仕事の

ポイントだというふうに思っております。 

 その意味では、私ちょっと基本的な見解を伺い

たいことがあるんですが、請負業務については、

今、一般競争入札が主流になってます。ところが、

設計というのは長年指名競争入札なんですが、設

計も一般競争入札にされたらどうですか。 

○総務課長 

 今現在は、まだ設計の方は指名競争入札でやっ

ております。今後ということになりますと、いろ

いろと電子入札だとか、今後尐しずつ変わってま

いります。金額も尐しずつ電子入札の件も金額を

低くしていったりだとか、また、予定価格の事前

公表等々いろいろと金額を変更していったりだと

かして見直すべきところも出てまいりますので、

設計についても検討の余地もあるのかなというふ

うには考えます。 

○高橋委員 

 設計を一般競争入札にすると何かデメリットが

あるんでしょうか。 

○総務課長 

 特にデメリットはないかと存じます。 

○高橋委員 

 とりあえず工事請負が主流ですし、金額も大き

いしね、中心的ですので、ここをターゲットに一

般競争入札だし、電子入札もやってきたと。そう

いう改革の中で、次なる方向として設計も一般競

争入札化の方向で検討するという理解でいいです

か。 

○総務課長 

 今後につきましては、一度また持ち帰りまして

研究したいなというふうに思います。 

○高橋委員 

 総務部長どうですか。 

○総務部長 

 工事につきましては御承知のとおりであります

けれども、委託という問題は、ちょっと一般競争

入札に即移行できるのか、指名競争入札でいくの

かというのは、まだちょっと問題点を解決しなく

っちゃならない点があろうかと思います。 

 と申しますのは、工事の場合は経営審査点数と

いう形で一定の社会的任用していただく基準があ

ります。これは建設業法に基づいて一定のものを

いただいておるわけですけども、設計委託という

ことになりますと、まだそこまでの領域に入って

おりませんので、じゃあ、どういった方が一般の

入札に参加していただけるのかという部分が、過

去の公共工事の实績、あるいはその規模の大きさ、

あるいはその設計業者が卖なる個人的な設計業者

なのか、あるいは若干社員を持ったものであるの

か、そういった面ももう尐し精査していけば課長

が答弁してるような形に移行できると思いますが、

現時点では、まだそこまで踏み込んでいくところ

までは難しいかなという気はしますけど。 

○高橋委員 

 つまり、企業の格付といいますかね、平たい言

葉では総合数値のようなものは請負業にはあるん

だけども、建設設計にはないんですか。今までの

建設設計で指名されているというのは、何を基準

で示しているのかということが問題になりますね。

これはどういう基準で示すんですか。 

○総務部長 

 今までの例えば物品もそうなんですけど、それ

は私どもの方に指名願が出て、その指名願の一定

の項目をクリアしていく、つまり、設計の委託で

ございますと、過去の实績だとか、そういったも

のも十分反映の中で検討されて、そして、登録を

されると。その中で、私ども及び公共等の事業の

発注状況、あるいは完成状況、そういったものを

各指名担当の方が基準の中で見出していくという
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形になっております。 

 それから、業者数もなかなか工事の場合は業種

によって知立市内とか準市内とか知立建設管内と

かいろいろかのパターンで見ていきますけども、

なかなか設計の委託業者っていいますと、意外に

まだカテゴリーが狭い範囲には尐ないということ

もありまして、そこら辺もクリアしていくところ

かなというふうに思っております。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後６時46分休憩 

――――――――――――――― 

午後６時55分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 工事の請負業者が、工事の案内板に請負金額を

書いていただくということは以前にも確認してや

っていただいておるというふうに思うんですが、

これは書いていただくということでいいですね。 

○総務課長 

 はい、そのとおりでございます。 

○高橋委員 

 これはやっぱり市民の皆さんがごらんになって、

ああこれぐらいの経費がかかってるのかというこ

とを想起していただくことも大事だし、提案して

やっていただいております。 

 しかし、履行している業者と履行してない業者

がかなり明確になってきているというふうに思う

んですね。 

 一つの例を申し上げます。このすぐ隣で、今、

中央公民館の大規模改修やってますよ。分離発注

でしょう。分離発注で建築工事、電気工事、機械

設備工事と三つに分かれてます。建築工事は表記

がありません、請負金額の。それから、電気工事

は請負金額の表記が透けて見えて、上にテープが

張ってあります。表と裏に出てるから両方見ても

らえばわかるけど、表の方ですよ、单側正面玄関

の方で電気工事請け負ってみえる企業があるんで

すが、請負金額にテープが張ってあります。透け

て見えるんです、中が読めます。3,690万9,000円

と透けて見えるんですが、上からテープが張って

あります。機械設備836万円、これは請負金額が

明記されています。 

 このように大規模改修という一つの中央公民館

の仕事を分離で三つやっていて、今言ったような

状況になってますし、一つは、はっきり明記され

ています。二つは、どうもその後書かれたけども、

上からビニールが張ってある。しかも張り方が悪

くて透けて見えると。一つは全然書いてないと。

これはあなた方の職場のすぐ脇の一帯の施設であ

る中央公民館がそうなっていますが、そこは神経

使ってみられたことはありませんか。今から確認

してこいなんてことは言わんけども、こういう实

態が目の前にあるのに、そこを点検しようとした

り、あるいはきちっと目を通そうというお気持ち

がないんですか。ちょっと明らかにしてください。

实態今、申し上げたとおりです。 

○総務課長 

 大変申しわけありません。そういった实態、私

個人的には尐し把握しておりませんでした。以後、

また担当課の方とも一遍よく話し合いまして、今

後は必ずそこに落札金額が出とるような形での確

認をしていきたいというふうに考えます。 

○高橋委員 

 これはあれですか。各課がそこを管理するんで

すか、発注しとる原課が。例えば今の話だと教育

委員会、あなたのところがこれを確認せよという

ことですか、教育庶務課長。そんなものは入札の

施行するあなたのところが確認して何で書かんの

だと。言葉は別ですが、書いてくださいと。ある

いは書いてくださいというのは、どこで業者に周

知してるんですか、どういう方法で。 

○総務部長 

 金額明示する件につきましては、そういうこと

になりまして、議員おっしゃるように、契約担当

というのは数人しかおりませんので、その数人が

看板が明記してあるかどうかというものを市全体

のやつを見るということはなかなか難しいので。 

 ただ、市としては、看板に明記ということは当
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然指導しておりますし、それから、当然発注して

契約している担当の方は、私どもはもちろんこの

職員もみんな知っとると思いますが、メールでも

って必ず明示をするようにと。看板の書式も市の

方でもちゃんと職員に周知しておりますので、ま

たそういうことがあったということで、再度その

履行をきちっとするようにしてまいりたいと思い

ます。 

○高橋委員 

 これは請負金額を明記するというのは、どこで

明記されとるんですか。請負金額を明記してくだ

さいと、工事案内のこの周知のね。工期、どうい

う工事をやるのか、請負者はだれなのかというこ

とは書いてありますよね。こういうものを書きな

さいというのは、どうやって業者が確認しとるん

ですか。 

○総務部長 

 尐しお時間をいただけませんでしょうか。すぐ

確認してまいります。 

○川合委員長 

 ここでしばらく休憩いたします。 

午後７時01分休憩 

――――――――――――――― 

午後７時01分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○高橋委員 

 それは調べてきて対忚していただくんですが、

副市長ね、この今、西尾市で庁舎をめぐっていろ

いろ書かれています。それで私、建設業協会を自

主的に解散されるべきではないかということを申

し上げました。市が解散せよといってね、そんな

権限ないわけだから。しかし、こういう時節柄、

防災の分を残したいということは、それはそれで

言ってみえたんだけど、そういうお話はされたん

ですか。 

○田中副市長 

 一度ですね、知立建設業協会の会長とその話を

させていただきました。防災の話、これが今この

周辺都市のまちまちなやり方に現实なってるわけ

なんです。例えば安城市でいきますと、商工会議

所を通じて防災の指示をしていくとかですね、刈

谷市は防災のそういう協議会をつくってやってる

とか、そのやり方について前回お話しした内容で

は、まず建設業協会、現在ほんとに必要なんです

かという話をさせていただいて、防災については

私どももこれからも御協力をお願いしたいという

話をしてあります。協会の方も、それについてど

ういうあり方がいいのかと、また、私どもとして

もどういう形がいいのかというのを検討して、次

回その点をお話し合いをしましょうという形で今、

決まっております。これは６月議会でお話いただ

きまして、早急に方向は出していきたいというふ

うに思っております。 

○高橋委員 

 一般競争入札になったとはいえ、請負側が一つ

の団結の何か組織をつくっておるというのは、こ

れはちょっとまずいんじゃないのかなと。そこに

市との請負関係が成立するわけですから、それが

いってみれば昔は協会に入るのに一口500万円と

かいうことも昔言われた時期、今あれだけですが、

そういう時期も含めて考えてみると、私は、速や

かにこの際、自主解散をされて、必要最小限度の

それに置きかわるような防災は、これはおかしな

話ですから、防災はほんの部分の小さなもんで、

話は大きいけど建設業の皆さんに頑張ってもらう

という点では大事な仕事なんだけども、この分野

は小さいわけですから、ぜひそういう点で、団体

の力みたいなものがにじみ出るような集団化につ

いては自重すべきだということをぜひ实現してほ

しいなというふうに思いますので、もう一回ひと

つ決意のほどを聞かせてもらいたいと思います。 

○田中副市長 

 先ほどちょっと言い忘れましたけれど、防災の

ことについては、私どもから逆にお願いすること

として話をさせていただいたんですけど、向こう

さんの方が言ってみえたことは、今こんな寄って

話すということ自体は全然ないんだけれど、現实

今どういう機能をしてるかと、その協会がですね、

事務員が一人おみえになるらしいです。例えば上
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部団体もあると、この協会自体のですね。例えば

建設業法、国土交通省関係、労働基準監督署関係

とかそういう情報が、そこを通じて発信されてい

ると、あの事務所を通じてね。 

 ちょっと心配してみえたことは、大きいところ

はいいけれど、小さいところがそういうことを刻

に全部把握してやっていけるのかなというような

ことをちらっと言っておみえになりましたけどね、

しかし、安城市とかよそは今なくしておりますか

ら、やる方法はあるんだろうと思うわけですけれ

ど、この件につきましては、先ほど申し上げまし

たように、防災関係の整理をしつつ、きちっと解

決をしていきたいというふうに思っております。 

○総務課長 

 大変お時間いただきまして、ありがとうござい

ました。 

 高橋委員のおっしゃいました看板の様式でござ

いますが、知立市の場合は、県の工事標準仕様書

をもとに工事名、工期、業者名等々そこに知立市

独自といたしまして、委員の御指摘のありました

金額、工事内容を含めまして、平成18年度途中よ

り掲げさせていただいております。 

 なお、今回この工事の看板でございますが、総

務課の方から先ほど総務部長の方へ答弁させても

らいましたように、各担当課の方に昨年度も一昨

年度もメールでもって通知をいたしまして、その

確認を徹底するようにという形での通知はしてお

ります。 

 以上です。 

○高橋委員 

 副市長には、ぜひね、その旨で实行していただ

きたいというふうに思います。 

 工事標準仕様書というものでそこは担保しよう

ということで、ちゃんと契約時にこういう形で看

板を出すんだよと、その中に請負金額も書くんだ

よということをきちっとした上で契約をされてい

ると。セットの、契約ということですか。 

 だとしたら、それを履行しないということは、

非常に重要な問題ですよね。よく見てごらんなさ

い。いっぱいあるんだ。履行してない看板という

のは。総務課長も中町からここへ来る間だってあ

るじゃないの。看板が違うとなると別なところ見

る習性があるの、あなた。中央公民館だって毎日

見えるじゃないですか、その気になれば。何も看

板、看板って朝から晩まで看板渡りをせんでもい

いけども、ちょっとそこは考えていただければ、

仕様書どおりになってないなと、それじゃあ一言

言わんなあかんなという思いになっていただける

と思うんですが、これは徹底してくださいよ。も

う一遍、答弁お願いします。 

○総務課長 

 私もですね、今、委員のおっしゃいましたよう

に、当然知立中学校の横も、また公民館の方も、

また来るときの途中でそういった工事があった場

合、正直申し上げて、これまで気にしたことがな

かったです。大変申しわけございません。 

 今後は、そう看板、看板ばかり目をとめるとい

うこともないかと思いますけど、必ずそういった

公共工事の看板が出ておった際には、自分自身で

確認をしていくという決意をいただきました。 

○高橋委員 

 看板ばかり見とって交通事故起こしてもらって

も困るんでね。これは原課の仕事ということです

か。あるいは統括している総務部の仕事というこ

とですか、これちょっとはっきりさせといていた

だきたいね。 

○総務課長 

 入札に関しましては総務課の方で行っておりま

すが、その以降といいますか、契約をした時点で

担当課の方にお願いしておるという現状でござい

ます。 

○高橋委員 

 その原課の方へ徹底してくださらないかんよ。

よろしくお願いいたします。 

 防災対策で二、三お伺いしたいんですが、同報

無線のあり方について議論いたしました。これは

長年の懸案事項になっていて、デジタルかアナロ

グかということも含めて議論になっています。 

 それで今、親機が消防署にあるんだと。知立の

役所と消防署二つあったんだけど、知立の方はペ
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ケになっちゃって使えないと。親機が消防署にあ

ると。この間のような豪雤のときに、消防署まで

走っていくこと自身が大変なことなんだわね。何

でいつまでも親機を消防署の方に置いとかれるの

かなと。親機をこちらに持ってときには、ひとつ

対処しますというのが部長の答弁だったと思うけ

ど、何でいつまでも、しかも人格の違う、消防は

防災対策の一環だということは理解するけども、

それは広域連合になっちゃったんだからね、早く

親機を移されないかんのじゃないですか。これ、

いつお移しになるの。 

○防災対策审長 

 同報無線の親機につきましては、今年度移設改

修ということで、本庁舎の第３会議审へ移設とい

うことで工事を発注しております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 工事を発注しておるんだね。それじゃあ、間も

なく移ってくると。 

 それで移ってきた段階で、この同報無線のあり

方を含めて考えるんだけども、これはデジタルで

はないので、間もなく使うことができなくなると

いうことですか。部品がなくて困って直してもら

ったわね。何とか今やってますがね。これは今の

使用と今の構造でずっといけるということですか。

ちょっと確認を求めたいと思います。 

○防災対策审長 

 移動局ですね、今デジタル無線つけましたけど

も、車等に積んで移動する無線につきましては、

平成23年度以降は使えませんよというような話が

ございまして、同報無線であります固定式のもの

につきましては、まだしばらく使ってもいいとい

うふうに聞いております。 

○高橋委員 

 じゃあこっち移してきてもらって、一遍、同報

無線のあり方については根本から見直してほしい

し、６時のあの音楽もやかましいんだ、トランペ

ットなもんで。ぱぱぱときちゃうんでしょう。も

っとソフトなふわっとした例えば音にするとかね、

長年やってきたからということでなじみあるかも

しれんけど、トランペットがぱぱぱとくるでしょ

う。それはどうだというような話じゃないですか。

もっとソフトで優しく、さあ、お帰りの時間だよ

というようなソフトにしてあげれば、それは傍受

する方ももっと優しくいけるんじゃないかという

ことも含めてお願いしたいなというふうに思うん

ですが、これひとつお答えをいただきたいですね。 

 それからね、ここ３年ほどの防災訓練ですよ。

ちょっと意見申し上げたいのはね。町内ごとに８

時半からやって、それで学校へ行くと。卖位が町

内なものですから、私の町内では30人ぐらい集ま

られるんだわ、役員がね。その場で係が決まっち

ゃったりいろいろして学校へ行くと。学校へ行っ

たら三角巾と消火器の訓練だがね。ことしは体育

館に入りなさいということになって、何のために

体育館行くのかなと思ってよくわからんかって行

ったら、夏休みの作品展がやってるがね、单小学

校ね。みんな作品展見て、ああなかなか子供も頑

張っとるなと。それじゃあ三角巾ですから外へ出

てくださいと。その間に坂田さんのあいさつ聞い

ておったりしてやっとるんだけど、いまひとつね、

あの訓練の意図するものが、参加者にぴちっと理

解されてないんじゃないかなと。三角巾も暑いも

んだから日陰でやろうじゃないかということでい

いんだけども、テントがあって、テントの下にシ

ートがあるけども、シートに座らせることもしな

いだよね。みんな立ったまま三角巾やってるもん

で、やれやへんがね。そうすると、三々五々御苦

労さんと、帰りに乾パン持って帰ってくださいと、

こういう訓練になっちゃとるわけですよ。これは

自主防災に軸を置いてやるということになるとい

うことで、３年やっとるんだけど、もうちょっと

工夫しないとね、これは参加者が、これが訓練な

のというような受けとめ、こういう感じがするん

ですよね。どう思われますか、今３年やってみえ

たこの形式というのは。当局はそう神経使わんで

もいいですよ、これは。どこかイベントで一とこ

ろへ集めるとね。それは走り回って、あれはいい

のか、これはいいのかとやらないかんけど、今の

やつは自主防災だから預けてあとは消防署と会場
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責任者ぐらいにお願いしとけば済む話だから比較

的当局は楽だと思うけど、もうちょっと工夫しな

いとね、これはどうなのかなというふうに思うん

ですが、いかがでしょうか。 

○防災対策审長 

 私も实際に本部、あるいはもちろん第２会場で

ある小学校にも行っておりません。本部を初めて

やらせていただきました。その前に町内会の説明

会やったときにも、昨年の訓練において第２会場

での指揮命令系統がわからんと。だから、何をど

こでどうやったらいいかという意見が結構ありま

した。 

 今年度から指定避難所には専任職員を２人ずつ

配置しました。しかし、これも若手職員で配置し

ておりまして、これは基本的にこの先ずっと同じ

会場でやっていただこうという職員でございます

ので、この小学校の担当職員を仮のリーダー的な

中身で今年度は特に現場を仕切ってほしいという

お話をさせていただいて進めておりますが、なか

なかこれも１年目でうまくいかない部分もあった

かと思います。また、昨年よりはという意見も今

いただいておるところもございます。 

 大分昔になりますけど、１カ所でやっておった

ときに私、参加したことがあるんですが、こうい

う形式ですと自主防が参加しても何にもやるもの

が回ってけえへんと。参加ができないと。余り１

カ所に集めて大人数はいいんですが、参加ができ

ないというようなこともございまして、今、７会

場で自主防を主体に、これ３年目ですかね、やっ

ております。この中身は、なかなか工夫していか

ないかんのですが、いい知恵が出てこないのと、

それから、自主防の役員も毎年かわってくる中で、

初めての経験を積んでもらうことも大事かなとい

うことで、ことしから避難所訓練を取りいれさせ

ていただきまして、来年またこれを逆に主体にし

てやっていくのかなという思いはしております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 今、答弁いろいろ苦労されていることはわかる

んですが、学校へ行くと何をやらないかんのかと

いうね、これ問題提起がないんだね。会場も三々

五々集まってござるもんで、まず体育館行ってく

ださいというんで体育館行って何があるのかとい

うことはなかなかわからない、皆さんに。三角巾

ですよというけど、じゃあどうなんだということ

も。三角巾の数も尐ないじゃないですか。幾つ用

意されとるの。やれる人は、ごく一部だがね。あ

とはぼさっとして見とるだけで。そういうような

状況。单小学校には副市長おみえになったけどね、

どんな思いだったかしらんけど、ざわざわしとっ

たわね、人は。人はざわざわしとったけども、訓

練とはいえ、もうちょっと緊迫したものがあって

もいいと思うんだけど、いまひとつそこも感じら

れないという思いがいたします。ぜひもう尐し斬

新な内容も取り入れていただいて、対忚していた

だきたいと思いますが、総務部長いかがでしょう

か。 

 それから、この町内会が自主防災組織というこ

とで、例えば町内の自主防災組織のこの保管庫あ

りますね。学校にもあります。そういうものを例

えば運んだり移動したりするのにも軽トラックぐ

らい要るんじゃないのかと、实際問題ね。訓練や

るにしたってですよということを考えたときに、

軽トラックを借りにいかないかんと。区長は軽ト

ラック持っとる人から選ぼうじゃないかというよ

うなことが出てきたりしているんですよね。現に

市民運動会忚援に行くとテント持っていかないか

んもので軽トラックなしでは行けれへんわけだ。

ちょっと防災とは違うけどね。そういうことを考

えますと、軽トラックが必要な町内会などについ

ては、さっきＡＥＤの話が出たけども、軽トラッ

クぐらいは補助対象にされて、トヨエースのよう

な大きなものは要らないと思うんですよ。昔はト

ヨエースで何ぼもテント積んで走った覚えがある

けど、そんなに要らない。軽自動車でいいと思い

まうすよ、軽トラックで。それぐらいのものにつ

いては補助対象にされる必要があるんじゃないか

ということを防災を通じて私、つくづく感じるし、

そういう意見も区の幹部からもいろいろ寄せてい

ただいております。このあたりはどんなふうに思



- 74 - 

   

われますか。 

○防災対策审長 

 今、避難所等に防災備蓄資機材等を倉庫を備え

て、できるだけ近いところに倉庫を設置して、そ

こへ備蓄しておると。主に地震災害というものを

想定した避難所ということを考えておりまして、

いざというときに軽トラックにしても移動等がで

きるのかということと、また、その軽トラック等

をどうやってだれが管理していくのかなという問

題も含めまして、ちょっと難しいのかなと。今、

防災倉庫には折り畳み式ではありますけどもリヤ

カーを全部設置して、それで運んでいただくとい

うことで整備を進めております。 

 以上です。 

○総務部長 

 それでは私の方から、防災訓練のあり方という

件でありますけども、自主防災会にできるだけ共

助という形で災害に対する備えを認識していただ

くという部分で行ってまいりましたのが今までの

訓練であります。ほんとは切りかえていきたい時

期ではありますけれども、デジタル式の双方向無

線、これを入れましたので、これの伝達訓練を昨

年とことしやったんですけど、やはり卖年度で役

員がかわられたり、あるいは学校も使う方がかわ

られちゃったりして、結局防災本部の方に訓練や

ったけれども普通の電話から来ちゃうと、こうい

うようなことで、非常に高いお金をかけまして、

１億8,900万円でしたね、ものでありますので、

これも今回のこのゲリラ豪雤もありましたけれど

も、こういったものが今後の問題ですけれども、

発生してきて、そして警報等が、洪水が危ないよ

という場合が、このデジタル行政無線を通じて自

主防もその町内会の公民館とかいうところにも多

尐待機したりして、できるだけ市の防災組織と町

内の防災組織もリンクしていきたいなということ

もこの前の豪雤では感じたわけですけど、尐なく

ともまだ職員も防災、もしここで今地震が来たら、

一体自分の職務はどういうことをやるんだいとい

う部分もまだまだきちっと浸透していかなくちゃ

ならないジャンルがありまして、やはり防災訓練

は、ぼちぼちあり方、あるいは新しいメニュー化

というか、一つの考え方のある訓練を再構築して

いく時期だというふうには思っております。 

○高橋委員 

 实際に震度６弱の地震が来たときに、とにかく

おろおろするだけで、もう自分の身を守るだけで

精いっぱいで、それは自主防災というところまで

いきやへんと。落ちついた段階で、一つ一つそれ

が皆の英知と知恵になってあらわれてくることは

あるかもしれませんが、そんなふうに感ずる点も

あります。 

 しかし、ぜひ訓練がね、もう尐し系統的に、な

おかつ何を引き出したいのかということがみんな

にわかるような内容にさらに深めていっていただ

きたいものだというふうに思います。 

 軽トラックは企画部長ね、今、防災ということ

だけ、防災の話から始まったんでね、そういう話

になったんだけど、自治区が責任を持って私が管

理しますと。ぜひこの種の軽トラックが一台ほし

いと。確かにほんとに困るんだね。一台ぐらい常

時使えるものがないと。365日要るわけじゃない

けども、必要なときには必ず要るということで、

区長がまず軽トラの確保に頭を悩ますというわけ

だね。これはやっぱり末端でそういうところとか

かわられている方からいうと、そういうことは確

かにそうだなというふうに私も感じているわけで

す。 

 ただ、今何の補助制度もないわけですので、ぜ

ひ補助制度ぐらいはつくったらどうかと、市民協

働課長、さっきＡＥＤの話が出たけどね、軽トラ

ックも要らんというところはいいですよ。ちゃん

とうちで管理する、駐車場もあると、公民館にね。

あるいは回覧配るのにも軽トラでやっとっていい

わけだわ。いうことで、さっき言った地縁の認証

の議案がありましたけど、あれができれおれば印

鑑証明が取れれば自治区で所有することができる

けども、それができてないので区長名かだれかに

すればいいと思うんですよね。そこは合意できれ

ば市の方に補助金の受け皿がないとこれはできな

いので、ぜひ検討してほしいなと思うんですが、
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いかがでしょうかね。 

○市民協働課長 

 ただいまの軽トラということですけれども、や

はり備品というところになりますので、現在のと

ころは補助対象にはなっておりません。 

 ただ、委員おっしゃられるように、实際に町内

ではいろんな面でそういうものが必要だというこ

とは私どもも認識しております。これは大変難し

い問題だと思いますので、まずは町内会の区長会

というのを年６回やっておりますけれども、その

間に役員会もやっておりますので、まず役員会に

一度こんなことをというようなことで諮らせてい

ただいて、皆様方の御意見をまずお聞きしたいと

いうふうに思っております。そこからということ

でお願いしたいと思います。 

○高橋委員 

 ぜひね、一度考えていただきたいというふうに

思いますので、よろしくお願いいたします。 

 教育委員会の方へ、時間も７時半ですので入っ

ていきたいと思いますが、先ほど嶋﨑委員から出

ましたように、食の安全というのが今ね、大変大

きな問題になっています。オムレツの材料に45万

食が使われたということで、近隣自治体もざっと

名前が出てますがね。朝日新聞、その他中日新聞

にも出てます。ずっと見ても知立が入ってないん

ですよね。いいなと思っているんですが、これは

碧单市、刈谷市、豊田市、西尾市、ずっとこれ入

ってます。 

 そうこうしていましたら、今度はオムレツの材

料ではないが、卵の皮をやるのに粉が使われてい

たと。これも自治体に広がっているということで、

今、一日一日次々と新しい分野で事故米が食用化

されていると。まだ事故米の全貌が明らかになっ

てないですよ。かなりの部分が明らかになっとる

けど、まだ全く手つかずのところもあるわけです

ね、事故米として処理されとるけども。これ、食

料化されてるじゃないかと。 

 そういうことになると、これで死亡するとかい

うことではないけれども、しかしね、食の安全と

子供たちの成長ということを考えたら、そうした

ものが給食の食卓に並ぶということ自身がゆゆし

き行為でね、こんなことは絶対にあっちゃならん

というふうに思うんですが、豊明市の給食会です

か、ここからもそういうものが入ってたと。それ

はそういうものを自覚して買われたわけではない

ので、給食会に問題があるとは思いませんが、そ

れが知らず知らずのうちで無意識に流れて、实際

には給食現場に入ってきとる。子供たちの胃袋に

入ってしまう。ここが大変怖いところでして、そ

の辺の心構えといいますか、対忚についての基本

的な考えといいますかね、学校給食の安全性とい

いますか、そういう点についての所見と現在の思

いを改めてお聞かせください。 

○教育庶務課長 

 委員が今お話のあったように、ここ数日、毎日

のように事故米、それからモチ米、先ほどのオム

レツの問題等々新聞に出ております。オムレツに

つきましては、学校給食会の方から供給されたも

の、いわゆるすぐる食品のものが事故米が使われ

ておったということがあるんですが、知立の場合

はオムレツにまず限ってお話しますと、ことしの

４月以降、１回使っております。うちの場合は、

新聞発表に名前がなかったと思いますが、結果論

でありますが、給食会の方から購入していなくて、

直接業者の方から購入してると。その業者につき

ましては、最近新聞紙上に出ております問題企業

には該当しないということで、結果としては胸を

なで下ろしているところでです。 

 ただ、御指摘のように、まだ現段階ということ

で、实は20日の土曜日、市役所におりましたら、

県の方からメールで照会がきて、いわゆるオムレ

ツ以外のですね、先ほど御指摘のありましたオム

レツ以外の手づくり厚焼き玉子ですかね、等々ほ

かの製品も回収対象商品になるということで、そ

の調査を25日までに出せということでメールがあ

りましたので、今センターの方についてもオムレ

ツについては該当ありませんが、それ以外につい

ても調査しております。毎日内容が変わってきて

おりますので、心配はしておるところです。 

 以上です。 
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○高橋委員 

 オムレツ以外の冷凍食品11品目というやつです

ね、このすぐる食品のでんぷん状の粉というよう

なことですよ。これが使われておったのかどうか、

今調査ということでね、今後どういう形で何が混

入してくるか、加工されてきますからわからない

という实態になっています。ぜひこれは、一つ一

つ丁寧に調査して対忚することが大事なんですが、

私が言いたいのは、そういうことで入り込んでく

るわけですが、改めて学校給食の安全性というこ

とを考えたときに、地産地消ですね、さっきお言

葉にもあった。知立産米のお米を使っているんだ

と、主食についてはね。これを使って子供たちに

食べていただいている。給食食材というのは年間

大体３億円近く給食食材を使うわけでしょう。２

億8,000万円前後使いますがね、給食食材、10校

で。これ考えてみましたらね、給食食材を地元で

できるものは調達していくということが、地域興

しや地域産業にもつながっていくんではないかと

いう思いがあります。３億円ですから、１年間に。

相当な金額ですね。駅前でお実が来ないとか、商

業の売り上げが減っていくとか、アピタはふえて

るけど地場産業はあかんとかいろいろあるんで、

私はね、この３億円の食材を子供たちに食べさせ

るそれを可能な限り地元で補えるものは地元でつ

くっていくような努力をね。安全かどうか確認し

てふるいにかけるという、もう一つ進めて、食料

自給率だって言われとるとおりだし、食育教育も

いま、計画をつくってみえるわけでしょう。当然

学校給食は、その中心を占めることは当たり前な

んですよね。 

 私ね、ここの所管だけでは結論が出ないかもし

れんけども、給食食材の３要素、タマネギ、ニン

ジン、ジャガイモですよ。これはカレーライスの

メニューの軸になっとるものなんですが、これぐ

らいはね、知立の生産者に呼びかけて、知立の畑

でつくってもらえんだろうかと。タマネギ、ニン

ジン、ジャガイモ。年間こういう計画で買ってい

きますと、給食センターが。それに合わせて作付

をしてやってください。そのためにはこれぐらい

の面積が要りますと、畑にね。むしろね、それぐ

らいぐっと進んで、それは知立の農政とも相談せ

ないかんわけですが、それぐらい踏み込むと、学

校給食ということに関して。だから教育委員会だ

けではできんかもしれんが、町内的にプロジェク

トでもつくってね、地産地消の３億円の食材を地

元で使うとどれぐらいの経済効果が生まれるのか。

それから、給食３要素ぐらいは地元で取れないの

かと、栽培できないのかと。そのためには、どう

いうメンバーの農民と力を結ばなきゃいかんのか、

こういう視点からね、もっと私は攻めの大胆な食

育基本計画というか、そういうものをつくってい

っていただきたいなと思うんですが、いかがです

か。 

 ばかなことを言っておるなと、そんな夢のよう

なことをいう話でぽしゃにされるのか。これは碧

单市やってますがね。作付計画をつくるんですよ、

市が。碧单市は大浜から川口、舞浜という干拓地

域があってね、あおいパーク、皆さん行かれたこ

とあるかもしらんけど、ニンジン、ジャガイモ、

体験学習もやってますがね。作付計画、何月何日

にはこういうメニューでつくりたい。何食、何ト

ン持ってらっしゃい。こうやって一帯でやってみ

えますがね。これが地域興しにもつながっておる

んだね。碧单市の農政、農業にも生かされとる。

あるいは肉に必要。いろんな食材も必要。そうな

るとさっき言った危ないものじゃなくて、もっと

身近なところでそれが調達できないのかというこ

とになれば、関連する人々がそこでも力を発揮し

て町興しにつながっていくというぐあいに思うん

ですよね。どんなふうにこの提案を受けとめてい

ただけるんでしょうか。 

○教育庶務課長 

 現状の中では、知立市産米を平成17年度からこ

れは使っております。地元の主体のものは、今、

知立市産米の米と、それから時期を見た格好で知

立市産大豆、ふくゆたかだと思いますが、それと

それを使った豆腐料理、そういうのをこれは年二、

三回程度になると思います。今現状は、そういう

状況であります。 
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 今、委員からお話のありました地域での食材の

３要素というんですかね、地域興しの意味でどう

かということはお話があったわけですが、今の段

階で給食センターだけでなかなか事を進めるとい

うのは非常に難しい状況にはあると思っておりま

す。一日約6,600食の食材というか、給食をつく

っております。その中で、今の３要素も含めまし

て、ＪＡ協選ということで野菜等は品質を均一に

したもの、それから安全なものということでＪＡ

協選で特定してやっておりますが、尐しでも知立

がすぐ対忚できないにしても県内産のものを尐し

でも入れていくような考え方で、ＪＡ協選にこだ

わらずに検討もしていきたいなと尐し思っており

ます。 

○高橋委員 

 平成17年度から知立産米と、大豆と豆腐程度だ

と、そんな大きなことおっしゃるなということじ

ゃないにしても、現状出されました。 

 しかしね、これ考えてみたらね、それで農家の

元気になる。あるいは団塊の世代がそれで子供た

ちの給食になるんだと、おれのつくったジャガイ

モが、ニンジンがね、あるいはタマネギがと。ゴ

ーヤをつくったり、オクラをつくったりするのは、

あちこちの今趣味でやってみえる方あるけども、

私は、そういう定義も一遍やってみる必要がある

と、やってみてもいいじゃないかと。あの商工の

水嶋氏、豊田市の農民じゃないですか。ああいう

意欲を持って彼も計画を立てたり、一遍頑張るん

じゃないですか。 

 そういうものを教育委員会だけでやろうと思っ

たら、これはちょっと荷が重いですが、そういう

視点から町興しと食の安全と、そして食育計画、

こういうものを幅広く、しかも大胆に取り組んで

いくというぐらいの取り組みがあってもいいのじ

ゃないのかなと。危ないものはよけていくと、こ

れはこれで大事ですよ。だけども、もうちょっと

一歩進めて、私は今回の教訓はね、ミートの肉か

らね、吉兆からね、そんなものとんでもないもの

を食わしておったわけだわ。今度は安心だと思っ

たら米までそういうふうだと。利ざやを稼いでね、

あの利益上げればいいと、こういうシステムの中

に学校給食も取り込まれとるわけだから、ぜひこ

れはひとつそういう方向性をすぐ出せんにしても、

それぐらいの思いでやっていただくといいなとい

うふうに思うんですが、これはどうですか。市長

どうでしょうか。そんなとっぴもないことを言う

なと。いや、それぐらいの今、水準でやってもら

わないかんのよ。どうですか、ちょっと意見聞か

せてくださいよ。 

○本多市長 

 私もね、ずっと思ってました。市民農園で市民

の皆さんが小さい畑やっておられるけども、知立

の場合は休耕田割合尐ないもんですからどうかな

ということもありましたけども、直接私が管理す

る給食ではありませんので、しかし、例えば食材

を扱う企業なんかでもね、日本は土地が高いので

外国で何エーカーという土地を買って、そこでつ

くって逆輸入するということもやってるわけです

ので、そういうことを考えると、知立の今7,000

食ぐらいの給食の３要素の食材を毎日どれか三つ

のうち一つ私も食べてますけれども、そのぐらい

のものができるぐらいの農地というか、畑は確保

できると思うんですね。これは例えば借りてもい

いですし、あるいはその人にやってもらってもい

いですし、いろんな方法あると思うんですけども、

そういうことができて、いわゆる農業体験もでき

る、あるいは目に見える食材というようなことを

食育の中でやっていくことがほんとはこれからは

大切なことだというふうに思っておりますので、

ぜひ研究をさせていただきたいと思います。 

○高橋委員 

 先回、体験農園を提案させてもらいました。あ

れもすぐに知立で対忚するというてもね、担当課

長も部長も、そんなこと言われても困るという言

葉だったんですが、今までの行政の枠に乗せよう

と思うとそう簡卖なことではないと思うけども、

作付計画が要るし、それをやる方がいますからね。 

 だけど今、知立の農家、農政、それらを考える

と、３億円の食材の一端を知立の農地から生み出

していくというこれはね、大変大切な視点じゃな
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いのかなと、私はそう思ってね、自分でしびれな

がら発言しとるわけですけど、ぜひ心にとめてい

ただいて、研究をしていただくということを提案

しておきたいと思います。 

 そういう点からいうとね、市教委の役割と学校

給食センターの役割というのは大きいなというぐ

あいに私、常々考えています。さっきも資料お見

せしましたように、類似都市の三十何ページでし

たかね、学校給食のところをもう一遍見てくださ

いよ。34ページだがね。知立の給食センター見て

くださいよ。現有勢力13人。平均が14人で一人足

りないと。これゼロというのは多分委託でしょう

ね。大府市と犬山市は委託でしょう。しかし、自

力でやっとるところでは13人というのが6,500食

でも知立が一番人数が尐ない。 

 教育部長は、なぜ委託なのかと、なぜ委託をす

る必要があるのかといって中島議員が問うたとき

に、行政のスリム化とおっしゃった。まさにスリ

ムになっとるじゃないですか。13人。どう思われ

ますか、この類似都市見て。 

○教育部長 

 行政のスリム化と答弁いたしましたが、給食セ

ンターだけのスリム化じゃなくて、市全体で見る

とスリム化というような言い方を思っております。 

 したがいまして、給食センターでいきますと、

今、正規対パートというような方、パート、非正

規の方、人数みえますけれども、１対１というよ

うな割合でやっておりますけれども、給食センタ

ーのスリム化でなく、市の行政のスリム化と答え

させていただきました。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 そんなすりかえは必要ないですよ。なぜセンタ

ーを委託せないかんのかと。行政のスリム化だと。

つまり、今の給食センターは相当スリムですがね、

これ既に。スリム度といったら。津島市も外部委

託したいと、調理をねということでやってきまし

たが、給食センターをつくるに当たって、なかな

か財政が厳しいということで給食センターの建設

そのこのがペケになりました。したがって、外部

委託はやめちゃったということですが、私はね、

この13人で6,500食を対忚しているというのは、

相当スリム化が進んでいると、この給食センター

について言えばね。知立市全体がスリムかどうか

は、さっきから議論しとるところじゃないですか。

改革プランとの関係でどうなんだと、いいのかと

いったら、いや、改革プランそのものでやってい

くの大変ですと。お互いの認識一致したところで

すよ。 

 そういう点で、給食センター13人で頑張ってい

ると。パートも含めてね。このこと自身は、相当

スリムな姿の直営で頑張っておるというふうには

映らないんですか。 

○教育部長 

 １対１ということで、大体５割５割ですので、

スリム化にはなってると思います。給食センター

につきましては。 

○高橋委員 

 給食センターの話しとるんだからね、給食セン

ターは、既に相当スリムだということで一致をし

ているわけですので、なぜ改めてこのここを委託

しなければいけないのかということですね。 

 ちょっと聞きたいんですが、7,000食を一日に

調理をして提供するわけですが、どんな業種業態

を考えてみえるんですか。委託、委託と言ってみ

えるけども。7,000食をばっといくということに

なると、相当力量のあるところじゃなきゃいかん

でしょう。どういうところを今、想定されとるん

ですか、委託する場合の対象業者。 

○教育庶務課長 

 まだ具体的な形では決めておりませんが、今、

アウトラインとしては、県内で学校給食、これは

県内ってまだ決定事項ではないんですが、私の考

え方では県内で学校給食の实績があるような民間

業者を考えております。 

 ただ、数が一定数になりますので、東海までの

圏域も必要かなということも思っておりますが、

今後、具体的な委託の内容ですとか仕様、そうい

ったことについて検討会を設けて、担当課だけで

はなくて検討会の中でもう尐し詰めていきたいと
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考えております。 

○高橋委員 

 例えば安城市も碧单市も高浜市もそれは委託さ

れとるけども、言ってみれば、外郭団体ですよ。

知立でいうと都市整備協会、ああいうようなとこ

ろなんですよ。そこを膨らませて、市のＯＢや幹

部がそこへ出向してやっておられる。だから、言

ってみれば芸術創造協会のようなね、全然違いま

すが、ああいうような形で市が育て上げてきた団

体がやってみえる。だから、やあおおと言えば親

戚団体ですから、そういう点では、委託とはいえ、

余り違和感がないかもしれない。 

 例えば知立の弁当屋で一番大きいのはどこかし

りませんけどね、例えば魚初とか、あるいは刈谷

市、名古屋魚国というところもありますよね、私

の浅知恵で思うのは。これはお互いに株式会社な

んですが。これをもうちょっと規模を広げた県内

で給食事業をやっとるような団体をこれから物色

していくということですか。もうちょっとお答え

くださいますか。 

○教育庶務課長 

 今現時点では、まだ具体的な詰めをちょっと至

っておりません。 

 ただ、学校給食の受託の全くの経験のない会社

については難しいのではないかなと。学校給食の

受託の实績のある業者の中で、まずは範囲を考え

ていきたいなと私としては思っております。 

 以上です。 

○高橋委員 

 私、新潟のある市へ行ってね、給食センターを

民営化されました。民営化されたけども、よく探

したが、そんな気の利いた県内業者はないと。新

潟県ですからね。委託しようにも委託先がないと。

どうされたかといったら、第３セクターみたいな

ものを立ち上げてね、育てはぐくみ、そして委託

をしたと。市役所の所長のＯＢが、そこの受託業

者の中枢になって采配を振るうと、こういう組織

をつくってやったと。知立市は委託するような業

者があるんですかと、こういう御質問だったんで

すよ。それは大都市ですから、名古屋市も含めて、

それはあるんじゃないですかということなんだけ

ども、受託業者を選定するのに大変苦労されて、

さっき言った食の安全ですよ。船場吉兆もいいけ

ども、使い回しをされとった日にはかなわんわけ

だしね、学校給食の経験があればいいという程度

でいいのかと、率直に。それが株式会社を介して

おれば利益を上げるということが企業の目的にな

りますからね、ほんとに株式会社で委託していい

のかということになるじゃないですか。 

 先ほど言ったように、高浜市もこの安城市も施

設管理協会なんだわ、知立でいうと。が、請け負

ってみえるわけでしょう、給食を。昔、出原氏が

事務局長をだったやないですか。副市長が理事長

じゃないですか。いいとは思わないけども、すぐ

隣にみえる方が親方でね、知り合いの知ってみえ

る知立の人がつくられるなら、それはそういうこ

とかといってイメージもわくし、施設管理協会が

利益を上げる、そのことを主たる任務としている

団体ではない。直営がいいけれども、お隣のそう

いうところならみえてくるのかなという思いはあ

るけども、例えば株式会社ということはあり得る

わけですか。 

○川合委員長 

 ここで10分間休憩します。 

午後７時55分休憩 

――――――――――――――― 

午後８時04分再開 

○川合委員長 

 休憩前に引き続き会議を開きます。 

○教育庶務課長 

 まだ具体的な形では業者の選定についてはちょ

っと詰めておりませんが、先ほど高浜市の例で管

理協会という話も質問者からちょっとありました

が、前任の方から私の方も聞いておりますのは、

県の方から管理協会については好ましくないとい

う形で、管理協会については方式につきましては

そのように聞いております。 

 それから、ちなみに愛知県下で学校給食の实績

のある受託業者は５社あると認識しております。 

 ただ、その範囲で考えていくのか、それとも全
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国給食協議会というのが社団法人としてあります。

その中で、愛知県下で16社、これは受託实績の給

食のあるところとないところも含めまして、会員

として社団法人の給食協議会というのが中部支部

としてあります。こういうところも視野に入れな

がら、今後早急に、それがいいということではな

くて、全体的な視野で早急に詰めていきたいと考

えております。 

○高橋委員 

 施設管理協会というのはわかりやすい例でひい

ただけでね、あれは専ら市役所にのみ仕事を受注

するというのは御法度なんですよ。高浜市の市長、

なかなかかっこよくやって、何とか平蔵氏が大い

に評価して高浜市に行かれたということだけど、

あれ御法度なんです。だから施設管理協会方式と

いうのは、近隣でやってるということは紹介しま

したが、これは好ましいことじゃありません。 

 じゃあ、どこにするのかと。いろいろ言われた

けども、見たことも聞いたこともないような業者

がだっと並べられるわけでしょう。ほんとにそれ

でいいのかと。財団法人もいわれたけども、あと

は株式会社もあるわけですか。なぜそこまでして

かなりスリム化の進んでる学校給食センターがあ

えて民営化しなきゃならんのかということはちっ

ともわからないんです、私は。私たちの目の前で

現に働いておる人々が言い、そして給食が供給さ

れ、それももっとおいしくとかいろいろあるでし

ょうけども、一忚子供たちの思いと気持ちが今、

成就しておるわけですから、スリム化という目標

で何でこういう業者業態にゆだねなきゃならない

のか、さっぱりわからないんですよね。 

 それでね、しかも前にも議論いたしました。じ

ゃあ、どんだけ経費が安くなるのということでし

ょう。これ、試算出してもらいましたよ。そうす

るとね、給食センターの職員11人おる。正職員が。

この職員は、保育所などへ回して、保育所のパー

トをやめさせてやるわけでしょう。11人が全部退

職する。これは必ずしも給食センターの職員じゃ

なくても結構です。今の保育所の調理員の方がや

めるということも含めて、11人の現在の給食セン

ターに配置されている定数が退職になるまでに13

年かかるんですよ、この試算でいうと。13年かか

らないと過剰投資が続くというわけですよ。13年

かかって初めて11人の正職員が退職するという事

態を迎える。採算ベースでどうかということにな

りますと、最初はその職員は全部雇うわけですか

ら、正規雇って保育所に入れるわけですから、そ

のほかに新たに委託契約を結んで委託料払って給

食センターの仕事やってもらうわけですから、ど

んどんお金が必要になります。採算は合わないで

すよね。そして、この資料でいうと、10年目に初

めて卖年度で黒字に転化すると。職員の人件費と

委託料の差し引きで黒字に転化する。 

 しかし、今までずっと赤字が累積してるので、

これが黒字に転化するのは19年後というわけでし

ょう。ここに書いてあります。これはおたくたち

のつくった資料。なぜこれがスリム化なんですか。

なぜこれが知立の委託の必要性を説く上でこうい

う措置が必要なんですか。19年かからないと累計

で経費節減にならないというわけでしょう。企画

部長、これどうごらんになりますか。こんなこと

でいいの、委託の正当性が立証できるのこれで。

しかも今、業者業態ね、どこでやるのか探してお

ると。株式会社が入るかもしれない。それは社会

的に信用できる人でしょうけども、先ほど言った

ような食に関する危ない情報がいっぱいあるわけ

でしょう。一つ間違ったらどうなるかわからんじ

ゃないですか。そういう状況のもとで、しかも財

政指標だってこれだとこうなる。これでいいです

か。 

○企画部長 

 今の資料というのは、ちょっと私、見ておりま

せんので、何とも申し上げようがございませんが、

今、来年度９月からですかね、新しい給食センタ

ーがスタートするというときには調理業務は委託

をしていくんだというふうに私も認識をしており

ます。 

 ただ、今言われるように、収支がどうかという

ことについては、ちょっと申しわけございません。

把握しておりません。 
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○高橋委員 

 これはね、教育委員会だけの問題じゃないと思

いますよ。確かに原課は教育委員会だけども。こ

ういう資料が議会で提出されとるんでしょう、正

式に。平成19年12月17日、まだこの間のことじゃ

ないですか。これが提出されて議論もありました。

今言ったように、19年たたないと正規の職員11人

はやめさせるわけにはいきませんから、そのまま

保育所の調理員にぶつけるわけです。保育所の調

理員のうち、パートはおやめになりますわね。パ

ート押し出しで解雇ですよ。もう契約しないと。

そうすると保育園の調理員は正職員でざっとわき

をかためることになりますね。これは今まで言っ

てきたこととは違いますよ。正職員でわきをかた

めるなんて方針はなかった。 

 しかし、センターを委託するためにそういう措

置が必要になる。だから、その人件費は引き続き

支弁していかなきゃいかんわけでしょう、正職員

は。そのほかに新たにどこどこ企業と委託契約で

委託料払わないかん、センターの運営に。これが

毎年7,000万円かかるというふうに書いてある。

そうやっていくと7,000万円では今、給食センタ

ー運営できませんから、その毎年はセンターの委

託料は減ってくるけれども、人件費こちらへ丸々

抱えてますから、そういう面で、卖年度で黒字に

転化するのが10年目。そして累積の赤字を埋めて

全体が黒字に転化するのは19年目ですよ。何のた

めに委託するのというわけです。 

 これは何で原課だけに任せるんですか。あなた

のところのプラン、さっき説明した改革プランが

もとですよ。スリムになってないじゃないですか。

行政が肥大化するだけじゃないですか、この計画

では。19年後になるかもしれんけれども、19年間

という時間は支弁一筋ですよ。増額一筋ですよ。

これから鉄道高架もやり厳しい財政状況だという

のに、センター委託することによって人件費がふ

えていくと、逆に、総体に。何でこれを市教委だ

けに任せるんですか。企画が音頭を取って、もっ

ともっと具体的、現实的な検討をしなきゃだめじ

ゃないですか。 

 ほんとに委託がいいのかどうか。よくなければ

方向転換をしてやらなきゃうそじゃないですか。

こんな資料もらって、ああスリム化になりますな

んて、だれが思うんですか。ちょっと意見聞かせ

てもらいたいですね、私は。教育委員会とりこに

なっちゃっとるからね、こういう資料出して行く

行くいうてみえるけども、そんな一人で行く行く

いうとったって、これでほんとにいいんですかと。

だれでもそう思うんじゃないですか。19年後です

よ、総体的に減じてくるのは。こんなのはスリム

でも何でもないじゃないですか。肥大化じゃない

ですか、19年間。 

 しかも調理する人たちは、さっき言ったように、

これから探すわけでしょう。職場乱れてる。どこ

でどういう悪いものが入ってくるかわからん。こ

の性善説に私は立っとるけども、最近の食に関す

るこの实態はそういうことでしょう。ほんとに安

全で、しかも経費を含めてね、内容はいいのかど

うか、検討しなきゃうそじゃないですか。 

○企画部長 

 今、御指摘の10年はいわゆる三角だというお話

ですが、そういうことも含めて検討を今までして

きたというふうに思います。確かに19年後でない

と今までの赤字まで全部クリアができないという

ことのお話ですが、そういうことまで含めて、将

来を見据えて委託をしていくんだということだと

思います。 

 したがって、当面は赤字というかもしれません

が、ゆくゆくはそれがプラスに転じてくるんだと

いうふうに私は理解をしております。 

○高橋委員 

 いやいや、19年後だよ。当面というのはね、２

年とか３年、ちょっと持ち出しになるかもしれん

が、その後スリムになっていくということならわ

かる。19年後だね、累積赤字が償還されて黒字に

転じる。黒字というか経費節減になってくるのは

19年後だわね、これ。こんな19年後に経費節減に

なりますなんていうシナリオを、ほんとにだれが

信用するんですか。この19年間経費を拡大してい

きますよ。当面拡大方針だがね。経費拡大の民間



- 82 - 

   

委託ということじゃないですか。その間にどうな

ってくるかわかりませんよ。19年なんていう長い

間ね、事態はどういうふうに変げてくるかわから

ないという環境のもとで、19年後にスリムになる

から委託がベターだと何でいえるんですか。 

 総務部長、あんたこれどう思うの。こんなもの

はスリムでも何でもないじゃないですか。財政の

拡大じゃないですか。しかも責任が転嫁されると。

市の責任が明確にならないということじゃないで

すか。株式会社が入ってくると。駐車場と違うん

ですよ。子供たちの食事をつくる企業ですからね、

メンバーですからね、駐車場とは違うと思うんで

すよ。どう思われますか。市教委に任せておいて

いいですか。ちょっと財政担当の意見を聞かせて

くださいよ。これでスリムですか。 

○総務部長 

 財政的な見地から答弁をするということになり

ますと、大変考え方の基点の違うところもあるに

はあるわけでございまして、例えば民間委託の是

非を経費が拡大するか、縮小するかという部分で、

今の实態の数字でいくと、それは一定の期間につ

いては拡大ということがみえるかもしれません。

が、しかし、一定の年数が過ぎればそこからは変

わるということもあります。 

 じゃあ、それいくときに、僕の意見だけですよ。

現在11人おる正規職員が、一人ずつ退職していく

ものの補充を今の臨時職員で賄っていって、それ

で例えば五、六人になっていったときに、そうい

う方の移行性ということで、それが是というなら

ばそれは一つの選択肢であると思いますし、今の

時点でとらえていくと一定の期間というものは、

それは拡大というか、片方には当然正規職員の

780万円という平均賃金がかかるわけですので、

その分になるかもしれませんが、トータルでいく

と長い平成40年になりますけども、そこにいくか、

それより前に淘汰されていくかということは、ま

た現实問題としては変わってくるかもしれません

が、そんな感触を受けております。 

○高橋委員 

 これはね、現在のメンバーで給食センターを運

営するのに人件費が900万円かかるというわけで

すよ。だから１人正規がやめられれば補充しなく

ていいのかと。900万円は今の体制でやろうと思

うと900万円かかると。11人の常任体制で。これ

が６人になり、５人になってもいいのかと。パー

トばかりでいいのかと。それはそれで考えなきゃ

いけません。 

 しかし、現時点で委託にウイングを切ることが

ほんとに妥当かと、現時点でね。私は、先ほど申

し上げたように、9,000万円、しかも類似市から

いったって、相当スリムになってる。この関係で

直営を続けていくということで19年間にわたって

歳出が拡大されるという環境を阻止できると。そ

の向こうに何があるか、またそれは考えればいい

でしょう。19年後の話だから。 

 だから、19年後に経費が節減できるからスリム

化で委託だという議論になってきますと、これは

委託先にありきで、なんしょかんしょ委託なんだ

という委託亡者の皆さんのかたくなな発想かなと、

こういうふうに思わざるを得ないんですよね。ち

ょっと答弁していただいて、所管外で答弁してい

ただいて決めつけるような言い方は大変失礼やっ

たと思うんだけども、そういう環境にあるという

ことは、きょう皆さん企画部門も総務部門もね、

ぜひ御承知おきをいただきたいというふうに思う

んです。 

 それでね、時間がないんで端的に伺いますが、

こういうことですよ。派遣ではなくて委託が成立

する、偽装請負ではなくて、きちっとした委託が

成立する案件、これは議会でも何度もやってきた

んですが、これは政府の見解として法律の解釈、

事故の責任と負担で準備し、これは給食センター

を想起してくださいね。自己の責任と負担で準備

し、調達する機械、設備もしくは機材（業務上必

要な簡易な工具を除く）または材料もしくは資材

により業務を処理すること、これが偽装請負では

なくて正規の請負として成就できる条件なんです

よ。自己の責任で負担をし、準備し、調達する機

械、設備もしくは機材、または資材により業務を

処理する。つまり、発注者から名实ともに独立し
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た受注関係がないと、これはだめだということで

すね。それで議論されたのが二つなんです。 

 一つは、調理機器、これを無償で与えていいの

かと。例えば株式会社が入ってきて、市民の血税

でつくった調理機器を無償で提供していいのか。

それはだめだと。双務協定でやりなさいと。あれ

４億円かかりましたよ、総務部長。私の認識では。

10年償却として１年で4,000万円ですよね。4,000

万円受け持たせるのかといったら、これは委託は

パンクですわ。9,000万円ではおさまりません。

とんでもない話でね、おさまりませんが、そうい

う双務契約を結んできちっとしなさいと。 

 もう一つは、こういうことがあるんです。これ

は厚生労働省の見解です。こうした事態を受けて、

何が要るかというと、市が食材を一括購入し、業

者に有償で提供することだけでそういうことをし

なさいということを言っています。受託業者が市

から提供される食材を有償で購入することや設備

の資材等の使用を市と独立した双務協定を結ぶと

いう趣旨なんだと、これが独立したということな

んだということを言っています。 

 だから機器の双務契約あわせて給食食材もその

業者が買うんだと、一括して購入するんだと。そ

の場合に、市がこういう食材にしなさいよ、こう

いうものはだめですよ、これですよといってメニ

ューと合わせて食材を選定しますが、買うのは業

者だと、こういうことが成立しないと一括して請

負とは認定できないと、こう言っとるんです。 

 教育庶務課長ね、そういうことで双務契約を一

体どうするのか、幾らで貸すのか、４億円のもの

を。あるいは食材は伝票方式でやるということは、

結局買えということを言っておるんです。そうい

うことを含めて大丈夫ですか、偽装請負にならな

いような業者の選定というのは。 

○教育庶務課長 

 機器の有償の双務契約については、委員の御指

摘のように、有償ということが前提になっており

ます。今お話のあった債務負担の購入金額が約４

億円近くになっておりますので、それを何年で償

却するか、また、今質問者がおっしゃったように、

10年でも１年4,000万円になりますので、それを

委託という格好では計算の中に含めるというのは

金額的に感覚的にどうかなというふうに考えてお

ります。 

 知立市の条例の中に、公益上必要がある場合に

ついて時価よりも低い価格で貸し付けることがで

きるという規定がありますので、これをどう考え

ていくかというのを今後また早急に詰めていきた

いと、まずその点については考えております。 

 それから、２点目の食材につきましては、この

３月議会以降につきましても県教委、それから、

文部科学省、厚生労働省と調整してもらった結果、

それと私の方も愛知労働局に数回足を運びまして

確認した中では、食材については、市で従来お話

しております献立と食材の購入については市が責

任を持ってやっていくということの中で、お話し

した状況では食材について市でやっていけないと

いう話は一度も出てきておりません。ですから、

これは伝票によってその受け取りを確認していか

ないかんということは当然ありますが、食材まで

業者にやらせなければだめだというお話は聞いて

おりません。 

 以上です。 

○高橋委員 

 これは７月15日、厚生労働省との交渉の中で出

た意見で、厚労省は、業務遂行で受託者の独自性

が確保されるかどうかということについて次のよ

うな回答をしたということで先ほどいった部分が

ございます。すなわち、市から提供される食材を

有償で購入することや設備や資材等の費用を市と

の独立した双務契約を結ぶという趣旨なんだと。

だから伝票ももちろん最小限度のことでしょうが、

有償で購入しなさいと。もちろんそれは業者の自

由には選定できないですから市の方が管理栄養士

を含めて献立をつくり、その献立表に沿って重要

で必要な安全な食材を選定して、その選定のもと

で受託業者に有償でそれを購入させるということ

が必要だというふうに言っておるんですよ。これ

は７月15日、厚生労働省の見解ですよね。 

 こうした点を考えていきますと、しかも双務契
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約が１年4,000万円の減価償却をそのまま乗せな

いにしてもね、ここにうたわれている委託費用

7,075万7,000円、これがコンスタントだというこ

とでやってみえるんですよね、計算の原点になっ

てる。委託契約の費用は7,075万7,000円、市の方

の現行で人件費が9,100万円、その差が2,000万円

ある。11人の職員が退職するのに13年かかると、

こういう計算なんですよ。これで有償契約でもう

尐しお金をいただくと。もっとたくさんいただく

ということになれば、これはもうがらがらと音を

立てて崩れていくじゃないですか。9,000万円を

超えるような委託契約になる。そういうことあり

得るんでしょう。 

 私はね、そういう指摘を受けながら、なおかつ

この委託こそ最良の策だといういわば委託中心主

義の発想や考え方を改めていただきたいと思いま

すが、教育長どうですか。 

○教育長 

 調理業務の民間委託の件でありますけども、や

はりまず偽装請負にはなってはいけないというこ

とで、庶務課長もいろいろとあってならないとい

うことがまず一つであります。 

 それから、今の食材の問題、そして調理機器の

双務契約のことについても教育庶務課長が申し上

げたとおりであります。 

 それから、もう一つ、給食センターの民間委託

によって食育の問題でありますけども、現在も一

般質問の中にも中島議員からもお話がありました。

今年度から栄養教諭の配置というのがありました。

そして学校の栄養食育とあわせて給食センターの

仕事もするということであります。今年度、県で

は新たに５名の栄養教諭に採用が決まっておりま

す。今までの栄養職員という採用はこれからはな

いということになりますと、栄養教諭がだんだん

とふえてくると。そうすると、学校教育の中へは

栄養教諭はそちらの方へやる。給食センターの仕

事もやらなければいけない。物理的にいうと、か

なり大変な仕事になってくるということでありま

す。そういう中で、給食センターの方がある程度

民間委託、これがさっき言ったように、法的にク

リアできなければこれは問題あるわけですけども、

そういうことが可能であればそういうことを進め

ることによって学校の食育の指導も充实していく

のではないかと、そんなふうに思っております。 

 昨年度、民間委託をやっている給食センターへ

行って参りました。そのときに、学校の先生方の

話は、給食は変わりないよということと、給食セ

ンターの栄養士、知立と同じ３人おりましたけど

も、今、民間委託やっとるので、私たちが時には

３人外へ出ても何とかやっていけますよというこ

と。ただ、毎週打ち合わせをやっておりますと。

そして最後に言われたのは、やはり委託業者です

よと。委託業者がきちっとした業者であれば安心

して委託ができると、そんな話をしておりました。 

 以上であります。 

○高橋委員 

 今ね、直営で管理栄養士含めて一生懸命頑張っ

ていただいている。それにまさる委託業者が私は

あるのかなというふうに思うんですね。 

 私、ある学校の校長先生にお会いしてお話しし

たんですが、それは一番いいのはね、卖独自校方

式直営なんですよと、給食というのは。これは私

たち实感してきましたがね。私たちも卖独自校方

式でやってきました。調理員の顔を見、そしてこ

のメニューのにおいがする、そして空腹で腹が鳴

る、そしてこの給食係の男の子や女の子が一緒に

つくって持って来て一緒に食べる、これがやっぱ

り家庭の味だし、団らんだし、今そこが壊れてい

るからこそ食が問題になり、食育方針を立てて、

立て直さなきゃならん。その大前提をいわば自治

体の方が合理主義で壊してきた、センター方式に

した。そのセンター方式の直営でさえ教育長の答

弁をして今のような答弁ですからね、私はほんと

に寂しい思いがしてなりません。 

 じゃあ、食育基本方針で何を立てるのかと。直

営のお母さんたちがほんとに頑張ってやってくだ

さることが経費的にも9,000万円でおさまってい

るにもかかわらず、なぜそれを民間委託に取っか

えることが食育のプラスになるのか。それは業者

次第だという説もあるんですが、私は、給食の原
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点を教育長お忘れになってるんじゃないかという

ふうに思えてなりません。大変残念ですが、私は、

改めて先ほど申し上げた一連の趣旨から、学校教

育の中心である食育の要である給食センターの調

理部門の委託については断じて容認することはで

きないということは、ぜひひとつはっきり申し上

げておきたい。 

 できればお母さんたちの意向もさらに上乗せで

きるような、そういう機会もつくっていきたいと

いうことを改めて申し上げておきたい。これがま

かり通るなんてことは私はね、経費の上からも絶

対プラスにはならんということを改めて申し上げ

ておきます。 

 最後にしたいと思いますが、学力テストですね、

教育長、本会議でいろいろおっしゃいました。こ

れ、新聞の切り抜きなんです。自民党内でも全国

学力テストは不要だという議論があるということ

を書いた記事ですね。 

 全国一斉学力テストは税金のむだ遣いであり、

今のままなら不要だと自民党内の議論でこんな声

が上がりましたというのがリードの部分です。自

民党の中のむだ遣い撲滅プロジェクトチーム、こ

れは座長に河野太郎氏、洋平さんの息子ですが、

太郎氏が座長を務める。太郎氏は何と言ってるか。

なぜ全員に対する調査で毎年やらなければならな

いのか。例えば５年に一度の試験として、その間、

サンプル調査として経過変化を追ったらどうか。

サンプル調査にしてコストを縮減すべきだ。各児

童・生徒の学力は各学校や各自治体レベルで把握

すれば十分ではないか、河野氏はそう言ってみえ

ます。 

 全国一斉学力テストは2006年度に準備事業とし

て21億円、2007年度には60億円、2008年度には62

億円をかけてやったというんですね。小学校６年

生と中学校３年生230万人を対象にやった。能力

見るなら何もサンプル調査でいいじゃないか。こ

れは自民党の関係者の発言です。 

 教育長、本会議ではね、ずっとやることはいか

がなものかと思うけども、三、四年はやったらど

うだと、こんなことも折衷案的におっしゃってい

るわけですが、この河野太郎氏の御意見について

は、どう思われますか。 

○教育長 

 いろんな意見があると思います。確かに例えば

国が全国の傾向を見る、今の状況を見るというこ

とであれば、しっかり調査をしなくても抽出調査

でいいわけであります。今回は、すべての子供た

ちを対象にして、それを各学校で指導に生かすと

いう観点で行っているわけであります。私もあそ

こでお話させていただきましたけども、４月23日

の中日新聞にもそういう記事が載っております。

全国学力テスト232万人参加、文科省５年継続の

意向ということで、社説では５年も続けるのかと

いうような社説があります。私もこのところを読

んで、うなづけるところもあるわけであります。

１年、２年でそれで終わってしまうのではなくて、

もう尐しやっていくことも大切なことだなと。 

 例えば今回いろんなものを見ておりますと、学

校によっては当然ばらつきがありますし、そのば

らつきが一回だとわからない。小集団で平均等出

てきますので、そうすると学年によってかなり違

ってくる。そういうものがあって、学校運営、校

長先生方にも今回のものを分析して自分ところの

学校経営がどうであったかということも検討して

くださいということはしてあるわけでありますけ

ども、しかし、まだ４月９日の朝日新聞の全国学

力調査の内容では、これをもとに我々教育長でも

お話し合いをしたわけでありますけども、やっぱ

り活用の部分、これをどう活用していくかという

ことはこれから尐し考えていかなければいけない

のではないかというような意見もありました。５

年を超えて行うということは、まずないであろう

と私は思っております。 

 以上であります。 

○高橋委員 

 教育長の理念がなかなか私、質疑しとっても見

えてこないんですね。世論の折衷案みたいなこと

をおっしゃる。どうも教育長というのは、そうい

う折衷主義かなと、大変失礼な言い方だけども、

そんなふうに映ってしょうがないんですよね。 



- 86 - 

   

 文科省もそういうことはよく承知しているので、

实施要領に次のようなことが明記されております。

この学力テストは、序列化や過度な競争につなが

らないように十分配慮し、適切に取り扱うと、こ

ういうふうに言ってます。これで初めて、これで

２回終わるんですが、これでもう尐しやっていく

わけですね。そうしましたらね、いよいよ本音が

出てきました。一人は橋下大阪知事ですね。大阪

の学力テストの成績は低位なんです。低いんです。

１位が秋田ですが、一番低い。彼は何と言ったか。

このざまは何だと。２年連続低位ではないかとい

うことで、県教委をどしかったというんですね。

そして市町村教育委員会に、この結果を公表せよ

と。もし公表しないようなら県の補助金で強弱を

つけるぞと、いいなと、橋下知事は、そうすごん

だというんですね。 

 つまり、大阪では、これを公表せよという懸念

していた内容が知事をして突出し始めた。秋田県

は、これトップなんですが、秋田県の寺田知事も

市町村の公表を私としてはぜひやってほしいとい

うことで市町村を知事が督励すると、こういう事

態が起こってる。鳥取県の知事も同じようにテス

ト結果の公表、公開、非公開は市町村の予算措置

に影響を与えますよというようなことを言い始め

た。いよいよ知事をして本音が出てきたんですよ。

なぜこの学力テストをやらせるのか。結局序列化

なんだと。文科省もそれに担っとるけども、そう

やると世間が強い反発があるので、先ほど申し上

げたように、序列化や過度な競争につながらない

よう十分配慮してと、こう言ってきたけども、結

局こういう世論が出てきて、これ押されていくで

しょう、多分このままいくと。東京なんかは、今、

学校区が自由になって、子供の集まらない学校が

できてきてあると。Ａ学校には人が集まるが、Ｂ

学校には集まらないと。まさに序列化。こんなこ

とでいいのかということが言われていますが、こ

ういうことに結局つながっていくんじゃないです

か、教育長、このまま続ければ。 

 私は、犬山市は犬山市でいろいろ御批判がある

けども、教育者として一つの節度を示された、一

つの考え方を示されたという点では、私はなるほ

どと、そういうことなのかというふうに承ってお

るわけですが、教育長ね、３年から４年というの

は、まさに折衷案、よくわからんのだ、あなたの

意見は。何で３年か４年なんですか。 

 それから、公表はすべきでないというふうにず

っとおっしゃってるけども、公表はしないという

ことは引き続き明言していただけますか。 

 そして、ぼつぼつ終えんしたらどうだというぐ

らいの御発言できないですか。 

○教育長 

 まず、公表の件でありますけども、愛知県にお

いては市町村教育委員会のものは公表しないとい

うことであります。 

 知立市におきましても、今週、定例教育委員会

がありますので、そこで知立市の判断について昨

年度と同様、知立市における小・中学校全体の結

果を公表しない、学校名を明らかにした公表はし

ない、各小・中学校は自校の結果を公表しない、

この３点については昨年度も各学校へお話しした

ところであります。今年度もこの方向でいきたい

と思っております。 

 それから、なぜ三、四年かということでありま

すけども、既に来年度、再来年度の日程がきてお

ります。もうしばらく行っていくことも大切だな

ということは思っておりますし、それで３回でや

めてしまったら大変知立市は困るのかといわれま

してもそんなには困らないわけでありますけども、

文科省の方向は５年ということになっております

けども、三、四年ぐらいかなと。これは確たる根

拠はありませんけども、そんな思いを持っており

ます。 

○高橋委員 

 秋田県が１位の成績をおさめたんですが、この

秋田県の６年生の担任がこういうことを言ってみ

えるんですね。 

 担任は、前回より悪い成績を取ってはならない

という大きなプレッシャーがありました。私も心

ならずも前回の学力テストの問題をやらせたり、

類似の問題集を集めて市販の問題集とあわせて子
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供たちにやらせてしまいました。先生によっては、

６年生の新学期が始まってから、ほとんどの時間

をテスト対策に充てたという人もいます。そうな

ると学校づくりにも影響しますというね、１位の

秋田の６年生担任がこういうふうに告発してます

よね。何でこんなことのためにテストをやらせて、

当たりをつけていい成績を取らせようとプレッシ

ャーになっとるというわけだよ、先生が。ここの

ところが一番の大事なところであって、これを今、

紹介した３人の知事は公開せよといって迫る。予

算査定で影響するよといっておどすという事態に

なってる。これはまさに異常そのものですよね。

これ学力テストのなせるわざだと思います。 

 その問題の犬山市なんですが、田中市長は、教

育委員会を何とか賛成させたいと、学力テストで

ということで、新しい委員を委嘱することにした

というんですね。その委員が、实は市長に献金し

とったということが出ましたよ、８月27日に新聞

に。何たることだと。独立した行政機関である市

教委が、市長の意のままにならんわけだから委員

を差しかえると。その差しかえの委員から献金も

らっておったと、市長が。こういうとんでもない

話にまで発展しているんです。 

 私は、そういう意味で、教育長なかなか言葉を

きちっとおっしゃらなくて、何をお考えなのかと

ても私、心配だし、よくわからないですよね、お

っしゃってることが。しかも学力テストの問題で

は世論が二分しております。むしろ最近はそんな

に長いことやる必要ないじゃないのという声が多

数だと思います。改めて教育長の所見を伺いたい。

いかがですか。 

 それから、もう一つ、学校教育課長の問題に関

連して承って終わりとしたいんですが、６月議会

で私は、県派遣教育主事お二人の時間外手当につ

いて聞かせていただきました。教育調整額として

諸手当を除く給料の４％が一般的に支払われてい

るということでありまして、この是正を私、求め

ました。県派遣教育主事のお二人については、全

くこの対象にもなってない。あなたは何と答弁さ

れたかというと、近隣市を見ますと、私どもと同

じようなところや、それから教育調整額相当の手

当を出しているところ、あるいは時間外を独自に

つけているところ、いろんな形でやってるので検

討したいと、大至急と答弁されましたが、その後

どうなったんでしょうか。 

○教育長 

 学力テストの話でありますけども、先ほどもお

話しましたけども、今回２回目ということであり

ます。新聞報道によると、５回程度は实施すると

いうふうに報道されておりますけども、来年、再

来年ぐらいは恐らく实施していくだろうと思って

おります。そういうものを学校の方が強く拒否す

れば別でありますけども、校長会あるいは保護者、

教育長会等もやっていこうじゃないかということ

でありますので、そうした市民の要望あるいは学

校の先生方の。ただし、これを实施して、いかに

活用していくかということのこのあたりをもう尐

し力を注いでいきたいと思っております。 

○教育部長 

 ６月議会の派遣職員の関係でございますけれど

も、派遣職員につきましては、管理職手当がござ

いませんので、時間外を命令した場合は時間外を

つけるということで、現在８月１日からその方向

で進んでおります。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 ８月１日からその方向で進んでいるとおっしゃ

るけども、時間外手当が払われているということ

ですか。 

 ６月議会の私の質問が具体的に实践されていま

すよということを今おっしゃったんですか、教育

部長。 

○学校教育課長 

 ８月から私の方で命令を出して時間外手当をつ

けております。９月16日の給料から入っておると。

８月分ということで時間外をつけております。 

○高橋委員 

 その時間外のつけ方は、市の一般職の例に沿っ

てつけていただいておるんですか、比率。あるい

は私が紹介した４％相当額ということなのか、市
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の職員並みのこの比率でやっていただいておるの

か、それはどちらなんですか。 

 それから、私が命ずる残業というふうにおっし

ゃったんだけども、私も結構残業やるんですが、

毎日２回は学校教育課長、御苦労さんだと思うん

だけども、おみえになりますよ。一般的にああい

う形態で県派遣主事が仕事をしているということ

が残業しているということだという置きかえでい

いんですか。どうなんですか。私が命ずる残業と

いうのはどういうことなんですか。 

○学校教育課長 

 まず、市の職員の方と同じように時間外手当を

つけております。 

 それで私が命ずるという、ちょっと言い方がま

ずかったわけですけども、やはり仕事の内容等い

ろいろありますけども、勤務時間外にどうしても

必要な場合という考え方であります。 

○高橋委員 

 難しいことおっしゃるんで、私はわからんけど

も、私は帰り際に、もっと声をかけていった方が

ええですかね。学校教育課長、きょうは命じられ

た残業ですか、命じられてない残業ですかと。い

やみっぽく言っちゃいかんと思うけど、あそこで

ああいう形態で仕事をされているということは命

じられた残業であるという理解でいいのかどうか

ですよ。命じられた残業以外のものもあるわけで

すか。そこが問題ですよ。 

○学校教育課長 

 両方あると思います。自主的にというところも

あります。 

○高橋委員 

 自主的な残業というのはあるんですか。私はな

いと思いますね。つまり、お仕事がお好きで、自

主的に５時過ぎても、課長は、そんなん君やる必

要ないよと、命じてないぞと。いやいや、私これ

をやりたいんですといって自主的にやると。それ

は対象外ということですか。そんなことがあるん

ですか。それはちょっと私、違うと思いますね。 

 さっき私、副市長に人事について働いとる職員

の気持ちにもならなきゃいかんよということを申

し上げたけど、学校教育課長それはちょっと課長

職として部下に対する対忚としてはよくない話じ

ゃないですか。そんな命令せんで自主的にやる人

なんかいないですよ。また、そうすべきじゃない

ですよ、そんなことは。どうなんですか。自主的

なものと命令的なものは、どこで区別されるんで

すか。 

○学校教育課長 

 私の考えでいきますと、私自身、例えば来週を

見通したときに、来週月、火、水、木、金とこの

予定があるといったときに、自分としてやってお

かなければならないことを自分で行うわけですね。

それということがあるわけです。 

 あと、もう一方では、例えば校長会のための資

料づくりとかも、みんなでそろってやらなければ

資料ができないという場合は、明らかにあしたの

ここまでというような制限をつけます。その違い

が尐しあるかなというふうに考えます。 

 以上です。 

○高橋委員 

 前段は自主的な残業だが、後半は命じられた残

業と、こういうことですか。 

○学校教育課長 

 自主的な残業というそういう時間外ですね、自

主的なというところは、そういう言い方をすべき

ではないというふうに考えています。 

○高橋委員 

 私たちでも、だれも拘束しないですよ。日ごろ

の活動はね。だけど、この仕事とこの仕事を今週

やらなきゃいかんと。あしたはこの日程、あさっ

てはこの日程、その次は議会だと。やれへんと。

きょうやっとかないかんと。いいとこまできたけ

どお実さんが来ちゃってだね、やれへんかったと。

５時済んだと。しかし、それやらなかったら自分

の責任果たせないじゃないですか。あしたの日程

わかっとるんだから。それやりますよね。それは

自主的な残業ということで残業手当の対象にしな

いということですか。聞かせてもらいたいです。 

○学校教育課長 

 ８月においては、しておりません。 
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 以上です。 

○高橋委員 

 じゃあ、どういうときに残業手当の対象になる

んですか。あした校長会があると。しかし、校長

会はもう既に日程わかっとるんでしょう。どうい

う資料が要るかというのは、おおむねわかってる

じゃないですか。だったら事前に自分で段取りし

て、あなたのやるべきことはわかっとるんだから、

自分で準備してやりなさいと。５時までにできな

きゃそれは自主残業だねと、自主的な業務だねと

いうことで全部置きかえとるじゃないですか、そ

ういうことであれば。 

 それがね、課長職として部下の先生に対する対

忚だとしたら、これちょっと教育委員会間違っと

るじゃないですか、大変恐縮だけども。働いても

らうということについての一般常識が。 

 もちろんね、タイムカードはないけども、ぶら

ぶらしておると、明らかに。そんなものは残業じ

ゃないですよ。しかし、一生懸命パソコン打ちや

ってみえる。その人の日程はいろいろある。だか

らきょうここでやっていかなきゃ自分の責任が果

たせないからやってみえるじゃないですか。だっ

たらそれは命じられようが、命じられまいが、自

主的であろうが、その自分の与えられた任務を遂

行するために５時を超えて時間を費やしてみえる

んだから、それは相当の給付をしてあげなかった

らね、それはもたんじゃないですか。労働力とい

うのは商品なんだからね。労働力というのを売っ

てるわけですよ、労働者というのは、商品として。

その商品が、あなたの思いでやっとる商品だから、

これは価値がないと。私が命じればそれは商品と

して成り立つんだということになると、これは私、

ちょっと問題ではないかと、その判断を課長職が

されるということは。きょうの部下の仕事ぶりは、

おれの命じたものじゃないから残業手当が出ない。

きょうはつける、これは課長職が判断をする内容

じゃないでしょう。どう思いますか、部長。 

○教育部長 

 お二人につきましては、職員と同じ市が残業を

払いますので、職員と同じような時間外命令をし

ておりますので、必ず所属長の命令がないと給料

には反映されないということでございますので、

職員と同じシステムでパソコンで時間外命令とい

うような形でやらさせていただいております。 

○高橋委員 

 それはいいですよ。建前はそれでいいですよ。 

 ただし、職場長がみえるんだわ、教育委員会の

場合。ほかは皆帰りますがね、極端なことをいう

と。一緒に残っとる課長職は中にはみえますよ。

だけど、ほとんどの人は帰られますがね。そうす

ると、残業のつかない人たちが一生懸命やられま

すがね。それは例えば２時間やったと。それを翌

日、課長が追認するわけだわ。おれおらんかった

けど２時間やったかと。それじゃあ２時間だねと。

学校教育課長みえるもんでね、現場に。ここは違

うんだわ。学校教育課長いわく、私が命じた資料

づくりなら残業としてカウントしてあげるけども、

私が命じてないものについては全体の段取りの中

で処理すればいいけども、それは自主的に５時を

過ぎてやってみえるということについては残業手

当にしないよと、こうおっしゃっとるわけでしょ

う。 

 学校教育課長みえなきゃいいですよ、５時に帰

られれば。あなたのおっしゃるとおりでいいんだ

わ、部長の。学校教育課長みえるもんで、まじめ

で。これたまらんがね。同じ５時過ぎとっても命

じられた仕事と命じられない仕事があったんでは

ね、これは職員さんは私、知りませんけども、ど

んな心境か。しかし、労働の質を上司が決めると

いうことは、それはちょっと越権行為じゃありま

せんか。遊んどって仕事やってなきゃ注意しなさ

いよ。だめじゃないか、君、そんなことじゃあ。

残業手当出せないよと。だけど一生懸命やってみ

える。それは命じられたものじゃないと思うかも

しれんけど、そのサイクルでやらなきゃいかん仕

事としてね、やらんでもいい仕事をやってるなら

帰りなさいと。私がここにいるから帰れないのと、

課長職がいるから、あなた遠慮して帰らないのと

いうんなら、帰してくださいよ。学校教育課長も

早く帰ると、そういう日は。当たり前にこれやっ
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てもらわないかんと。10時になってもつくれとい

うやつは、これは命令ですから残業手当つくけど

も、そうじゃないやつは残業にしないと。これは

ちょっとね、そこまで上司は労働の中身を決める

ことはできないでしょう。どうですか、部長答弁

してくださいよ。 

○教育部長 

 先生方につきましては、時間外というのが余り

ぴんとこないものですから、先ほどあのような発

言になってしまったと思いますけれども、市の庶

務事務の様式によりまして、市の職員と同じよう

に職務命令を出して時間外に反映させるというこ

とでございますので、私も早く帰りますので、そ

の实態はよくわかりませんけども、職員と同じよ

うなシステムで給料を支払いさせていただいてお

ります。よろしくお願いいたします。 

○高橋委員 

 総論はいいんだわ。しかし、これね、大事な問

題ですよ。対象者お二人だけども。 

 それで、５時を過ぎて仕事をしていても残業に

カウントされないということがあること自身がお

かしいんですよ。 

 ちょっと聞きますが、８月１日から採用すると

いうことは、何時間残業ついてるんですか。 

○学校教育課長 

 18時間です。 

○高橋委員 

 私も時々はあそこの前を通るけども、18時間じ

ゃ済まないでしょう。私も早く帰りたいけども、

能力がなくてね。学校教育課長から言えば自主残

業だ、私も。命じられたものじゃない。私やりく

りの中で、かきつばたができんもんで、しょうが

ない。やらなきゃ発行できないからやっとるだけ

の話ですが。やりたくないけども、時間過ぎて。

そうすると７時でも８時でも下へ下がっていくと、

まだ全部先生みえますがね。それで18時間じゃあ、

これはちっと違う。 

 教育部長ね、あなたほんとに無責任だよ、そん

な答弁でよしとしちゃあ。職員と同じようなこと

でやれば、学校教育課長にレクチャーして、だめ

だと、それは。学校教育課長は今までこの４％の

世界で生きてみえたんだから、そういう観念はな

いかもしれんけども、この際、市役所の残業とい

うのはこういうものなんですよと。もうあなた帰

ってくださいと。いつまでもおるのが仕事じゃな

い。体休めてくださいというときには、みずから

退社して、若い指導主事の方にも帰ってもらうと。

私は、残業こてこてやって頑張りなさいというこ

とを言いたくないんですよ。早く５時に終わって

帰っていただきたい。しかし、学校の先生が残っ

とるのに指導主事は帰れるのかという議論があっ

たからね、必要な仕事をやってみえるなら残業手

当を払ってあげないかんじゃないのかということ

を申し上げているだけのお話ですよ。学校教育課

長ちょっときついことを申し上げましたけども、

教育部長ね、市役所と同じようなパターンだとい

うなら、自主的に５時過ぎるのも命じられて５時

過ぎるのも同じものだというふうにしなくちゃい

かんのじゃないですか。 

○教育部長 

 やはり時間外につきましては、所属長の命令で

ございますので、自主的に市役所におるというの

もおかしな話ですけれども、そこら辺よく課長と

話し合いたいと思っております。 

 以上でございます。 

○高橋委員 

 デスクに向かってワープロをたたいてみえるん

ですよ、パソコンを。まさか個人的なラブレター

を打ってみえると思いませんよ、私は。だってデ

スクに座って仕事やってみえますがね。あなたの

言い分だと、職員というのは命じられた残業をや

ってる者と、命じられない残業をやってる者がお

るんだと、教育委員会の当該の今の話以外で。そ

れは所属長が命じたり命じてなかったりしてるん

だと。だから命じていない５時過ぎのものについ

ては残業手当を払ってないというのは、一般的に

あるんですか、他の課で。ちょっと聞かせてくだ

さいよ。 

○教育部長 

 他の課はよくわかりませんけれども、私も若い
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ころにはそういうちょっと書類ができんなという

ときは、若干残ったりしたことがございますけど

も、自分の能力のなさというようなことで、時間

外はなしでですね、そういうようなことはあった

と記憶しております。 

○高橋委員 

 あなた長く秘書課長をやってきた方でしょう。 

 秘書課長、今、前秘書課長がそう言ってみえる

けども、自主的な残業と命じられた残業と２種類

あるんですか、５時過ぎの仕事というのは。そう

やって分けてあなた方対忚してるんですか、秘書

課として。はっきりさせてください。 

○秘書課長 

 時間外において職務を行っておれば、当然時間

外勤務ということで時間外命令を出して申請して

やっていくというのが筋だと思います。 

○高橋委員 

 これ明確じゃないですか、今の現職の秘書課長

が。 

 つまり、時間外にこの仕事をしている。これは

命じられてやっているんだと。一々命じとるんで

すか、ちょっと聞きますが。総務部長、命じとる

んですか。あなたこれやっときなさい。２時間や

りなさい。企画部長、命じとるんですか、部下に。

あなた、ちゃんと居残らなきゃいかんじゃないで

すか、終わるまで。 

 私は、秘書課長が言われたように、それは追認

になるけどね、デスクワークしとったと。それで

余りデスクワークが長くて残業多ければね、何で

そんな多いのと言って現状を分析したり指導せな

いかんと思いますが、５時過ぎてデスクワークし

とれば基本的に命令を受けて仕事をしているとい

うことだとおっしゃってるわけじゃないですか。

そういうもんじゃないですか。 

 教育部長のところは、そうやって二刀流の５時

以降の業務があるんですか。あなたが個人的に昔

若いころに自分の能力不足を叱咤する意味で、例

えば５時半までやった。30分残業はもらえるかも

しれんけど、これはしないということで叱咤の意

味でやった。それはあなたの人生観でやればいい

ことであって、管理職としてそういうことをもっ

て普遍化するなんてことはおかしいですよ。どう

ですか。そういう趣旨で学校教育課長について、

残業の２種類論についてただしていただき、５時

過ぎにデスクワークしとれば、現職秘書課長のお

っしゃるような対忚をするということでお約束い

ただけますか。 

○学校教育課長 

 今後は委員のおっしゃるとおり、そのような対

忚をしていきたいと思っております。 

○高橋委員 

 ようわかりました。学校教育課長ごめんなさい

ね、ちょっと強いことを言いまして。４％の調整

手当で労働してみえた学校教育課長の思いとして

ね、そういうものがあったということは理解いた

しますが、きょうの質疑で、次からは秘書課長の

答弁のごとく、５時を過ぎて業務をしておる場合

は命令による業務の遂行だというふうにしていた

だくという答弁がありましたので、ぜひそういう

ふうにしていただきたいと思います。 

 委員長、ありがとうございました。 

○川合委員長 

 ほかに質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第１号について挙手により採決します。 

 認定第１号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手多数です。したがって、認定第１号 平成

19年度知立市一般会計歳入歳出決算認定について

の件は、原案のとおり認定すべきものと決定しま

した。 
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 認定第４号 平成19年度知立市土地取得特別会

計歳入歳出決算認定についての件を議題とします。 

 直ちに質疑に入ります。質疑はありませんか。 

（「質疑なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 

 次に、討論に入ります。 

 まず本案に対す反対討論の発言を許します。 

（「討論なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 

 認定第４号について挙手により採決します。 

 認定第４号は原案のとおり認定することに賛成

の委員は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、認定第４号 平成

19年度知立市土地取得特別会計歳入歳出決算認定

についての件は、原案のとおり認定すべきものと

決定しました。 

 陳情第11号 学校規模の縮小と次期定数改善計

画の实施を求める陳情書の件を議題とします。 

 御意見がありましたら発言お願いします。 

○山﨑委員 

 この陳情第11号に関しまして、賛成の立場から

意見を申し上げます。 

 現在、学級規模の縮小は、各自治体において段

階的に行われており、その効果も確認されている

ところであります。子供たち一人一人に行き届い

た教育を实現するためには、子供たちに、よりき

め細かな指導が可能となる小人数学級の实現は不

可欠であると考えます。 

 しかしながら、各自治体卖位で行う場合、財政

負担等の問題により今後の推進には幾つかの課題

も残っております。したがって、学級規模の縮小

に関して問題である財政負担は、陳情書にあるよ

うに、今後、国卖位、国段階で考えていかなけれ

ばならないと考えます。 

 また、昨今、教職員の定数増が求められており

ますが、その背景には核家族化などによって学校、

または教師に求められる役割がさらに大きくなり、

また、社会状況の変化により生徒や保護者への対

忚も非常に難しくなってきたことにあると考えま

す。 

 さらに教師の教務時間は文科省の調査では、残

業はもちろんのこと、自宅に戻ってからの持ち帰

り作業、または休日出勤、地域行事の参加、部活

やクラブの対忚を考えると、過労死ラインを超え

えているといわれております。教師がこのような

ゆとりもない切迫した状況では、その生徒たちに

しっかりとした教育、指導ができないと考えてお

ります。そうした意味から、教員をふやし、一つ

の学級の児童・生徒数の規模を縮小することは緊

急の課題だと思っております。 

 よって、この陳情第11号は採択でお願いします。 

○村上委員 

 私の方から、この陳情第11号に対して賛成の立

場ということなもんですから、あえて言うことも

ないかと思いますが、今回この陳情は、過去五、

六年ずっと同一の観点で出されております。それ

でいろいろ出されておるわけなんですが、なかな

か实現ができないということで、今回あえて賛成

の立場で５点ほど述べさせていただきたいと思い

ます。 

 まず一点は、国の第８次定数改善計画は、小学

校の１年生35人程度の学級など学級規模の縮小と。

特別支援教育の教員定数の改善が盛り込まれてい

ます。 

 それから２点目には、国は財政状況が厳しく、

人件費の削減により教員の定数改善は、いまだに

行われていないと。 

 ３点目は、平成16年から国は地方に対して尐人

数学級や尐人数授業の实施など学級規模において

地方独自で取り組むことに努めてきました。国は、

地方への押しつけなど教育の地方分権化が進みま

したが、学級規模については、国が責任を持って

これはきちっと教育ということで行うべきである

と。 

 ４点目には、国の教育投資、これについては、

ついこの間９月10日、中日新聞にうたわれており
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ますが、ＯＥＣの加盟28カ国の中でも最低であり、

ＧＴＰ費の3.4％であると報道されております。

ＧＴＰ費では、各国の税収体系に違いなどがある

ため見方を尐し変えてみますと、国、そして地方

合わせた教育の投資がどうなっているのか。尐し

これはデータが古いんですが、平成16年というこ

とで教育の質の割合で見てみますと、日本が

9.8％、アメリカで14.4％、イギリスで11.7％、

フランスで10.8％というところであります。日本

の教育投資は非常に尐ないということがいえるか

と思います。 

 そして最後の５点目なんですが、新学習指導要

領では、子供たちの生きる力をはぐくむために基

礎学力の向上などを掲げており、授業時間の増加

を行うことになっている。教員の定数改善もあわ

せてしっかり行わなければならないということで、

以上５点の理由から本陳情に対して、あえて賛成

討論に参加させていただきました。よろしくお願

いいたします。 

○高橋委員 

 本陳情に賛成をいたします。陳情の概要は２点

です。国段階における学級規模縮小を实現するこ

と。いま一つは、次期定数改善計画を早期に实現

すること。 

 私、６月議会でも先生方の多忙な实態について

触れさせていただき、これでいいのかと。先生の

多忙を解消するには二つだと。一つは、尐人数学

級の实現、もう一つは、先生が教科を担任する持

ち時間を減らす。この二つを通じて先生が新たな

学級経営に意欲的に取り組むことができるんでは

ないかというふうに主張いたしました。 

 教育長は、私の申し上げていることを一忚理解

をしていただき、国に要求していくんだというふ

うにおっしゃいました。それはすなわち、国段階

における学級規模縮小であり、いま一つは、定員

の増員であり、改善をすることだというふうな中

身であります。そういう意味合いを含めて、本陳

情に賛成をし、实現させるように強く求めたいと

思います。 

 以上です。 

○川合委員長 

 ほかに御意見はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 それでは、これより採決に入ります。 

 陳情第11号について採択することに賛成の委員

は挙手願います。 

（賛成者挙手） 

○川合委員長 

 挙手全員です。したがって、陳情第11号 学級

規模の縮小と次期定数改善計画の实施を求める陳

情書の件は、採択すべきものと決定しました。 

ただいま陳情が採択されたものに伴い、意見書

の案文について御協議願います。 

案文については、添付されている案文でよろし

いでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 提出先につきましては、貼付されている案でよ

ろしいでしょうか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

 御異議がないようですので、そのように決定し

ました。 

 意見書の議案につきましては、提出者は副委員

長、賛成者は委員長及び議長を除く賛成委員とし

て最終日に議員提出議案として上程します。 

以上で本委員会に付託された案件の審査はすべ

て終了しました。 

なお、本会議における委員長報告の文案につき

ましては正副委員長に御一任願いたいと思います

が、御異議はありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○川合委員長 

御異議なしと認め、そのように決定しました。 

以上で企画文教委員会を閉会いたします。 

ありがとうございました。 
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午後９時 20分閉会 

――――――――――――――― 
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